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（開会） 

○コーディネーター（小村雄大） 

 皆さん、おはようございます。 

 もう少し時間に、今トイレとか行ってらっしゃる方もいるので、たってから実際仕分け

を始めたいと思いますけども、流れだけちょっと私のほうから御説明しておきます。 

 お手元の資料の５ページをちょっと開いていただければと思います。 

 仕分けの手順というのが真ん中ぐらいに書いてございます。 

 まず、担当課、こちらにお座りの市役所の方から事業の概要説明を５分ぐらいいただい

て、その後はこちらのテーブルで議論をさせていただきます。その際、私もそうなんです

けれども、若干、東京から来ていることもあって、荷物を少なくするのにスマートフォン

のデータなんかをいじることがあります。あいつ何してるんだと思われるかもしれません

けれども、場合によっては、実は昨日の夜、いろいろ仕込んである市の条例とかそういっ

たものをちょっとインターネットの部分を確認させてもらうこともあります。そういった

こともあるので、ひとつそこら辺を御理解いただいた上で、議論は20分から25分ぐらい

させていただきます。 

 先に、皆さん、市民判定人の皆さんがお書きいただくことになります。こちらで先に決

をとっちゃうと、割と皆さん、それと合わせるということになるので、市民の方にまず御

判断いただきたいと思いますので、大体、始まりまして25分ぐらいを目途で皆さんの最

終的な判定の結果を、シートを書いてください、あるいはシートをできる方から出してく

ださいというお話を私のほうからさせていただきます。 

 議論を聞いていらっしゃって、順番に書けるところがあればどんどん先に書き進めてい

ただきたいと思いますし、特に、私も何度かやらせていただいて、一番市役所の方に多分

ためになるのは、一番下の特記事項というところですね。ここにやっぱり改善のアイデア

とか、素直に皆さんがお感じになったことを皆さんの言葉でお書きいただくことが多けれ

ば多いほど、非常に、その後の改善とか市役所の取り組みのプラスになろうかと思います

ので、こういったものを中心に議論の途中でもお気づきの点とか変えたほうがいいと思わ

れることについてはお書き込みいただいて、最終的に25分ぐらい目途で提出いただいて

集計させていただくようなことになります。 

 その上で、市民判定人の皆さんの結果を先に集計といいますか、シートの回収をさせて

いただいた後に、こちらのテーブルでの決をとります。その際、こちらは挙手で、手を挙

げてもらって、その上で少し仕分けのテーブルの方の考えをお伝えし、時間との関係もあ

りますが、市民判定人の方から何人か御意見なり感想をお聞きして最終的に取りまとめる、

結果を発表して終わりということになります。 

 これ、実際にやってみると、一回やってみるとすごくわかりやすいので、そんなに極端

に延びないと思いますけれども、時間の配分だけ少し意識いただいて、シートの記載とか

は進めていただければありがたいというふうに思います。 

 あと、皆さん、きょう来ていただいて、さまざまに市の方ですから、御自身がかかわっ
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ていらっしゃる事業というのもあると思うんですね。例えば、この事業は自分が受益者と

して受けている、そういったものもあるかもしれませんけども、１つお願いしたいのは、

やっぱり市民の代表としていらっしゃっているので、税金の公平公正な使われ方も含めた

中で、皆さんとして今のこの事業はどうかという、自分にとって得かどうかというのは私

の私人としてのお考えですので、できれば皆さん、市の代表として税金の使い方のチェッ

クの場に今回はお越しいただいているので、少しそういう目線で各事業をごらんいただけ

ればというふうに思います。 

 それでは、ちょっと前置きが長くなりましたが、９時半開始という時間も過ぎておりま

すので、一番最初の事業に入っていきたいと思います。 

 こちら側はＢチームなので冊子とすれば48ページからＢチームの事業資料ということ

になります。 

 

（事業番号７（事業番号７（事業番号７（事業番号７    給食用物資購入事業）給食用物資購入事業）給食用物資購入事業）給食用物資購入事業）    

 １つ目の事業、49ページ目からになりますが、給食用物資購入事業ということで、こ

の事業を皮切りに24年度の安城市事業仕分けを始めていきたいと思います。 

 それでは、担当課のほうから御説明をお願いします。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 給食物資購入事業について説明させていただく給食課長の杉浦と申します。よろしくお

願いします。 

 事業シートの説明に入ります前に、給食実施率等の統計的なことを少し前置きとしてお

話しします。 

 文部科学省が行っている全国調査では、平成22年度における給食実施率は、小学校で

98％以上、中学校では約80％となっており、さらに調理方式としては、単独調理場方式、

これはそれぞれの学校で調理室があってそこで給食をつくるということなんですけど、そ

ういったところと、それから共同調理場方式、その他の３種類に区分されますが、単独方

式が約43％に対し、安城市と同様の共同調理場方式で提供されている小中学校が約55％

で、そのほかが２％となっています。 

 給食物資の購入方法につきましては、単独と共同調理場方式では異なる面がありますが、

一般的に言われますのは、単独方式のうち学校ごとの個別で物資を購入する場合は市費の

持ち出しがないということが挙げられます。保護者からの給食費ですべて賄う必要がある

というのが大きな違いということになってきます。 

 それでは、事業シートの説明に入ります。 

 初めに、事業実施の背景及び目的ですが、給食物資購入事業に限定することなく給食自

体をとらえて整理しています。目的につきましては、シート記載のとおり、１点目、負担

に見合った良質で栄養バランスのとれた給食の提供、２点目として、安全かつ安定した給

食の提供、３点目として地域特産物の活用と地域経済への貢献と、いわゆる地産地消の推

進ということが挙げられます。 
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 対象としましては、市内保育園児、幼稚園児、それから児童、生徒及び教職員等全体で

約２万3,000人ほど、人口比率でいきますと12.5％となっています。 

 実施方法としては、直接実施という形でマークを入れさせていただいておりますけど、

大きな市では給食会等、別の組織をつくって、そういったところで物資の購入を進めてい

るようなところもあります。直接実施ということで、給食費につきましては市の歳入とし

て受けており、食材等給食物資の購入費用は市の歳出予算で対応しております。 

 続きまして、事業内容ですが、そこにも書いておりますように、保護者から集めた給食

費で食材並びに主食・牛乳等給食物資を購入します。購入に当たっては、地産地消を進め

つつあらゆる条件を考慮した上で食材を選定するために物資検討会を開催します。当該事

業で重要な役割を担う組織として、２番目のところに書いてある物資検討会があり、物資

の選定につきましては会議参加者全員の同意を得ることが必須要件であり、味や質や安全

面のみならず、特に地産地消の観点から単価の高いものを選ぶこともあります。その結果、

地元農産物等の購入拡大が進みますが、その反面、物資購入費が膨れ上がることで成果指

標にありますように市費持ち出しがふえることにもなります。 

 なお、地産地消の目標値では、総合計画で掲げたものと他市との比較を行うために県に

報告しているものと、２種類の目標値とその達成状況を示した数値をそれぞれ記載してお

ります。 

 続きまして、事業の説明を行います。 

 当該事業では、事務従事者の人件費を除きますと、シート記載のように御飯などの主食

や牛乳と、副食に使用する食材や調味料に加えデザート類などすべての給食物資を購入し

ておりますが、予算科目としては需用費であり、平成23年度の実績は約９億3,900万円と

なっており、年次推移を見ますと、対象者はほぼ横ばいか少しふえておるんですけど、事

業総額は増加傾向となっています。人件費を加えました総事業費については、平成24年

度予算が約９億9,100万円となっており、23年度実績は約９億4,700万円となっています。 

 参考までに、平成23年度予算額は約９億7,900万円となっていました。 

 活動実績と活動指標名では給食物資購入のうち県下統一的な対応をとっています主食と

牛乳につきましては公益財団法人である愛知県学校給食会が単価を決めており、各市町村

はその協会から購入していますので、市の独自の裁量の働く余地はありません。そこで、

主食と牛乳以外の給食物資購入の中で地場産青果物等の購入に係る事業費と地場産青果物

以外の給食物資に係る事業費の部分にして、それぞれの単位コストの成果をはかるように

なっています。単位コストでは人件費分が加算されていますので、その分だけ事業費内訳

欄に記載した地場産青果物の購入金額に比べ約260万円ほど多い数字となっています。 

 次に、事業成果について説明します。 

 成果指標の選定理由としましては、シート記載のとおり、原則として食材の購入費は保

護者から集める給食費だけで対応することが望ましいのですが、地産地消には物資輸送に

かかるエネルギー消費の低減という効果もあり、環境政策に力を入れている本市の方針に

も合致していることから、積極的に地場産を使用しています。そのために割高になった分
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をそのまま保護者に転嫁するのか市側で負担すべきか議論の分かれるところですが、実態

としては市の持ち出しで対応しております。 

 なお、市費負担率は近隣市と比較しまして低い水準になるため、現状維持できるかと考

えておりますが、今年度からは放射能検査で必要となる食材費も生じるため、その割合が

ふえるものと思われます。また、地産地消の割合をふやそうとすると物資購入費が割高と

なり市費負担率に悪影響を与えることにもなり、それぞれの使用法歳出することは相入れ

ない面もあるため、両者のバランスを維持することが重要であるものと考えております。 

 次に、事業の自己評価欄でありますが、今年度より市ホームページに主な食材の産地と、

北海道を除く東日本を中心とした17都府県で生産、収穫された青果物の放射線量測定結

果を公表することで、給食の安全安心の確保に努めています。 

 また、今後の事業の方向性、課題では、地産地消に関して青果物の分野ではこれ以上そ

の比率を引き上げることは困難であるため、現状維持に努めつつパンやめん並びに豆腐な

ど加工品について、その原料である小麦や大豆で安城産の割合を少しでもふやすことで、

地産地消拡大の必要があるものと考えております。 

 最後に、比較参考値では、周辺他市の状況や県内平均を取り上げていますので、本市の

水準がどの程度であるかわかるようになっています。 

 なお、このシートでは給食費の県平均について、小中学校分は愛知県の調査により判明

していますので、小中学校分を中心にまとめさせていただいていることを御承知おきくだ

さい。 

 説明は以上です。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 ありがとうございました。 

 なかなか見なれないというか言葉もちょっと難しかった部分もあると、市費負担率とか、

このあたりちょっと私なりに整理をさせてもらえれば、財源内訳のところにその他特財と

いうところがありますよね。皆さんのシートの左側に983,000となっていますけれども、

これが保護者の方から御負担いただいているお金ということでよろしいですよね。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 はい。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 それに対して一般財源と書いてますけども、8,283、この部分が税金を投入されている

部分であります。それは税金のものを全体の事業費で割り戻したのが成果指標というとこ

ろの２つ目にある給食市費負担率、この数字になる、そういうことでよろしいですよね。

よろしゅうございますか。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 そうですね、はい。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 市としては、この数字を下げていきたいと。 
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○担当課（杉浦邦彦）  

 現状維持というのが望ましいのかなと思っています。現実にはちょっと切り詰めるのは

難しいのかなと。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 ただ、基本的にはいいものを確保しながら市の税金負担も下げていくということが望ま

しいけども、今はぎりぎりのことをやっているので現状維持かなと思っているという理解

でよろしいですかね。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 はい、そうです。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 ベクトル的には下げていくことが望ましい、比率を保っていきながらというのは難しい

ということですね。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 はい。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 わかりました。では、御質問を含めて議論をスタートしていきたいと思います。 

 どなたか。露木さん。 

○仕分け人（露木幹也） 

 それでは、ちょっと基本的なところから聞きたいんですが、地元農産物の割合を上げて

いきたいということですけれども、この地元農産物の範囲というのはどこでしょうか。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 23年度実績で、いわゆる野菜と青果物、１年間を通じて45品目ほど、実は野菜、青果

物等を購入しております。そのうち、愛知県の中で、ある程度学校給食の規模の量を供給

できる品目というのは、そのうちの20品目から25品目ぐらいあるという中で、その20か

ら25品目について…… 

○仕分け人（露木幹也） 

 ごめんなさい、それは、今の話では県内というのがエリア、地元産という考え方でよろ

しいということですか。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 いや、愛知県に報告する場合は愛知県産という形で報告するんですけど、市の総合計画

の中でも地産地消の目標率があるものですから、そこでは安城市を含めたこの碧海５市で

すね、碧海５市は農協がＪＡあいち中央と１つの農協になっておるものですから、なかな

か安城で区分することは難しいという中で、安城を含めた碧海５市を１つの地場産として

とらえて、市総合計画のほうでは通知のほうを出しています。 

○仕分け人（露木幹也） 

 ありがとうございます。 

○コーディネーター（小村雄大） 
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 この地元農産物の購入割合という成果指標のところの数値も、その５市の数値というこ

とでよろしいですね。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 そうですね、はい。 

○コーディネーター（小村雄大） 

ほか、ございませんか。 

○仕分け人（山下眞志） 

 ちょっと今のお話で、放射能の検査があるのでコストが上がるんじゃないかという話が

あったんですが、24年度の予算を見ると一般財源が逆に少なくなっているんですけれど

も、この辺はどういう意味かなと、ちょっと疑問だったんですが。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 実際の放射能検査はことしから始めたところだものですから、それに実際どの程度必要

になってくるかというところがつかみ切れない部分もあったものですから、直接的な費用

としては、その放射能検査をやるための装置というのは備品購入費でテスト     買

っておるんですけど、それ以外に検査に使う食材、これを当然装置に入れてはかるんです

けど、その食材自体はペースト状にして廃棄することになるものですから、それを保護者

負担にするわけにいかないものですから、市で別枠でちょっと食材を余分に買って、そう

いったものを検査に回していくというのも、一つの市が負担する費用として発生してくる

のかなということもあるんですけど、24年度当初予算要求段階ではそういったこともつ

かみ切れないものですから、その分で反映して一般財源をふやしていくことはしておりま

せん。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 計上していないという理解でいいんですか。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 そうですね、はい。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 ここには放射能検査に係る当局としてのお金はまだ計上していないけども、今後出てく

る可能性はあるということでよろしいんですか。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 上積みをしている中でおさまればいいと思っております。 

○仕分け人（露木幹也） 

 今の関係で、23年度からこれ決算の数字で、24年度は予算の数字だと思うんですね。

そのところ、予算が今言われたように一般財源が減っている、今までの検査に比べて減ら

した理由というのが何だかわかりますか。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 実際に、先ほど言いましたように集めた給食費だけで賄い材料をすべて買えればいいん

ですけど、そうはならんだろうということで、少し市費を一般財源分を上乗せしておるん
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ですけど、結果として余り使わなくなったということで、使わないでいいだろうと、例年

の推移を見ると、それで少し減ったということですね。 

○仕分け人（露木幹也） 

 例年の推移を見ると大体1,300万円から1,200万円、1,300万円前後かかっているのに

24年度の予算要求が800万円だということなんですね。これは、平年の推移から見ると

1,300万円ぐらいは要求しなきゃいけなかったんじゃないかなというところが、そこの負

担を聞きたいんです。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 一般財源のところには、賄い材料の需要費以外に人件費分の、上のほうに人件費を828

万3,000円とありますよね、その分が当然一般財源になるということで、こちらのほう出

ておるんですけど…… 

○コーディネーター（小村雄大） 

 いやいや、だってその828万3,000円も24、23、22、21と全部同じなわけですよね。と

いうことは、23年以前は全部決算なんだから、828万3,000円を加えた上で税負担として

12,828という額あるいは12,614という、この1,300万から1,200万のお金が必要だとい

うことになってきているわけですよね。これが決算だから、使ったということですよね。

に加えて今回から新たに放射能検査が必要で、ほかのやることもあるので、経過を見たら

ということで普通足さなきゃ、もっとふえるんじゃないの、でも、にもかかわらず何で

820万円なんですかというのが疑問なんです。 

○仕分け人（露木幹也） 

 今、828万3,000円というのは、これ人件費だけなんですよね、多分、計上されている

のは。そうすると、毎年828万3,000円かかっている中で、足りない分を当初の予算を組

むときにはこの人件費だけ組んでおいて、その分を足りなくなったとき補正をしていくと、

そのために決算ということはあるんですが、毎年そういう補正を組んで足りない分を補充

しているということなんですか。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 そういうことはないんですけど、今、上のほうを見ていただきまして、24年度予算の

事業費合計のところは９億8,300万円になってますよね。これが実際に給食物資を買う予

算、それとは別に人件費があって828万3,000円、トータルでその事業費は予算ベースで

いくと９億9,100万という数字になる中で、この一番上の給食物資を買うその９億8,300

万円に対して、例えば23年度のままでいけば、もう…… 

○仕分け人（露木幹也） 

 わかりました。ということは、24年度は給食費が値上げされているということなんで

すか。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 給食費は値上げしておりません。 

○仕分け人（露木幹也） 
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 じゃ、なぜこれがふえているんでしょうか。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 実際、どれだけ物資にかかる費用というのがなるかわからないという中で、決算では少

し切り詰めた結果、予算より当然安くなっていますね。予算の範囲内で購入していくもの

ですから。それだけの話なんですけど、予算と決算の話というのは。 

○仕分け人（露木幹也） 

 ということは、毎年９億8,000万円ぐらいの予算を要求してるんだけども、決算が９億

3,000万円ぐらいになると。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 そういうことですね、はい。 

○仕分け人（露木幹也） 

 ということですね。じゃ、一般財源のほうから減っているのは一体なぜでしょうか。そ

れをお伺いしたいです。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 当初は市費の持ち出しを見込んでいないということで、一般財源としては人件費分しか

入ってないと。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 いや、これはだから24年度数値というのは人件費分しか入ってないわけですよね。入

ってないというか、皆さんとすれば、見積もりからいうと、どの事業費を使ったとしても

そのほかの部分についてきちっと給食費として回収できるから、人件費以外のところにつ

いては税投入しなくてもいいですよ、自分たちはそういう目標でやりますよということだ

と思いたいというか、そういう数値を立てられているんですけども…… 

○担当課（杉浦邦彦）  

 予算ベースはそういうことですね。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 いや、予算ベースはそういうことですねということですけども、最終的に、じゃ、決算

としてそれがそうではありませんでしたということについていうと、１つは、そういう給

食費の徴収の仕方の見積もりが非常に甘いんじゃないか。皆さんとすれば、目標として市

の税金負担をなるべく下げることを目標としていますと言ってるけども、実際にはその目

標というものは、実際には最終的なプラスとマイナスの差し引きだけでやっていて、全く

そこの管理はしてないんじゃないですかという疑問があるか、もしくは、そこの部分の経

費が安くなりましたけども、なぜかしらよく原因はわかりませんが、やっぱり徴収するお

金もどこかに行っちゃったんですということか、要するにそういうことがはっきりしない

んですよね。 

○仕分け人（露木幹也） 

 例えば、給食費は、歳入の場合にはどのくらいの率で考えていますかね。滞納の方もい

らっしゃるだろうし…… 
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○担当課（杉浦邦彦）  

 収納率は約99％ですね。 

○仕分け人（露木幹也） 

 例年99％から納められていると。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 はい。 

○仕分け人（露木幹也） 

 じゃ、その例えば未納の方の分を市がみているということでふえてるということはない

ですか。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 そういう要素も実際にはあります。下のほうの比較参考値のところを見ていただきます

と、実際、23年度の現年給食費というのがそこに出てるんですけど、これ９億3,400万円

ということで、人数がふえなければそうふえることはないものですから、多分24年度も

この９億4,000万ぐらいが給食費として入り       。 

○仕分け人（露木幹也） 

 ちょっと、これだけ議論していてもしょうがないので、わからないということはよくわ

かりましたけれども、ちょっと議論は、とりあえずここまでで結構です。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 小笠原さん。 

○仕分け人（小笠原豊子） 

 放射能のことはすごく興味ありまして、昨年の3.11の大震災、原発の問題で安城市は

どういうふうに取り組んでいかれるのかなということをすごく興味を持って見ていました

ら、早速放射能検査機器を取り入れられて、ホームページで公開されております。私も見

ておりましたら、ずっと６月から発表されておりますが、異常なし、異常なしということ

で安心はしているんですけれども、それで異常なしというところのレベル、数値的なもの

と、それから市民あるいは教職学校関係者の反応はどうでしょうか。それをお聞きしたい

と思います。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 ６月分についてちょっとお話しさせていただきます。 

 ６月分の給食食材のうち青果物について、延べ23回検査を行っております。23回検査

をやった中でゼロベクレル、要は数値が出なかったのが13回で、10以下の値だったもの

が10回と、本来私どもは検出限界というのを25ベクレル以下で設定して検査をやってお

るんですけど、検出限界以下の数値については、あくまでもその数値は参考値ということ

で、どこの自治体さんもその数値は公表していないと思います、数値自体は。そういう対

応をさせていただいています。 

○仕分け人（露木幹也） 

 ちょっと本質の議論に戻したいんですが、この目的というのは地産地消を進めたいとい
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う１つと、それからやっぱり経費をなるべく押さえたいという、これちょっと相反すると

ころがあるということでしたけれども、今、地産地消、地元農産物の購入割合が23年度

が51.7％、それに対して目標は40％ですよね、総合計画の。この総合計画の40％、既に

達成しているにもかかわらず、まだまだふやしたいということなのか、この総合計画とい

うのはとりあえずの目標で、本来は100に近づけていこうということで意志があるのか、

そこをちょっと確認したい。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 成果指標のところの年次推移を見ていただきますと、ちょっとわかるんですけども、や

はり青果物なものですから、年によってでき、ふできがあって、例えば22年度というの

は極端にいうと43％、このときは全国的に野菜が不作で価格が高騰したものですから、

背に腹はかえられないということで、地元産が余り使えなかったということで比率は下が

っています。先ほど言ったように、総合計画の目標の40％はクリアしておるものですか

ら、これ以上青果物でふやそうということは余り考えて、さっき言ったようにほぼ限界な

ものですから、年によってそういった数値というのは開きがあるということで…… 

○コーディネーター（小村雄大） 

 なぜ、限界なんですか。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 さっき言ったように、この安城を含めて碧海５市で供給できる野菜等や何かの量と、学

校給食で使う野菜の量を考えた場合、もう今のこの地域でそういう供給量を見ると、これ

以上使う野菜は余りないということで…… 

○コーディネーター（小村雄大） 

 限界だと思っているのは何％ぐらいが限界だと思ってるんですか。５割ぐらいですか。

要するに、43％22年でした、23年度50％でした、状況によっても随分違いますけども、

どれぐらい、50％ぐらいがやっぱり限界かなと思われているということなんですかね。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 そこら辺の数値が、この数値が限界だというような、そういうとらえ方はしていません

けど、今の数値、この達成した数値はかなりぎりぎり、まあ目いっぱい…… 

○コーディネーター（小村雄大） 

 なぜそうなるかというのが、これを１つの目標という、これが目標なので…… 

○担当課（杉浦邦彦）  

 目標、40なものですから、さっき言ったように現状維持する、これ以上ふやそうとい

うつもりはないですよと。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 じゃ、40が目標。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 それは総合計画にそう書いてありますので、それが目標です、あくまでも。 

○仕分け人（露木幹也） 
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 40が目標であれば50まで達成しなくても、もう少しこれを下げることによって費用負

担が減るということはあるわけですよね。それにもかかわらず50％まで頑張っていると

いうのは、それは予算の中で頑張れる範囲頑張ろうということなのか。そこをちょっと…

… 

○担当課（杉浦邦彦）  

 先ほど言ったように、市費の持ち出しがあるもので、その分、地場産にこだわらず安い

ものを買うことによって市費の持ち出しを減らしていくと、目標を達成したいのだったら

そういう考え方もあると思うんです。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 23年度は、そしたらどういうふうにされたんでしょうか。要するに40％にして、ここ

にある1,200万円ぐらいの市費を下げるという選択肢もあったわけですよね。皆さんとし

てそれをとらずに、これは40％を超えてましたけども51％まで持っていったというのは

なぜでしょうか。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 数字として40というのは１つの目安としてあって、その中で給食課として賄い材料の

予算があるものですから、その予算の範囲内である程度、地産地消を進めて…… 

○コーディネーター（小村雄大） 

 いやいや、昨年の予算を同じ立て方をされてらっしゃるんじゃないんですか。基本的に

はことしと同じく人件費だけが一般財源であって、その他のお金というのは、去年は違う

数字だったんですか。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 去年は９億7,100万円ですね。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 いや、それは全体額ですよね。一般財源の当初予算…… 

○担当課（杉浦邦彦）  

 人件費を除いたあれですよ、賄い材料、給食物資購入事業の総予算が９億7,100万円。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 そのときの負担として皆さんからいただくお金と一般財源のお金としたとき、一般財源

の投入額の予算の額は人件費以外の部分について幾ら計上されておりますか。一般財源の

人件費以外のものについて当初予算で計算していたのは幾らですかということです。市費

の投入を少なくしてよりよいものをあげる、そのときの１つの目安が地産地消の40％で

あると、だけど最終的には50％になり、市費投入が1,200万円あったわけですね。皆さん

のお考えとすれば、どういうふうな考え方で50％で、1,300万円の市費投入を選んだのか

ということなんです。これは、あえていえば事業費管理とか目標管理とか、そういう両方

のバランスをどうやってとってらっしゃっているかということに対してのお答えを聞きた

いということなんです。正直申しますと、先ほどからのお話を聞いていると、もしかした

ら全体的な目標は持ってらっしゃらないんじゃないかと思ってます。たまたま結果として
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50％になったんじゃないかな、たまたま不作だったので43％だったんじゃないのかな、

税金を当初から人件費以外は計上していなくて、最終的に差し引きお金がかかったところ、

徴収できなかった給食費が一般財源で投入されるだけじゃないかなと思っているんです。

ですから、これについて丁寧に答えていただきたい。皆さんとして、昨年度の予算立てと

して、一般財源の当初の投入の目標、それはゼロだったんでしょうか、ゼロじゃなかった

んでしょうか。ゼロだったとしたら、それを50％まで地産地消を上げて1,300万円負担す

るということを選んだのはなぜですかということです。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 当初予算段階は先ほども言ったように、一般財源の投入を想定せずに給食費全部でとい

う形で予算は組まれてます。さっきも言いましたように…… 

○仕分け人（露木幹也） 

 ちょっと事実から確認させてください。今のを整理して。23年度の一般財源というの

は、決算では1,282万8,000円でした。じゃ、予算は幾らだったんですか。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 予算は、人件費を除きますと先ほども言いましたように９億7,100万円。人件費は…… 

○仕分け人（露木幹也） 

 簡単に言うと、1,282万8,000円がもともとは幾らだったんですかということなんです、

予算上。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 予算上ですか。予算上は、ですから人件費分の8,283万円だけが一般財源、当初予算の

中で。 

○仕分け人（露木幹也） 

 決算はもしかしたらかかった金額から給食費として集めたものを差し引いて、最終的に

決算として残った足りない部分が一般財源になっていると。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 そういうことです、はい。 

○仕分け人（露木幹也） 

 では一般財源というのは、これだけのために予算計上されているわけではないというこ

とですね。いろんなものを含めて一般財源で予算計上されているものがあって、その中か

らここに充当資金と、足りなくなったものはその中で充てているという考え方ですか。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 そうですね。 

○仕分け人（露木幹也） 

 そうなると、当初よりここで考えれば人件費等を足して450万円ぐらい余計に使ったわ

けですね。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 そうですね。 
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○仕分け人（露木幹也） 

 450万円を使ったのが、地元産の野菜を買うために使ったという考え方でいいんですか

ね。それのために51％になったという因果関係はそれでいいんですか。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 それ以外にも給食費未納分があるものですから、そうしたものも実際には持ち出しにな

っています。 

○仕分け人（露木幹也） 

 わかりました。そういうことですか。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 ことしの予算もそうですけど、先ほど99％ぐらい納付率だとおっしゃいましたよね。

とすると、23年度のものに１％ぐらい加えると、多分数字とすれば9,400万円ぐらいにし

かならなくて、当初から予算枠とすれば500万ぐらい額が多く計上されているんじゃない

かというふうに思えるんです。そこについての事業費管理というのは皆さんどう考えてお

られるんですかね。予算の範囲でやってますと先ほどから9,900ですというお話をよく言

われています―すみません、９億9,000ですね、９億9,000万円ですと言われてますけ

ども、この先ほどから言っている人件費以外の額というのは、もともと恒常的に発生して

いて、逆に、給食の納入額自体がそんなに入ってこないのに予算額上は上がって予算額を

ふやしているんじゃないかという気がしてならないんですけども、そこについて、なぜ未

納１％にもかかわらず、その他特財としてそこの９億8,300という数字が入っているとい

うふうに計算をされてるんでしょうか。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 もちろん、先ほど言いましたように、年によって食材というのは野菜や何か中心にかな

り大きく変わる可能性があるものですから、そういったところも含めて少し余裕を持って

予算をとっておるという…… 

○仕分け人（露木幹也） 

 それはね、その予算立てというのが給食費徴収分ですよね。ということは、徴収分とい

うことは、その食材の値上げとか金額とか関係なく給食費が幾らで人数が幾らで、だから

これだけの金がかかる、入ってくる、見込まれると、これに99％掛けてこれだから予算

要求しますというのが予算要求じゃないんですか。それが、ここの特財のほうに数値とし

て上がっているわけじゃないんですか。だから、昨年に比べて5,000万円も上がっている

のは、なぜなんだろうかなというのが１つ疑問なんです。言ってることわかりますか。特

財というのは、あくまで給食費で入ってくるものをそこに上げているわけですよね。それ

が昨年ベースで決算が９億3,400万円なのに、ことしは９億8,300万円、約500万円高い

ということなんですが、それは何でなんでしょうか。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 先ほども言いましたように、給食費自体は人数が変わらなければ、値上げしない限りは

変わらないものですから、実際の入ってくる額というのは９億4,000万円ぐらいだと思い
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ます。その範囲でやれということであれば、その予算のほう、９億4,000万円、賄い材料

の実際に入ってくる給食費にかえるという話だと思います。 

○仕分け人（露木幹也） 

 給食費は１人当たりの単価と人数とわかってて徴収費もわかっているんであれば、そこ

で出したものがこんなに大きく変わるのはおかしいなと思うんですが、実際には99％い

ってないことになっちゃいますよね。決算額こんなに下がるということは、99％の徴収

率になってないことだというふうに理解したんですけども。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 それは違います。収納率は99.4ありますので、これは大体、年によって多少は下がり

ますけど、99％以上の収納率は確保されています。 

○仕分け人（財前かのこ） 

 多分、私も含めてなかなかそういう細かいこと言われてもわからないと思うんですが、

要するに９億4,000万円ぐらいは収納率が100％であれば入ってくる予定なわけですよね。

逆に言えば９億4,000万円しか入ってこないわけですよね。今、その他特財というところ

の予算が９億8,300万円になっているんです。とすると、4,300万円ですか、4,300万円

はどこから入ってくるつもりなんですかということだと思うんですけど、そういうことで

すか。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 先ほど言いましたように、給食費で入ってくるのは人数に大きく変更がなければ、さっ

き言った本来は収納率100％で組み立てた上で歳出予算を組むというのも１つの考え方だ

と思うんです。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 いやいや、歳出予算を組むのだったら組むで、最初から一般財源としてお金を計上して

おくならわかるんですよ。だけど、それを、皆さん、税金はかかりませんよ、個人の方か

ら徴収する額ですよというふうがふえていて、それで一般財源の部分には全然計上しない

で、ただ予算として余裕を持っておかないといけないですからという話になるのは非常に

おかしいんじゃないか。そして、皆さんのお仕事とすれば、そこでいってる、非常にあい

まいにされてる税金を少なくしながらいいものをやっていきますというお仕事なのに、そ

のベースの、ことしの１年の税金幾ら投入するかという概念が非常にはっきりしないで、

最初から、ふわふわとした数字を書かれていて、それで本当に目標になるんですかねとい

うことで先ほどからお聞きしている。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 そういうふうに指摘されれば、そのとおりですというしか答えられないです。 

○仕分け人（露木幹也） 

 これ、ちょっと、ここら辺の数字のことをきちっと答えられる方がもしいらっしゃった

ら聞きたいんですが、今の話、全然わからないですよ。だって予算、先ほどから何回も言

いますけれど、給食というのは金額が決まっていて人数も決まっていて徴収率もわかって
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いるから、それで予算要求して歳入予算を組むわけですよね。なのに、昨年の決算ベース

で考えれば、それこそこんなに上がっているのはなぜかというところが、さっきから一つ

もお答えいただいてないので、そこをきちっとお答えいただきたい。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 予算ベースの話をさせていただきますと、先ほども何回か言っておりますように、23

年度は９億7,100万円、予算ベースですと。それより若干物資の値上げを考慮した、ある

いは人数も若干ふえておるものですから…… 

○仕分け人（露木幹也） 

 事業総額ではなくて、特財のところの話をしているんです。特財というのは給食費集め

たものが特財ですよね。それ以外のものって何かあるんですか。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 ないです。だから、そういう指摘でいけば、予算立てする際の特財と一般財源の整理が

十分し切れていないというのは御指摘のとおりだと思います。何も改善するということな

ら改善するという話になると思います。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 じゃ、ちょっと中身の話のことをちょっと聞きますけども、22年43％でした。43％の

年には非常に不作の年で、地産地消がうまくいきませんでしたということですけども、    

43％です。23年度51.7％でした。かなり数字は上がりました。皆さんとして、不作の年

でした、その後ですということなんですけども、努力をされた、工夫をされた点というの

は何なんでしょうか。例えば調達先を変えたとか、今まで一括発注してたところを個別に、

より地元に近い流通経路に変えたとか、そういうことはされておられますか。どうも、幾

らかＪＡさんから一括仕入れて統計データもＪＡさんからいただいて、最終的な数値の報

告もそちらからいただいているというふうに聞こえてしまうんですけども、もし、そうじ

ゃないということであれば、その22年度から23年度に上がったときに、皆さん何を工夫

されたのか、何を努力されたのかというのをちょっと教えてください。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 答えになるかどうかわかりませんけど、地元で生産、収穫される野菜等を献立の中に少

し回数としてふやすということで上げていけるという、そういう工夫の余地はあると思い

ます。 

○仕分け人（露木幹也） 

 例えば、地元産の食材がどの程度今まで使われたかというのを毎月ごとに管理をしてい

るとか、それで調整をしているとかという、そういう作業はされているんでしょうか。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 それは、月ごとの単位でもちろんしています。 

○仕分け人（露木幹也） 

 そうすると、この51％になったときは、これはもう40％を大きく上回っているという

のは途中でわかったわけですよね。だけども、できるだけ頑張ろうという形で51％にな
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ったということなんですよね。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 そうしましたら、皆さん、シートのほうを書き進めて提出できる方は提出していただい

て結構です。ここまでの議論とすれば、事業費の目標達成、そういったものをどう考える

か、特に先ほど地産地消40％と最終的に市の財源負担として出てくるものをどう考える

かというところが議論の中心であったかと思います。 

 この物資検討会というのは年に11回開催されるということですけども、この部分につ

いてのお金というのはこの中に計上されているものはあるんですか。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 人件費のみです。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 人件費のみですね。そこは人件費のみです。 

○仕分け人（露木幹也） 

 物資検討委員会については、どのような議論をされているのか。例えば安全性だとかと

いうものは、どういうところで皆さんが判断されているのか。それをちょっと教えてくだ

さい。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 中心的な業者のほうからサンプルが出て、それを試食することによって実際使う物資を

決めていくというのが一番大きな議論になってきます。物資検討会の資料の中には、要は

原価配合表等あるいはアレルゲンがどういったものがあるのか、こちらのほうの指示した

配合表のほうになっているかどうか、そういったものをチェックしながら価格と味のバラ

ンスを見て決めるというのが物資検討会での大きな作業の中身になります。 

○仕分け人（露木幹也） 

 ある程度の指標、こういう基準でやりますと、それに対してはこちらから示していると。

それに対して、向こうから意見をもらうというような形の理解でよろしいですか。            

○担当課（杉浦邦彦）  

 意見というか、実際に試作品が出てきて、実際試作品がある中で味見等もして、一番効

果額に見合ったいいものを選ぶという形になります。 

○仕分け人（露木幹也） 

 これには、かなり専門的にそういう栄養学の方とか、多分栄養士さんとかが入っている

ので、そうした中で、個々、別の、じゃ、その安全性とか栄養価とかというものは表示さ

れて、それをデータをもとにその委員会の中で市が議論されているんでしょうか。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 もちろんそうです、はい。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 皆さん、シートのほうをお書き進めていただいて、出していただければと思います。実

際には税金が入っているのは先ほど言いました1,200万円ぐらいです。その中の828万
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3,000円が人件費です。逆に言いますと、この部分を税金として入れることによって最終

的な給食費負担を含めたものにどれだけ働きかけて切り下げていけるかという事業だと思

いますので、そういう事業としてどう考えるかというところをお書きいただきたいと思い

ます。ちょっと大きく変わるようであれば合図してもらってもう一回返して書きかえても

らっても構いません。よろしくお願いします。 

 そうしましたら、ちょっと先ほど小笠原さんが言われた放射線レベルの検査の話なんで

すけれども、ちょっとそこについてもあわせて、こういう場ですから、情報提供をきちん

としていただければと思います。先ほど、されてる中身についてはお話しいただきました。

もう４カ月ぐらいたってますけども、最終的にこれ、幾らぐらいかけて、最終的にお金が

かかるかというところ、予算的には計上してないということですけども、答えを教えてい

ただけますか。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 検体に表示される食材の価格としては６月分について試算をしたんですけど、１万

5,000円から２万円ぐらい。月で２万円ぐらいで考えると年間ベースでいくと24万円ぐら

いになるのかなという推測は立っております。実際に検査を始めたのは６月からですので、

６月と７月分の半分ということです。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 産地別とか場所別に上がってきているものについては、基本的にはすべてのものは網羅

されて試験検体に回っているということでよろしいですか。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 東日本を中心とした17都県のものについてはやっております。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 皆さん、これでシートを渡していただけますか。 

○仕分け人（小笠原豊子） 

 すみません、先ほどもお聞きしたんですけど、放射能検査の向上によって市民の方の反

応とか学校関係者とか、その辺の反応はありますか。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 今のところはホームページで公表しておるというのと、あと市広報ではちょっとした記

事で出したぐらいのものですから、大きく反響があって問い合わせとかそういったものが

あるといった状況ではございません。本格的には２学期以降、保護者に配る献立表にそう

いった記事を載せていくと、もう少し問い合わせ、意見等も出てくるかなというふうには

思っております。 

○仕分け人（小笠原豊子） 

 そういう細かいところのＰＲもされたほうが市民も安心できると思いますので、ぜひお

願いします。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 おおよそ皆さん、お出しいただいてますかね。シートのほうの提出をお願いいたします。
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大体、回収終わって…… 

 では、仕分けテーブルのほうで決をとりたいと思います。 

 ５つの中から出していただく形になります。挙手にてお願いした上で、後ほどというこ

とにしたいと思います。 

 そうしましたら、１つ目の事業です。 

 給食用物資購入事業につきまして、この事業について不要と思われる方。ゼロベースで

見直しと思われる方。実施主体の見直し、これは民間委託とかということですけど。安城

市要改善と思われる方。全員ですね。ということで、テーブルのほうはそういうこととな

りました。 

 露木さん、じゃ、ちょっと御意見お願いします。 

○仕分け人（露木幹也） 

 これ、市費負担を減らそうということと、地元農産物を積極的に取り入れていこうとい

う、これ、ある意味相反することが、ある目標を立てられたというわけですね。というこ

とは、これはそれぞれのバランスを考えながら執行事業を進めていかないと、両方の目標

をうまく達成することはできないだろうと思います。ですから、そこのところを、じゃ、

どうやってバランスをとっていくのか。その辺がちょっときょう議論の中でも不明確でな

かったので、その辺、じゃ、どういう方針でこれを両方の目標をうまくバランスよく達成

しようかという、そこの方針が必要なのかなと、そういう部分がちょっと見えないなとい

うことですので、きょう感じたのはそういうことですので、その辺をうまくやるような形

をきちっと方針を明確にされたほうがいいのかなというふうな感じはしました。そういう

部分では改善が必要かなというふうに思います。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 山下さん、じゃ、ちょっと。 

○仕分け人（山下眞志） 

 今、おっしゃっていただいたとおりだと思いますね。きちっと明確に何をどういうふう

にして、そのために幾ら使っていくんだというところをもっとしっかりやっていかないと、

一般財源で入れるのかどうかなというふうになってしまいますので、その辺のところをし

っかり説明できるようにしていただければと思います。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 ありがとうございます。 

 そうしましたら、皆さんの市民判定人の方の結果も取りまとめられておりますので、私

のほうから発表させていただきます。全体で今28名の方がいらっしゃいます。不要とお

考えの方はいらっしゃいません。ゼロです。ゼロベースで見直しの方がお２人。実施主体

の見直しの方がお一方。要改善の方が14。現行どおり・拡充の方が１です。 

 繰り返します。不要の方がゼロ、ゼロベースで見直しの方が２、実施主体の見直しの方

が１、要改善の方が14、現行どおり・拡充の方が１ということで、市民判定人の皆さん

方の評価は要改善という判定となっております。 
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 どなたかちょっと御意見ありましたらお願いできればと思いますが、いかがでしょうか。 

○市民判定人 

 質問ができないので、一応私の思ったことを言わせていただきます。 

 地元産がなぜ40％かという理由がちょっと知りたかったのと、それから流通システム

がはっきりしない。地元産の流通システムはＪＡから入れてるのか直接入れてるのか、ち

ょっとそれもわからなかったので、それによって随分価格とかも違うし、安全性の部分、

私の地区のほとんどの野菜は家でつくってるんですが、やっぱり安全性というのは放射能

ももちろん、私も娘が東京方面に住んでますので、とても興味があって、私も自分ではか

ったりしてるんですが、食物についてははかりませんが、土でもこちらでも随分原発の影

響が出てる土を売ってたりするんですね。だから、原発の安全性だけじゃなくて、農薬と

かその他の安全性も、私の孫の時代になりますが、そういうことも考えていただきたいな

と思ってちょっと言わせていただきました。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 ありがとうございます。 

 すべてお答えいただくわけにはいかないですけども、仕入れ先というのは今、基本的に

は１カ所にお任せしているんでしょうか。それとも、それを分けるということを皆さんの

人件費の中でお考えになってやられているのか、ちょっとその辺についてお答えいただけ

ますか。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 登録業者がありまして、そこから入札で決めるというスタイルですので、農家から直接

買うということはないです。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 そのときには、産地品目指定みたいなことはされておられるということなんですか。 

○担当課（杉浦邦彦）  

 もちろんそうです。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 わかりました。 

 あと、ちょっと皆さんの御意見も御紹介します。 

 全体議論の中でもございましたけれども、やっぱり目標の部分が非常にやっぱりわかり

にくい。何を追い求めるために税金投入をされていて、特に    のほうなんですけれ

ども、皆さんが何を目標にされているのかというのは、この議論でやっぱり市の側からき

ちんと説明がなかったと、ということは日ごろの事業として目標を定めてされておられな

いんじゃないかということを     とお考えの方が多かったです。 

 あと、必ずしも公的なところがやるから安心だというわけではないみたいなので、そう

いった点、民間でも逆に十分な対応ができるということであれば、中身の問題ですね、何

をしてますかというところをきちっ市の側が言っていただく、あるいはそれができてない

とすれば主体を変える選択肢もあるんじゃないかということを御意見として伺っておりま



－20－ 

す。 

 そうしましたら、時間もかなり押していることもありますので、１つ目の事業につきま

してはこれで終わりにしまして、要改善という結果です。大変お疲れさまでした。 

○担当課（杉浦邦彦） 

 資料のほう、回収させていただきます、すみません。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 では、引き続きもう一つ説明させていただいた上で休憩をちょっととりたいと思います。 

 担当課の方が終わられたら支度をしたいと思います。 

 そうしましたら、２つ目の事業に入ります。 

 皆さん、大体聞いていらっしゃっておわかりだと思いますけれども、ああいう中身でち

ゃんときちっと事業をやっているかどうか、皆さんの税金を使ってやっているかどうかと

いうところをポイントに会議をしていきたいと思っています。 

 ただ、かなり１回目、正直、丁寧にやりました。何回も同じ質問を繰り返しましたけど

も、２回目以降は、場合によっては非常にお答えが抽象的で、例えばうまく答えられなか

った場合に、これ以上聞いても同じことの繰り返しだなと思った場合には、そこから先に

次の議論をさせていただきます。ですから逆に、要するにそこがわかってないんだな、あ

るいはこれぐらいしか説明ができないんだなというところも含めて、皆さんもちょっと御

判断をいただくことが出てくるかもしれませんので、少しスピードも早目にやっておりま

すので、よろしくお願いします。 

 

（事業番号８－１（事業番号８－１（事業番号８－１（事業番号８－１    小学校情報化推進事業、８－２小学校情報化推進事業、８－２小学校情報化推進事業、８－２小学校情報化推進事業、８－２    中学校情報化推進事業）中学校情報化推進事業）中学校情報化推進事業）中学校情報化推進事業）    

 それでは、２つ目の事業です。 

 事業の中身としては２つシートが分かれています。ページでいきますと51ページ、次

のもう一つのものが55ページということで、小学校の情報化推進事業、中学校の情報化

推進事業、２つの事業を一緒にさせていただきます。 

 それでは、担当課のほうから説明お願いします。 

○担当課（加藤 勉） 

 それでは、小学校情報化推進事業、そして中学校情報化推進事業について説明させてい

ただきます。私、教育委員会総務課の加藤と申します。よろしくお願いいたします。 

 では、まず最初に小学校、中学校ひっくるめて事業のほうを説明させていただきます。 

 国は平成12年度に策定したe-Japan戦略、17年度に策定したＩＴ新改革戦略の中で教

育の情報化推進に関して指針を示し、達成目標を設定しました。 

 そして、本事業ではそれを受けて小中学校のハード面での情報化推進に取り組んできま

した。具体的には、小中学校のコンピューター教室に教員用パソコン１台、児童生徒用パ

ソコン40台とプリンター等の周辺機器を設置しましたほか、校内ＬＡＮの整備、それか

ら超高速インターネットへの接続も全小中学校において実施済みでございます。 

 また、教員の校務用のパソコンにつきましても全教員に対して配布を完了しております。
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こういったことを経まして、現在では整備済みである設備ですとか人を、教員や児童生徒

が使用できるように維持管理することが事業の中心となってきております。 

 この事業の目的でございますが、教員や児童生徒が学習に情報機器を活用できるように

するため、また、教員が校務に情報機器を活用できるようにするため、施設設備などハー

ド面を整備し、また維持管理をすることでございます。 

 実施の方法としましては、直接実施と業務委託で成り立っております。 

 事業の内容でございますが、インターネットへの接続、コンピューター機器等の保守管

理の実施、コンピューター機器等の故障の修理、一定の使用年数を経たコンピューター機

器等の更新を行うほか、学校での情報機器の使用の状況、また使用者の増加等に応じた機

器の増設などを行うハード面での維持管理でございます。 

 事業費につきましては、23年度決算額で小学校8,151万 9,000円、中学校で1,247万

4,000円で、年度によって金額に大きな開きがございます。これは、情報機器の購入の多

い少ないですとか公費があったかなかったかによるものでございます。 

 特に24年度の予算については、小学校ですね、数字が大きくなっておりますが、これ

は小学校４校のコンピューター教室用の機器の更新ですとかソフトの購入に加えまして、

教員用の校務パソコンですね、それを540台余り、あと職員室用のサーバーについても更

新を予定しておるため金額が大きくなっております。 

 23年度の事業費の内訳はごらんのとおりでございます。備品購入費の金額が大きいで

すが、この内容につきましては小学校４校のコンピューター教室用機器の更新経費が

3,780万円とソフトの購入等が1,365万円という内容になっております。 

 活動実績につきましては、情報機器の保守管理委託等それぞれ全小中学校において実施

しましたほか、情報機器の増設、更新につきましては小学校では21校のうち16校、中学

校では８校のうち３校について実施いたしました。 

 単位コストにつきましては、小学校、中学校おのおのの総事業費を学校数で分かち、１

校当たりのコストを算出しております。学校数には変化がありませんで、総事業費の増減

に応じて単位コストも変動しております。したがいまして、大規模な機器の更新や設備の

工事があった場合にはコストが上昇しております。 

 成果目標につきましては、インターネット接続や機器の保守管理委託、修繕のような経

常的なものにつきましては目標になじみませんので、機器の更新ですとか増設が契約どお

りに実施できることを成果目標としておりまして、成果指標につきましても機器の増設、

更新をした学校の数を指標として設定をしております。 

 事業に対する自己評価でございますが、現時点で整備済みの施設設備については、教員

や児童生徒が活用できるように維持できるという視点、また、更新増設が必要な機器につ

いて適切に更新増設をすることについて、適応と考えております。 

 また、今後の機器の整備でございますが、国が掲げている整備目標のうち、教育用のコ

ンピューターの数につきましてまだ達成ができていないという状況でございます。国の目

標は児童生徒3.6人に１台の割合でコンピューターを整備するという、こういう目標を出
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しておりますけども、本市の場合、平成24年３月31日現在では小学校で11.6人に１台、

中学校では14.8人に１台という状況でございます。 

 これにつきましては、まだ現時点では具体的な整備計画はございませんが、今後、学校

ですとか学校教育部門の意見も含めながら、コンピューターの使用ソフトにつながります

ほかの機器の整備ですとか、あとコンピューター自身の進化の状況等を勘案しつつ効果的

な整備を進めまして、最終的には国の目標数値に近づけるようにしていきたいと考えてお

ります。 

 以上です。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 ありがとうございました。 

 では、まず、事実関係の数字の確認からさせていただければと思います。 

 これ、今、割と全体まとめてという御説明、小中ともという理解でよろしいですよね。 

 では、２つとも内容的には同じような切り口かと思いますので、一緒にやっていきたい

と思います。 

 では、御質問等ございますか。 

○仕分け人（永戸力） 

 根本的なところを１つお聞きしたいんですけれども、ただいまの御説明だとハード面の

コンピューターを買うとか維持管理するということは随分と強調されておられましたが、

目標、目的ですね、その事業の目的に書かれているのはそうではないですね。表に目的、

何をどうしたいのかというところにありますけれども、教員とか児童がちゃんと活用でき

るというのが目的になっているところですね。と、そのハードの整備、維持管理すること

が自動的に教員とか児童がそれを活用できるというところに自動的につながっていくとい

うことの根拠はどうだというふうにお考えですか。 

○担当課（加藤 勉） 

 今、御質問にありましたように、教員、児童が情報機器を活用できるようになるために

は、ハードの面とあと実際それを使えるように指導するという、そういった面と両面が必

要になるかと思います。 

 私どものこの事業につきましては、そこの部分のハード面を整備させていただいて、そ

れを使って先生方に指導していただいて、子供たちが機器を使えるようにしていく、です

ので、これだけですべて完結しているというわけではなくて、これはそのうちの一部とい

う、そういうふうに考えております。 

○仕分け人（永戸力） 

 この目的は違うのだということですかね。ここに書いてある事業の目的は。 

○担当課（加藤 勉） 

 最終的な目的はここに書いてありますように、教員ですとか児童が情報機器を活用でき

るようになるということです。 

○コーディネーター（小村雄大） 
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 そこについては、ほかのところもやっていますという、関連事業とかほかで、あるいは    

でもいいですがやっていますということですか。 

○担当課（加藤 勉） 

 実際に子供たちの学校での指導については先生方がやっているということです。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 だけど、ＩＴなんて目的じゃないですよね。手段なので。最終的に、じゃ、何がどう変

わりますかというものとの教育効果とセットじゃないと、それがうまくいっていないのに

本ばかり買ってもしようがないし、そこは連携をとってらっしゃらないとは考えたくもな

いんですけども、そこについての御説明はできないということですかね。 

○担当課（加藤 勉） 

 実際、機器を学校で活用してコンピューター教室ですね、そこの機器を活用して子供た

ちがコンピューターを使えるようになるような指導をしたり、それから子供たちがいろい

ろな情報の中でコンピューターを使ってインターネットから自分で判断して情報を…… 

○コーディネーター（小村雄大） 

 わかりました。一般的にＩＴを推進すればということだと思いますけども、「『子供た

ちが変わる』『授業が変わる』『学校が変わる』という状況を目指し」ということがその

事業の背景に書いてあるわけですけれども、安城市さんとすれば、じゃ、具体的に授業を

どう変えるという具体的な目標はありますか。学校をどう変えるという目標はありますか。

それはＩＴ化になった世界に羽ばたく子供たちをたくさん送り出したいですとか、そうい

う抽象的な目標ではなくて、事業を具体的に、じゃ、どう変えますかという目標があって

11.6台を11.6人に１台の目標を3.6人に１台まで持っていきたいということを整理目標

として、皆さんが施設購入課としてそういうことをされておられるかということをお聞き

したいんです。 

 逆に言いますと、今、皆さん11.6人に１台ということは、事業でいえば大体これ8.6％

ぐらいなんです。だから、全体の事業の中でもし８％、10分の１ぐらいもしコンピュー

ターを使っていれば、それで多分賄えるはずだし、3.6人に１台というと、これ逆算する

と27％ぐらいですね。４つ授業があったら１個かならずコンピューターを使いますとい

う、それぐらいの使用頻度なわけです。ですから、もちろん皆さん、安城市さんとして最

後11.6台をさらにふやしていって3.6人に１台まで、今、実質的な整備計画はないけど持

っていくんだということがあれば、それは教育内容というのはどういうものを目指してい

るんですということがあってしかるべきじゃないかと思いますけども、そこについての御

説明というのをいただくことはできますか。 

○担当課（加藤勉） 

 ちょっと１つ、今のお話の関連ですけども、この11.6人に１台、3.6人に１台というの

がコンピューターの数が生徒何人について１台あるかという、数の上での数値でして、使

用頻度、授業とかで使える方の使用頻度がどれだけかと、そういう数値では…… 

○コーディネーター（小村雄大） 
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 私が申し上げたのは、使用頻度が100％だったときにそうだということです。ですから、

使用頻度が下がればもっと緩慢な使用密度になるわけですね。だけど、逆に言うとお金は

100％出ているわけですから、最高に使ってもそれだけだということですので、もちろん

それ以下であれば、じゃ、なぜもっと、それだけのコストをかけて効果が上がるのかとい

う御説明をいただかなきゃいけないんです。 

○仕分け人（露木幹也） 

 今、国のほうの方針として3.6人に１台という方針が出ていて、行く行くはそこに向か

ってやっていきたいんですという御説明だったんですけども、この3.6人に１台必要な国

の方針が出ているというのは、それの内容というのはどういうふうに評価されていますか。

なぜ3.6人に１台必要かというのは当然国のほうが内容が出てますので、多分それ、市民

の方はどうして3.6人に１台なのというのはわからないと思うので、そこのところはちょ

っと説明、国はこういう方針のもと3.6人に１台ということで出ているというのをちょっ

と説明していただけますか。 

○担当課（加藤勉） 

 国は、学校のあらゆる場面で教員、子供がコンピューターを使ってインターネット等を

使うことができるようにということで、その3.6人に１台といいますのは、まずコンピュ

ーター教室が各学校に１つずつあるんですが、そこで先生用のパソコン２台と子供用40

台、それから各普通の教室、普通教室には各２台ずつ、先生用１台と児童生徒１台、それ

から特別教室というのは音楽室ですとか図書室ですとかそういう部屋があるんですけども、

そこが学校１つ当たりで６台、さらに特定の場所に設置するのではなくて移動して使える

ような、教室を移動して使えるような移動用のパソコンとして40台を１校、そういった

ものを整備すれば児童生徒3.6人に１台のパソコンになるという、そういう計算をされて

います。 

○仕分け人（露木幹也） 

 その計算方法はわかりました。じゃ、それがどういう教育の中でそれはどういうふうに

活かしていくのか、こういうふうな情報教育をしていく必要があるからこれだけ必要です

という、当然それがあると思うんですね。その全体のところを聞きたいんです。その数の

計算の根拠を聞きたいんではなくて。 

○担当課（加藤勉） 

 教育に活用していくことにつきましては、内容としてまずは情報活用能力を高める、先

ほど少し申し上げましたけれども、１年生の子供にとってはまずは電源を入れて立ち上げ

て切ったりマウスを使って動かしたり、そういったことから、また、３年生ぐらいの子供

さんでしたらローマ字を学びますので、ローマ字入力を通常にできるようにする、そうい

ったことでコンピューターの使い方をまずは身につけていただいて、その上で、先ほど申

しましたように情報の中から自分が判断して情報を引っ張ってきて、それを処理してつく

りかえてとかそういったことをして発表できるような、そういったような力を育てていく

ということで、実際、コンピューター教室でもそういった方向に向けたカリキュラムをや
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っておるということでございます。 

○仕分け人（露木幹也） 

 今言ったようなことをやるためには、それだけの台数が必要だという国の方向性が出て

くると、それに対して安城市さんの教育委員会としてはそれを、その数字をどのように評

価しているんですかね。実際に安城市としての、国が出した方針がこれは正しいんだと、

そのとおりにやるのが一番ベストだというふうに考えていらっしゃるのか、もっとやるべ

きだと考えているのか、そんなにやらなくたって情報教育がきちっとできるんだというふ

うに考えているか、その辺はどのように評価されていますか。 

○担当課（加藤勉） 

 まずは、コンピューター教室についてですね、そこに児童生徒が一堂に集まって一緒に

使うという、そういう意味では必要なものというふうに考えております。あと、教室ごと

のパソコンについては、どちらかといえば授業の中ですね、先生がパソコンを使って教室

で例えば理科の授業でしたら雲の動きを見せて、じかにこんなふうに西から東に動くんで

すよとかそういった理解を深めるような使い方ができますし、あと、生徒のほうについて

も授業の中で、人の      違うんですけども、    調べてみて発表するとか、

そういった常に身の回りにコンピューターがあって、使いたいときに使えるという、そう

いう環境がやはり今の時代、必要であるとは思っておりますので、最終的には、そちらの

ほうにやろうとは思っておりますが、ただ、現時点ではなかなか全部の教室にすべても使

い切れる部分があるかという点もあるかと思いますが、そこら辺、教室でパソコンを使う

上で必要なプロジェクターですとかそういったほかの機器の整備とか、あと教室で使う場

合、普通のノートパソコンよりも例えばタブレットのようにそこを指で押さえるとかペン

で字を書いたりとか、そういったもののほうが使う場合には効果的であるとかそういうこ

ともありますので、そういったことも勘案しながら最終的には国の目標に近づけていきた

いというのが      

○コーディネーター（小村雄大） 

 教育の現場でのお考えとすれば、今のご回答で御判断いただければと思います。 

 もう一つちょっとお聞きしたいのは、教員用のコンピューターもこれ対象になっている

わけですよね。これは、教員の方というのは小学校で560名ぐらい、中学校で300名ぐら

いという理解でいいですか。 

○担当課（加藤 勉） 

 そうですね。 

○仕分け人（小村雄大） 

 それでよろしいですよね。大体小学校でいうと１万人ぐらいの生徒さんがいらっしゃる

ので、このお金で対応されているパソコンの台数というのは1,000台ぐらいが生徒さん用

で500台ぐらいが教員用という理解でよろしいわけですよね。３分の１ぐらいの事業費と

いうのは教職員の方が１人１台持つための事業として使われているという、ざっとした理

解でよろしいわけですか。 
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○担当課（加藤 勉） 

 コンピューター教室の場合、パソコン以外の周辺機器もたくさん…… 

○コーディネーター（小村雄大） 

 もちろんそうです。逆に言いますと、じゃ、普通の企業でもし従業員全員の方にＩＴ投

資を多分されるとすれば、それに見合った最終的なコストというのはトータルでは多分減

になる必要があると思います。事務作業が効率化されるとか、そういう関係からいいます

と、例えば教職員の方全体の定数が少なくなったとか、事務雇い入れの方の数が減ったと

か、そういう、16年以降全教員にコンピューターを配置した効果というのはどういうふ

うに皆さんとして測定をされていて、検証されておられますか。 

○担当課（加藤 勉） 

 ちょっとまず最近の話になって恐縮なんですけども、23年度、24年度で先生方のパソ

コンに校務支援ソフトというものを導入しまして、代表的なものは通知表を、皆さんがも

らってみえたころも先生が一生懸命手で書いた通知表をもらってみえたと思うんですけれ

ども、そういったソフトを導入いたしまして、それをコンピューターで入力してプリント

アウトする、それによって先生方の通知表作成にかかる時間が…… 

○コーディネーター（小村雄大） 

 そうなると大幅に減りましたと。そうすると恐らく今まで定員がたくさんいたのが少な

くなるとか、より多くのことができるとか、質が上がる、一番最初に考えるのはコストを

ダウンするという考え方なんですけども、そういったところをきちっと測定されておられ

ますかね。ここで、役人の方がコンピューター化して、随分仕事が簡単になったんですよ

というと、教職員の方はもしかしたら楽になったかもしれないけども、税負担の方とすれ

ばそれだけじゃだめですよね。そこについての効果というのは把握されておられますか。 

○担当課（加藤 勉） 

 抽象的な説明になってしまうんですけども、そこにかかる時間が減る分、教育というの

は実際、先生と子供たちの触れ合いも大切なものですから、そこでの時間に関して、逆に

子供たちと向き合う時間がふえると、向き合える、そういったことになっていくのではな

いかと思います。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 安城の教育というのはそういう意味で、16年以降のこのコンピューター投資も含めた

中でプラスの面として、そういういい教育というふうに評価をされているという実情とか

データみたいなものってありますか。 

○担当課（加藤 勉） 

 データはございません。 

○仕分け人（露木幹也） 

 現状では、まだ3.6人に１台という目標には難しいというような先ほど説明がございま

したけれども、今の整備を続けていっていくと、いつになったら3.6人に１台というもの

が達成できるとお考えですか。多分それ、計画過程にないので、大ざっぱでいいです。大
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体こんな感じでいけば、今大体の状況でふやしていくと何年かかるかといったこと、大ざ

っぱで結構ですので。 

○担当課（加藤 勉） 

 実を申しますと、教室のパソコンについては新規にそれを購入するということはまだや

っておりませんで、今、学校で６台から９台、規模によって違いますけども、一応教室で

使ってくださいといってパソコンは配布してありますけども、それは、以前に先生方のパ

ソコンが古くなって更新されたときのお古ですね、それを配布して使っていただいておる

という状況です。なので、新たに購入してふやしていくということについては、まだ現時

点ではこんな感じでということはまだないと。 

○仕分け人（露木幹也） 

 ということになりますと、3.6人に１台が行く行くは必要だと考えているんですが、今

は11.6人に１台で、これが現状ふえていないと、ふやす予定もないと、そういうことで

すね。 

○担当課（加藤 勉） 

 明確な予定としてはないです。 

○仕分け人（露木幹也） 

 この辺のところの必要性が、これは行政ですから、当然その優先順位というものがあっ

て、その中で考えていかないといけないんですが、安城市さんとしては、その辺の部分に

ついては優先度はそんなに高くないという判断をして、現状を維持していくことでとりあ

えずはいいんだという考え方でいるということなんでしょうか。当然、お金に余裕があれ

ば増やしていけるんでしょうけども、現状ではしようがないということでしょうか。 

○担当課（加藤 勉） 

 ハード面だけで考えれば、今おっしゃったようにお金の余裕があるんであればハード先

行投資ともあるとは思うんですけども、最初にも申し上げましたようにハードとソフトで

一体でなく、せっかくハードが先行しても、それが追いつかなくなってしまってはいけな

いということもございますので、そこら辺の抽象的になってしまいますけども、状況を見

つつ…… 

○仕分け人（露木幹也） 

 今、安城市さんでは情報化教育の計画、プランというものが多分ないんだろうと思いま

すね。そういうことがあれば、現実的にこういうふうに入れていって、ソフトの部分はこ

ういうふうに変えていくんだと、ソフトというのは教育の部分で、そういうものがあるん

だろうと思うんですけども、ただそれがないから現状を維持していくという感じが今受け

たんですが、そういうプラン当然ないですよね。 

○担当課（加藤 勉） 

 現時点では、今あるものをふやしていくことについてのプランはありません。今あるプ

ランとしては、既にあるものを何年で更新していくか、そういった維持管理的な部分で、

あるいは何年先でそういったものが…… 



－28－ 

○コーディネーター（小村雄大） 

 ここまで目的と効果、計画みたいなものをちょっとお聞きしました。 

 次、もう少し庶務的な調達の部分だということなので、実際、安く、じゃ、調達する工

夫というのは実際されているのかどうかというところを、少しちょっと時間とりたいと思

います。 

 先ほど、実際、終わったお古を使っているんだということをちょっと言われましたけど

も、例えば５年の耐用期間のもので７年、８年使えるんであれば、もともとその耐用年数

の見直しをかけて、あるいはリースで対応するとすればリース期間の見直しをかけて、１

年当たりのコストを下げていくという交渉をされる、そういうことをすべきでしょうし、

あと、仕様にしても一定の基準、やっぱり経験を積んでくれば、どれぐらいの規模、どう

いうスペックのパソコンを購入する、あるいはリースする、そういったほうが安いという、

そういう経験則が出てくると思うんですけども、そういった部分についての取り組みとい

うのはされていれば少し教えてください。これ、ちなみにリース基本ですか。 

○担当課（加藤 勉） 

 買い取りでございます。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 買い取り基本ですか。買い取り基本で一定の期間がたったらということで先ほど言われ

ました、一定の期間、償却は基本何年にされておられますか。 

○担当課（加藤 勉） 

 コンピューター教室の機器につきましては７年、それから先生方の購入につきましては

６年。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 その際の故障のときの修理費とか保守管理費用みたいなものを、例えば保守つきリース

と比較をしたり、そういうことをされたことはありますか。 

○担当課（加藤 勉） 

 最近ではございません。 

○仕分け人（山下眞志） 

 ちょっと今、コストの話が出たので、ちょっとついでに聞きたいんですけども、事業費

の中の使用料ということで学校間ネットワーク用通信サービス使用料というのがあるんで

すけども、これって専用回線なんですか。 

○担当課（加藤 勉） 

 これについては、校内を学校間ネットワークを形成する形をとっておりますので、専用

回線でやっております。 

○仕分け人（山下眞志） 

 そうなりますと、今のコスト見直しというのもあると思うんですけども、今、ＶＰＭと

いう方法もあって、公衆回線をあたかも専用回線のように使うというのが一般的なんです

ね。そういうところも含めて、もう少し見直しを全体的にされたらどうかなと思ってるん
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ですね。そういうところとか、あと、中身はちょっとわからないんですが、その上の委託

料でコンピューター等の保守管理で結構なお金払われてるんですけども、中身はこれどう

いうことをされてるんでしょうかね。 

○担当課（加藤 勉） 

 保守管理の委託の中身でございますけども、中身としましては管理業務ということで、

例えばＩＰアドレスの付与ですとか管理、校内ネットワークに関する設定管理、セキュリ

ティの設定管理、そういったものですとか、あと保守業務としましては月１回の定期メン

テナンスとしてサーバーのディスク容量ですとかネットワークの監視、アプリケーション

ソフトの動作確認、そういったことをやってもらっています。 

 あと、機器等に障害が発生したときには速やかに対応するという緊急保守業務、あとは

実際に機器とかソフトを使う上でよくわからんよと、先生方そういったときに行っていた

だいて、そういったものの支援をいただく、そういった内容でございます。 

○仕分け人（山下眞志） 

 さっきの話で安城市11.5人に１台ということで、使用率を100％としても大体10回に

１回ぐらいの使用率じゃないかというようなお話だったと思うんですけども、そういった

場合にこれ、何人の人が１年365日のうちのどれだけ張りついているのか。結局これ、人

件費がほとんどだと思うんですよね。ですので、その辺のもう少し細かい、何人の人がこ

ういう作業で何時間使ってますよというところをもう少し示していただくと、この中身が

よくわかって、ああ、なるほどなという話になると思うんですけども、その辺のところは

もう少し何かあるんでしょうか。 

○担当課（加藤 勉） 

 そこまでの細かいものは…… 

○コーディネーター（小村雄大） 

 ちなみに、この委託先というのは随意契約なんですかね。 

○担当課（加藤 勉） 

 条件つき一般競争入札。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 それはかなり応札者が多く競争になっている。 

○担当課（加藤 勉） 

 いや、少ない。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 ちょっと、では調べておいてもらって…… 

 小笠原さん。 

○仕分け人（小笠原豊子） 

 すみません、今の委託料の関係で、随意契約、かなり長期的な契約をなさっているんで

すけども、そういうところで、市民としては「大丈夫かな」と懸念がありますけども、大

丈夫でしょうかということと、あともう１点は今後の課題としまして、学校での情報機器
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活用事例を調査してというふうにうたってみえますけども、それはどの程度おやりになり

たいか、また、それは実施はどのくらいからということを教えてください。 

○担当課（加藤 勉） 

 まず、契約の期間でございますけども、長期継続契約ということで今の委託については

３年間の契約をしております。これにつきましては、期間長いのをやったほうがコスト的

には下がるであろうというスケールメリットでやっておるということでございます。それ

から、各学校の利用の状況でございますけども、これにつきましては年度初めに前年具体

的に教室等で、どのようにコンピューターを活用したかというのの報告をしていただいて

おりまして、ほかの学校へ参考になることもあるでしょうから、それをまた学校全体にフ

ィードバックするということで少しでも使っていただけるようにするということでござい

ます。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 各１台当たりの稼働率というのはおわかりになっていることなんですかね。どれぐらい

使ってらっしゃったというのは、１日のうちに１台のパソコンがどれぐらい使われてます

よという数字はお持ちですか。というか、今のお話だとそれがわかってると思うんですけ

ど、そういうことですよね。 

○担当課（加藤 勉） 

 一応、コンピューター教室、それから教室でのパソコンを年間で何時限使ったかという

ことについては、報告はいただいております。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 それは１台ぐらいに直すとどれぐらいの稼働率なんですかね。 

○担当課（加藤 勉） 

 １台当たりというふうでは出してないんですが…… 

○コーディネーター（小村雄大） 

 いや、だからそこが例えば何台目標にするという話になると、稼働率とセットの話で、

御関心事項じゃないかと思うんですけども、そこはどれぐらいって、じゃ、わからず、ざ

っと例えば３割ぐらいしか使ってないですということなのか、いやもう９割ぐらい使って

いるんですよということには、何回言っても、先ほどの11.何台、次にどういうふうにや

っていくかという、この事業に対する重みづけが随分違いますよね。 

○担当課（加藤 勉） 

 稼働率という形については、コンピューター教室については稼働率というのは、はじい

ておりますけども、各教室の分については、はじいておりません。コンピューター教室に

ついては、参考に申し上げますと小学校で23年度稼働率は15.5％です。中学校は29.4％

です。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 わかりました。 

 あと、お金の話ですけども、ちょっとあわせて、学校ごとに総事業費を割り戻してらっ
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しゃいますけども、例えば機種ごとに１台当たり幾らとか、そういう把握のされ方という

のはされてますか。それは、例えば１台当たり保守メンテナンス入れて幾らぐらい１年か

かっていて、少なくとも皆さんのライバルは、もし他の業種がなければ、去年の皆さんな

んですよ。そうすると去年よりも、より安い単価で同じ仕事をしようとか思っていただく

というのはすごく重要なことなんですけども、そのときに多分学校当たり総事業費といっ

たらよくわからないんですね。１台当たり、去年例えば５万6,000円かかっていたから何

とかことし５万2,000円ぐらいにしようとか、そういう行動原理がわかりやすくて、その

ために担当者が調達先を工夫する、あるいは工数とか、要らない保守メンテナンスの契約

条項を削除するとか、そういうことを取り組みになられるのがいいんじゃないかと思いま

すけども、そういう１台当たりのコストとか基調に至る数字の指標は把握しておられます

か。 

○担当課（加藤 勉） 

 それは把握しておりません。 

○仕分け人（財前かのこ） 

 保守管理の話があったんですが、コストの関係で機器の購入についてなんですけれども、

具体的にこのコンピューターを幾らでこの業者から買うというのはどういうふうに決めて

らっしゃいますか。競争入札なのか、何なのかという話なんですが。 

○担当課（加藤 勉） 

 コンピューター機器の購入については、……条件つき一般競争入札で調達をしておりま

す。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 どのコンピューター、どういうコンピューターという標準の仕様というのはどういうふ

うに決められていますか。一番新しいのを買うんだとかというとすごく高くなるんですよ

ね、この話というのは。だから、皆さんとして教育上必要なものはこういう仕様ですよと

いうものをお決めになっていて、なるべくそういうものに合わせて仕様を組んでらっしゃ

るかどうかというところは、どういうふうにコンピューターの中身を決めて型番というか

どういうスペックというものを決めてらっしゃるかというのは基準をお持ちですか。 

○担当課（加藤 勉） 

 スペックに関しては、一応、市のコンピューターに関しては市の職員のコンピューター

を使っておるものですから、そのスペックに準じてという形でやっておりますけれども。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 じゃ、それについて一応基準はあるけれども、今ちょっとぱっと言うわけにはいかない

ということですね。 

 皆さん、ちょっとお書きになりながらでよろしいです。 

○仕分け人（露木幹也） 

 今、コストの関係で先ほど小村さんのほうからありましたけども、今、主流はリースな

んじゃないかなと私は思うんですね。多分、役所とかそういう公的な施設というのは、機
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器というのはどんどん進化していきますし、そういう意味ではリースというのが今主流だ

とおもうんですよ。例えばリースだとメンテナンス込みのリースとかというのは、かなり

コストが抑えられるんじゃないかなと思うんですが、そういうコスト比較というのはされ

てますか。 

○担当課（加藤 勉） 

 最近ではしておりません。 

○仕分け人（露木幹也） 

 ぜひ、それはやられて、買うのはちょっと、この今の……例えば買うとなると、先ほど

予算、決算もありましたように、年度ごとに非常にばらつきが出るので、予算配分が難し

いと思うんですが、リースにすることによる平準化を図ることができるし、そういう意味

で予算が組みやすいんじゃないかなと、ちょっとその辺の検討は必要かなというふうに思

います。 

○仕分け人（永戸力） 

 細かい指標の話ですね、先ほども少し言及があったようですが、事業実績の単位当たり

コストのその学校単位として、これ平成21年度から平成23年度までかなり数値として上

下が激しいといって、ここから安城市で税金を納めておられる方々はこれを見て何を読み

取れるかと、税金を納めておられる方々にとってこの指標、この単位コストの数字という

のはどのような意味があるんでしょうか。普通に考えれば小村さんおっしゃったように１

台当たりというのが普通は単位コストの情報として意味あるものだということになるんで

しょうけども、あえてそうではなくて学校単位でこれだけ年によって上下するような数字

をお出しになったこと、あえてお出しになったことの市としての考え方というか、どうい

う情報を納税者に提供なさったおつもりなのかということについてお聞きしたいんですけ

ども。 

○担当課（加藤 勉） 

 年次によって整備の内容が違うから１校当たりの金額も変わりますよと…… 

○仕分け人（永戸力） 

 となると、これだと単純に３倍ぐらいの差がある、ある学校はすごく安くできていて、

ある学校はすごくかかったという情報を提供したいということになるんですかね。１校当

たり約135万円で済んだところもあれば、400万円近くかかっている学校もあるよという

ふうに読めてしまうんですけれども、それの理解でいいですか。 

○担当課（加藤 勉） 

 学校としては全体なので、どこか特定の学校がということにはならないかと思うのです

が…… 

○仕分け人（永戸力） 

 全体としてということですか。 

○担当課（加藤 勉） 

 総事業費を学校数で割り戻していますので、どの学校がということよりは年度ごとでど
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うかということ…… 

○仕分け人（永戸力） 

 ３倍も違ってくるんですかね、年によって。 

○担当課（加藤 勉） 

 そうですね、はい。 

○仕分け人（露木幹也） 

 だから、これちょっと今のコストの指標の話、数字の出し方はちょっとまずかったのか

なということだと思います。多分その年度ごとで比較を見るならば、総計を見ればわかる

ことだし、ちょっとその先ほど小村さんが言ったように、じゃ、何をベースに考えていく

のかということはもう一度ちょっと考えて今後出していくときにはこういう形では余り意

味がないので考えていただきたいなということだと思います。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 それでは、市民判定人の皆さん、そろそろシートのほうの提出をお願いします。今まで

目標とか計画の部分と、あとその効果という意味での教職員の方のパソコン、あと教育現

場でのパソコンのお話、あと調達の話ということで、より安く調達していくにはどういう

ふうにやっていくか手法のお話、あと目標数値の立て方というような議論をここまでして

きたわけですが、その中で御判断いただければと思います。 

 なかなか難しいというか、皆さん方がやっぱり、どうなんですかね、ＩＴのスペシャリ

ストの方というのが職員の方でいらっしゃるんですか。何を言っているかというと、なか

なか公務員の方がすべて最後まで見積もりをチェックされるというのはすごく厳しいです

よね。先ほどのリースのようなお話もあるんですけども、なるべくそういうチェックを市

場の競争に任せてしまって、極力皆さんはそれを管理していくだけにしないと、なかなか

競争が起こらないところで単価の適正といったときに、皆さんがＩＴのスペシャリストに

なってすべての   とか品目とか値段とかをチェックするというのはすごくやっぱり大

変なことだと思うんですよ。ですから、ＩＴの調達方法も多分非常にリースなんかに一律

寄せながらリース業者との関係で比較的どの事業者にやっていく、交渉も民間でやってい

くという形に動いている中では、割とより普通の契約手法に移して競争の中でやられるほ

うが皆さんとしてもやっぱりしんどくないのかなという気がちょっとしたものですから。

今、専門のチェックの方とかそういう方っていらっしゃいますか。値上がりとか単価とか

をことさらＩＴ部門については、安城市さんだったらこの人がトータル的に全部見るとい

う方はいらっしゃいますか。 

○担当課（加藤 勉） 

 市の中には情報システムという部署がありますけども、どの程度細かいところまでを知

っていて判断できるのかというのはちょっと私はわからない。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 逆に、皆さんの部署が調達をされる場合でもそういう部署の方が最終的にはチェックを

一回入れていただくという形のシステムを市の中ではとられているという理解でよろしい
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ですか、そこは。 

○担当課（加藤 勉） 

 書類は、そこのほうにも回しています。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 そこにも回すということですね。ここはなかなか本当に中でも難しい話で、専門の方を

置いていらっしゃるとか、場合によっては一回外部に照合調査みたいな形で外注するとこ

ろとかも出てきまして、なかなか公務員の方が全部専門的にＩＴのことを全部教育で自分

たちが知っていなければいかんのだという部分があるものですから、いろんな場面で工夫

されていると思います。 

 それでは、大体シートのほうお書きいただいていますか。回収済んでいれば、こちらの

テーブルのほうの決をとりたいと思います。 

 それでは、２つ目の事業、事業としては２つございます。 

 事業番号８の１の小学校情報化推進事業と８の２の中学校情報化推進事業、１つのシー

トで御判断をいただきます。 

 この事業について不要と思われる方。ゼロベースで見直しと思われる方。３番目の実施

主体の見直しとお考えの方。４番目の要改善と思われる方。四、五人ですね。 

 それでは永戸さん、ちょっとコメントお願いします。 

○仕分け人（永戸 力） 

 繰り返しなんですけども、やはり事業の性質とそれが目標にしているものがちょっとか

み合ってないなというのは感じました。教育を変えたいという大上段に振りかぶった、事

業の背景のところで説明がありながら、それをチェックするということを体系的には何も

なさっておられないというのは、これでは、ちょっと納税者の方々に説明つかない事態に

なるのではないかなと。 

 もう一つは数字の出し方ということで、どんな意味があるのかということがよくわから

ないような数字を出していらっしゃるのかなということ、これについては基本的な指標を

すべて出していただいて、市の考え方がちょっとないということであれば、市民の方々に

せめて基本的な指標についての数字は全部出していただくということをやっていただかな

いと、市としての考え方をまとめるということは、これから難しいのではないかなという

ことを感じました。 

 私からは以上です。 

○仕分け人（露木幹也） 

 コンピューターの整備というのは整備ありきではなくて、どういう教育をしていこうか

という中で、じゃ、どういうハードが必要かということだと思うんですね。ですから、や

っぱり情報化教育の計画なり方針、それは個別につくる必要はないかもしれないけど、教

育の中でそういうやっぱり方針とか計画というものがあって、そこで、じゃ、ハードがど

れだけ必要なのかということを見きわめて整備をしていくというのがやっぱり必要だと思

いますね。だから、ぜひそういう教育しているところ、生徒を管理しているんじゃなく、
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教育をしているところへどういう計画をつくる、つくる必要があるでしょうということは

投げかけていただいたほうがいいかなというふうに思いました。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 ありがとうございます。 

 そうしましたら、集計のほう、市民判定人の皆さんのほうを、今とりまとめております

ので私から紹介させていただきます。 

 全体で28名の方というのは変わりません。不要の方がゼロ、ゼロベースで見直しが１、

実施主体の見直しが３、要改善が13、現行どおり・拡充が１という結果です。 

 繰り返します。不要の方がゼロ、ゼロベースで見直しが１、実施主体の見直しが３、要

改善の方が13、現行どおりの方が１ということで、要改善の方の13というのが市民判定

人の方の御意見です。 

 内容については、ほぼ、今、永戸さんと露木さんがおっしゃったことに尽きていまして、

やはり教育現場での、やっぱり効果という部分についてどう考えるかという部分とＰＣの

整備というものを、やっぱりどう考えているのかというところの説明が明確ではないとい

うのと、皆さん、ＩＴ教育とかＩＴの環境整備というのが社会全体にとっては非常に重要

だということは共通の御理解ではありますけども、逆にその中で対応していくというとき

に、学校で学校教育というもので全部やってしまおうというのもいかがかということで、

恐らく実施主体の見直しの３人の方、書かれているというのは、そういう意味ではＩＴの

スペシャリストの方がやるという部分がもっと前面に出るべきということも考えられるん

じゃないかというような御意見も中には散見されています。 

 この事業について御意見おありの方いらっしゃいましたらお一方、あるいはお二方なり

ちょっといただきたいと思います。いらっしゃいませんか。よろしいですかね。 

 そうしましたら、実は国のほうでも、私、内閣府の刷新のほうでおりますけども、かな

り実はＩＴ関係、同じような話があります。ハードウエアとソフトの面とどうしていくん

だということがあるんですね。学校ＩＴ化事業については、やっぱりハード優先になった

場合には非常にやっぱり非効率という側面があって非常に出てきますので、国のほうでは    

を見ながらやっておりますので、やっぱり個々の教育現場の中で本当に効果が出るのかと

いうのは実は国からはよくわからない部分でぜひ自治体の皆さん自身がやっぱり、方針の

中で役に立っているのかどうなのか、国の措置がおかしいよということであれば逆に声を

上げていただくというのも１つの考え方じゃないかと、ぜひそのあたりもお願いしたいと

思います。 

 そうしましたら、２つ目の事業につきましては要改善ということで終わらせていただい

て、20分過ぎから、トイレ休憩挟みまして戻っていただいた段階で最後の事業、スター

トしたいと思います。そうですね、25分からということにさせていただきます。25分で

お戻りいただいて、最後の事業ということにいたします。どうもありがとうございました。 
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（事業番号９（事業番号９（事業番号９（事業番号９    教育センター施設管理事業）教育センター施設管理事業）教育センター施設管理事業）教育センター施設管理事業）     

○コーディネーター（小村雄大） 

 そうしましたら、３つ目、最後の事業になります。少し時間のほうは予定よりも押して

おりまして、申しわけございません。 

 ３つ目の事業は、教育センター施設管理事業ということになります。 

 議論の途中では市民判定人の皆さんの手元にも届く予定ですので、よろしくお願いいた

します。 

 それでは、３つ目の事業です。教育センター施設管理事業について、御説明をお願いし

ます。 

○担当課（神尾壽明） 

 失礼いたします。それでは、教育センターの施設管理事業の概要につきまして、事業シ

ートに従い学校教育課より説明をいたします。 

 まず、この事業の背景でございますが、教育センターの前身は昭和55年に新設された

桜町小学校の一角に開設された安城市教育研究所です。昭和60年代に入り、桜町小学校

の児童急増に伴う普通教室への転用が相次ぎ、教育研究所の本来の機能を十分発揮できな

い状況となっていました。折しも、生涯学習体系確率への機運の高まりと高度情報化の進

展に対する拠点施設としての構想が本格化し始める中で、平成元年の策定安城ハイプラン

の中で教育振興の施策の１つとして教育センター構想が打ち出され、平成６年に教育研究

所を閉鎖しまして、教育センターとして開所いたしました。教育のあらゆる分野の指導者

養成や市民の教育諸問題の解決援助、例えば不登校児童生徒への適応指導教室の開設や教

育相談の充実に取り組んでおります。また、市民に開放された学習・情報の提供の場とし

ても当初は市民講座も開講されておりましたが、以降公民館の整備に伴い、平成20年度

より学校教育に特化した施設として運営しております。 

 なお、当センターは視聴覚教材を学校や社会教育団体に貸し出す視聴覚センターの機能

も有しております。 

 次に、目的、対象者でございますが、教育センターを利用する教職員や、教育相談で来

所される保護者の方に確実で快適に利用できる会場を提供できるように努めております。

特に、適応指導教室に通室する子供たちの中には、ひきこもりから一歩踏み出して通室を

始めた子供たちもいます。このような子供たちが安心して心地よく通室してくれるよう、

また伸び伸びと活動できるように環境づくりも配慮して、安全かつ機能的な施設としても

維持管理をしております。来所された方々が施設的な面でなく不都合なく用事を済ますこ

とができることを第一に考えてもおります。また、長期的には、適切な維持管理や修繕を

行うことでできるだけ長く使用できるよう延命化を図ることも大切な役目だと考えており

ます。 

 業務内容ですが、当センターを利用される方々や職員が利用するために必要な消耗品の

購入を初め、建物や設備運営管理上必要となる各種業務の委託や修繕を実施しております。 

 続きまして、コストにつきまして説明させていただきます。 
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 23年度は、需用費では電気・ガス料金や水道料金、印刷用消耗品や蛍光灯など施設用

消耗品及び修繕にかかった費用でございます。役務費では、電信電話料や建物保険代等が

主なものになります。委託料につきましては、別紙にありますように清掃業務委託を初め

とする各種業務に係る費用でございます。賃金については、当センターは午後９時まで開

館しておりますので、その夜間管理人の賃金でもございます。使用料及び賃借料につきま

しては、コピー機の使用が主なものです。購入費が図書室用の図書購入費などでございま

す。事業費合計の年度ごとの変動については、施設修繕費の違いが主な要因でもございま

す。 

 事業の成果につきましては、施設の利用人数と苦情件数を上げさせていただいておりま

す。 

 最後に、事業の自己評価でございますが、この教育センターの設置の趣旨を踏まえ、一

層の目的達成のために、前述いたしました適応指導教室の学習環境の向上や教育相談体制

など、ソフトの面で必要な改善を進めてまいりたいと考えております。 

 あわせて、当市のように適応指導教室と相談部門が一体となって運用されている施設は

少なく、当センターの事業継続のために建物や設備の適正な管理を行い、法令の遵守と施

設の延命化に努めてまいりたいと思います。 

 以上、事業の概要の説明を終わらせていただきます。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 はい、ありがとうございました。 

 今、お手元に来ましたかね、皆さん、資料は。 

 今のお話あった、適応指導教室と相談の事業についてというのは、適応指導教室という

のはどこで、場所とすればどこでやっていますか。 

○担当課（神尾壽明） 

 平面図をごらんいただけますでしょうか。１階をごらんいただきますと、この下の部分

になります。一番下に玄関がありますが、相談室専用の玄関を入っていただきますとホー

ル、右側に教育相談事務室、ふれあい学級、左側に相談室が２つありまして、プレイルー

ム、砂場、…… 

○コーディネーター（小村雄大） 

 いや、ごめんなさい、時間もないので、どこですというのだけ言ってもらえればいいん

ですけど…… 

○担当課（神尾壽明） 

 今、読み上げた…… 

○コーディネーター（小村雄大） 

 プレイルーム、教育相談室１、２、教育相談事務室、ふれあい学級、そこをお使いだと

いうことですね。 

 あと、ちょっと、ここには常勤の事務所というのはあるんですか。 

○担当課（神尾壽明） 
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 事務所はその１階の右上、教育センター事務室…… 

○コーディネーター（小村雄大） 

 というのはいらっしゃる、公務員の方は常勤でここに勤務されている方はいらっしゃる。 

○担当課（神尾壽明） 

 ここにいますし、相談室についても事務室がございますので。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 何人ぐらいの方がいらっしゃるんですか。 

○担当課（神尾壽明） 

 この教育センター事務室につきましては、現在指導主事としまして３名、社会教育指導

員が６名、あと臨床心理士の者が５名、それから事務職員、それから管理係長、所長、こ

れだけの者が勤務しております。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 全部で20人弱ですか。 

○担当課（神尾壽明） 

 そうですね。20人ほどが常勤、非常勤含めて勤務しております。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 これは皆さん同じ公務員の方が、と非常勤の方がということですか。公務員の方はどう

ですか。 

○担当課（神尾壽明） 

 強いて公務員というのは今指導主事３名と管理係長１名の４名が常勤の…… 

○コーディネーター（小村雄大） 

 公務員の方ですね。わかりました。 

 では、質問等ございましたら進めていきたいと思います。 

 では、財前さん。 

○仕分け人（財前かのこ） 

 教育センターを現状として学校の先生なり教職員関係の方しか使っていない、相談に見

える方はいらっしゃいますけど、それを除くと、それで先生が優先的に使えるようにとい

う御説明がさっきあったかと思いますが、その根拠は一体どこにあるとお考えですか。 

○担当課（神尾壽明） 

 教職員の利用のみであるということでございますが、主に教職員の研修にこの教育セン

ターを利用…… 

○仕分け人（財前かのこ） 

 じゃなくて、条例とか規則とかあると思うんですけども、そこの何条のどこに書いてあ

るんですか。 

○担当課（神尾壽明） 

 はい、失礼しました。教育センターの設置条例というのがございまして、ちょっとお手

元にないので申しわけございませんが、教育センターはこのような目的を達成するために



－39－ 

設置されているということで、１、教育関係者の研修、２に教育に関する調査研究、３に

教育相談、４に情報の収集また提供、５つ目に教育の充実と振興を図るための事業という

ことで、５つの柱をもって目的をつくっております。 

○仕分け人（財前かのこ） 

 私も条例と規則を拝見したんですけれども、その内容というのが、まず教育センターを

横山町に置くという、今        になって、職員こうこうで、ぐらいしかないん

です。ということは、私、弁護士やってるんですが、この条例からいうと、横山町に教育

センターというものを置くということの根拠はあると思うんですが、その教育センターと

称されている建物全部を学校の関係者の皆さんだけが使うという根拠はどこにもないと思

うんです。なので、何でこういう現状なんですかということなんですが。 

○担当課（神尾壽明） 

 先ほどの概要説明で申し上げましたけども、以前、生涯学習的要素も含めた設置をされ

ておりました。これが公民館の８中学校区にすべて公民館ができまして、そこで生涯学習

のいろんな講座等も行われるようになり、この教育センターが教職員並びに市役所の職員

も使っておりますが、これに特化した施設となっております。その根拠と、１つ目といた

しまして教育の資質向上、指導力向上、これを…… 

○コーディネーター（小村雄大） 

 目 的 と 同 じ だ と い う こ と で す ね 。 そ こ の 目 的 を 達 成 す る た め に と い う こ と で     

同じ、特に三役で決めてますとか議会で      ですね。わかりました。 

 ちょっと最初、私も聞きそびれましたけど、これ、実際、建設費は幾らかかっていて、

例えば額面、ＲＣの建物だと47年で償却するのが税法上の耐用年数なんですけども、減

価償却費、幾らかわかりますか。建てたときに幾らかかっていて、それを額面で割り戻す

と幾らぐらい、維持管理費以外に税金の負担とすればかかっているかというところをちょ

っと知りたいんですが。 

○担当課（神谷正幸） 

 カミヤでございます。 

 建設費につきまして、総額で備品費１億1,500万円を合わせますと12億4,300万円にな

っております。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 じゃ、額面で、47年というので割り戻すと2,600万円ぐらいということですかね。12

億4,300万円かかっていて、今何をやったかというと、47年間使えるとした場合に、わか

らないですよ、実際はもっと短いかもしれませんけども、これが、多分、皆さん普通に税

法上のＲＣの要するに鉄筋コンクリートの建物を償却するときが47年ぐらいであるもの

なんです。残価とかちょっとそういうのは難しいのでやめますけど、単純にこれ47で割

ると2,600万円ぐらいになって、税金とすれば先に払っている税金でそれで47年使ってい

るわけですから、皆さんとすれば24年度でいえば3,100万円に2,600万円で5,600万円と

か700万円ぐらいの投資をされているので、この事業についてどういうふうに考えるかと
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いうのは、それに見合う効果ということで検証いただくということになろうかと思います。 

 最初、ちょっと頭の整理ですけども、教職員の方の資質向上とかという、主にされると

いうのは、一義的には県がという理解なんですけども、それについてはそれでよろしいで

すね。 

○担当課（神尾壽明） 

 ちょっと、もう一度、すみません。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 県の教育委員会傘下で教職員の方というのは異動なり配置なりされているはずですので、

そういう意味からいくと、その資質の向上というのは基本的には県の事務負担だという理

解なんですが、それについては、基本はそうだということでよろしいですよね。 

○担当課（神尾壽明） 

 県費負担の教職員ですので、県並びに市でも研修が必要だということを考えております。

県費教職員の研修は市町村でも行うことができるという…… 

○コーディネーター（小村雄大） 

 そうですね。県の方が基本、教職員の方の服務管理をするというのは県の方が県の事務

としてされているわけです。今、おっしゃったように市町村でもできるという視点になっ

てありますね。市として、5,700万円の支出を運営しやっていくという最大の目的、逆に

言うと目的はかなりさっきからいろいろ聞いているので、最大の効果というのは何かとい

うのをちょっと教えていただけますか。 

○担当課（神尾壽明） 

 先ほども申し上げましたように、安城市では若い教員が非常にふえているという現状が

ございます。安城市は子供たちの数がこの10年間でぐっと伸びておりますし、若い教員

がこの10年間で500ぐらい入ってきているという状況でございますので、そこを本市で何

とか授業力、指導力の向上を図ってまいりたいということで、この教育センターを利用し

ております。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 教育センター建ててしまうと、耐用年数47年、ずっとかかるんですけど、若い方を教

育するために、今必要な若い方の教育のために施設を建ててしまいましたということなん

ですけどね、それはそういうこと、そこが目的、一番の目的なんですか。 

○担当課（神尾壽明） 

 一番の目的といいますと、安城市の子供たちの健全育成、また学力向上に、これに役立

てるためというふうで答弁させていただきます。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 なかなか、そこのところについて、じゃ、これがないとできなかったんですという最大

のものってありますか。当然、どこの企業でも研修所とかいろんなもの持ってますけども、

ここ数年すごく経営が厳しいときは、そういう箱の物には極力頼らないで、現地でＯＪＴ

で研修をしていくと、現場で即戦力で育てていく、そのためにわざわざ場所とか箱とか、
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いろんな経費がかからないということを大体されているのが普通なんです。ですから、多

分、皆さんそういった目で、実際にそのために5,600万円要るんだろうか、維持費として

3,000万円のお金が要るんだろうかというふうに多分思われると思うんですけども、そう

いった中で、じゃ、その必ず施設がないとできないんですという研修あるいは施設がない

とできないんですという教育答申というのは何か、ちょっと教えていただけますか。 

○担当課（神尾壽明） 

 そこまで言われると難しいところがございますが、これが安城市にとって現在、教育効

果といいますか、特に大きな問題もなく楽しく子供たちが学校に来ているという実態を、

実情を支えているというのが今の教育センターでの教職員の研修、これが大変大きな意味

を持っていると私たちは考えております。 

○仕分け人（露木幹也） 

 そういう効果があるということであれば、他市と比較して安城市がその分子供たちが楽

しくやっている、いけている、ちゃんと通学しているというデータをもとに、今のはお答

えととらえていいですか。 

○担当課（神尾壽明） 

 他市との比較がいいのかどうか、難しいところでございますけれども、現在、比較はし

てないんですけれども、90％近くの子供たちが学校は楽しいと答えておりますし、職員

も熱心に授業研究に取り組んでおりまして、私たちがすべての学校を訪問させていただく

中で、目でとらえた実態が子供たちの力になっていると…… 

○仕分け人（露木幹也） 

 それはこのセンターがあるからだと、こういうふうにおっしゃるということでいいです

か。 

○担当課（神尾壽明） 

 これが１つの要因であるということしかお答えできないと思いますが、すべてがそろっ

ているわけではございませんので。 

○仕分け人（山下眞志） 

 今のお話ですと、このセンターがあるから子供たち楽しくやっているというお話だった

んですけども、不登校の子供を扱ってみえるということを先ほど書いてありましたけども、

これ、21年度ぐらいから不登校というのはふえているんですか、減っているんですか。 

○担当課（神尾壽明） 

 この件につきましては、数値を……不登校の数でございますが、ここ10年間ぐらいの

データがあるわけでして、ほぼ横ばいといったものでございます。2.3％から2.5％の間

を。 

○仕分け人（山下眞志） 

 そうすると、ここのセンターがあるから不登校に限っていえば、そんなに効果がないよ

というお話になってしまいますね。 

○担当課（神尾壽明） 
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 こういった子供たち、センターができてから横ばいというんですか、ここへ通ってくる

子供もおりますし、最近ではやや下降傾向という数値も出ております。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 そこは、じゃ、平成６年までは上り調子だったんですけど、それが平成６年以降、教育

センターができたときに横ばいになったということですか。教育研究所というのも多分似

たような施設だったんじゃないかと思うんだけども、それはどうですか。 

○担当課（神尾壽明） 

 全国的に見ましても、不登校という子供たち、ふえている傾向がございます。安城市で

は先ほど横ばいと言いましたし、最近では下降傾向があるということで説明はさせていた

だいたとおりでございます。 

○仕分け人（財前かのこ） 

 不登校、今の関連なんですけれども、この教育センターが役立っているとしたら、たく

さんの不登校の子供、この教育センターに来ていると思うんですけれども、年間何人来ら

れていて、それが１週間に何日ぐらい動いていて、その中で、ここに来たことによって学

校に戻れた子供というのは何人ぐらいいるんですか。 

○担当課（神尾壽明） 

 こちらでちょっとデータも用意させていただいておりますので、実際にこの不登校の子

供たちと接している教員もおりますので、説明をさせていただきます。 

○担当課（酒井多香子） 

 失礼いたします。 

 不登校の子の適応指導教室に通っている子のこれはグラフをあらわさせていただきまし

た。平成、この10年間ぐらいで随分上がってきております。ただ、１カ所、ここがすご

くふえているところは中学３年生の子たちが非常に、34人中13人が中学校３年生という

ことで、このときは大分日数がふえましたけども、あと基本的に中学３年生が六、七人ぐ

らいの現状で来ておりますので、通室では34名ぐらいがいつも通室してきているという

…… 

○コーディネーター（小村雄大） 

 六、七名ぐらいと34名ぐらいというのがよくわからない。 

○担当課（酒井多香子） 

 失礼いたしました。 

 34名は、小学校１年生から中学校３年生までを対象にしておりますので、その子たち

の中でこのふれあい教室に通っている子たちが平成23年度ですと届けを出している子が

34名おりました。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 34名。 

○担当課（酒井多香子） 

 その中で、小学校が９名、中学１年生が11名、中学２年生４名、中学３年生10名とい
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う結果でございます。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 その上で、効果としてという意味で学校に戻られた方とか、そういう効果という面をち

ょっとあわせて…… 

○担当課（酒井多香子） 

 なかなか、すぐに学校に、ここに来るまでに不登校になってひきこもりになって、家庭

も支援をしながらここに来ているという子も多くいますので、すぐに学校に戻れるという

子は数少ないんですけども、平成23年度で見ますと中学３年生の10名は全員進学をして

おります。そして、あと中学生で５名中４名は学校に復帰し、あと今まで一度も学校に１

年間行けなかった者も、完全復帰ではございませんが夕方登校であるとか、あとテストの

ときは受けに行くとか、そういうふうでは１名を除いてほとんど学校に行けるようになっ

ております。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 ありがとうございます。 

 ちなみに、市内でそういう活動をされているのはこの箇所だけですか。 

○担当課（酒井多香子） 

 市としては、この箇所だけです。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 安城市としてはこの場所だけ。この場所でしかできないと今でもお考えですか。逆に、

潜在的な事情として、地域に散らばったほうができるという可能性があるということはあ

りますか。 

○担当課（酒井多香子） 

 施設面ということと、あと、なかなか近くに、学区の近くにあると、かえってそれが子

供たちの不安になってしまったりということで、今、ここの場所は割と市民の目からもな

く安心して来られる場ということでできていると考えております。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 なるほど。わかりました。 

 そしたら、小笠原さん。 

○仕分け人（小笠原豊子） 

 教育相談ということで、非常に充実したものがあって、専門家もいらっしゃるというこ

とで本当にありがたいと思うんですけども、不登校、それ以外にも教育相談的な、今、取

り上げられています  の生活上の問題、そういうようなお子さんの相談もされに来ると

思うんですけれども、そういう方は親御さんとか本人が別の玄関から入ってくる、非常に

配慮があると思っておりますが、教職員の技量アップということ、技量向上ということで

部屋を使い切ると思うんですけども、通常、先生方は３時、４時まで勤務なんですね。だ

から、授業中はここで研修をたくさんの方がいらっしゃることは考えにくいんですね。だ

から、先生方が勤務なさっている間は空き状況は多いんじゃないかなと思うんですね。そ
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ういうことを考えると、教育に関係あるような講座を開くとか何かワークショップすると

か、何かそのような利用方法は考えているんでしょうか、教えてください。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 まず、ちょっと今の小笠原さんの御質問でいう、今まで適応対応しなきゃ要するに学校

に通えないお子さんに対しての対応について大体１階のさっき言った二百二、三十平米の

になります。全体にすれば恐らく3,100という床面積になっていますから、共通部分ちょ

っとありますから色々ありますけども、残りの部分の使われ方なんですけど、その稼働率

というのは把握、まず、されてるんですかね。その上で今のような、より広げていく、よ

り稼働させていくということが必要ではないかという御意見に対して、お答えいただきた

いんですけども、これ、なかなか正直申しますと大  ですね。かなり、つくるときって

かなりいいものをつくろうといってつくるんだけども、それぞれの場所、もともとは社会

教育などをされていて、それをやめて教育センターにしたということになると、稼働率に

ついてどうなんですかという部分がやっぱりかなりありますし、私も、何というんですか

ね、学校でと先ほど申された、そのとおりだと思うんですけども、使われている時間帯に

よっても随分と、今なんか閑散としているんじゃないかという気がどうしても頭の中にあ

りますが、そこについてちょっとどういう状況かという現状を教えていただけますか。 

○担当課（神谷正幸） 

 カミヤでございますが、当センターで一応814回、年間に、23年度の場合でございます

が稼働をしておるという、お貸しておるということでございますが、稼働日数に対しての

割合でいきますと、全体で言いますと26％ぐらい。部屋によっては40％から45％という

のもございますが、押しなべてこういう３階の各研究室、それと２階の研究室、それと大

研修室というようなことで、押しなべていきますと26％、３分の１弱というような格好

になる…… 

○コーディネーター（小村雄大） 

 今の稼働率は、各部屋ごとに全部時間帯をとって稼働時間を入れていった数字という理

解でいいですか。それとも各日ごとに、例えば１日のうち一度でも使えばそれは稼働して

いるというふうにカウントしているのか、ちょっと教えてください。 

○担当課（神谷正幸） 

 今の計算では、この計算は１日に１回稼働すれば１回という基本的な考え方です。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 それでいうと、恐らく平日稼働日数は220日ぐらいでカウントするので、各会場の最高

の稼働率３割とすると60日ぐらい使われているという大体のカウントですか。 

○担当課（神谷正幸） 

 そうですね。回数的には…… 

○コーディネーター（小村雄大） 

 ただ、それはもしかしたら２時間だけかもしれないし、１日使われているかもしれない

しというようなことなわけですね。時間帯で見ればもっと使われているかもしれない。実



－45－ 

際のところどうなんですか。やっぱり、皆さんの使い方とすれば、平日そんなに授業があ

るのに、それを休んで研修に来られる教職員の方というのは、余りやっぱり想定しづらい

ので、それは全部というわけではないのかもしれませんが、３時以降とか４時以降には詰

まるとかという利用の形態のされ方なんですか。 

○担当課（神谷正幸） 

 教育委員会指定の研修会ということであれば朝からということもございますが、先生方

が研究というんですかね、市から指定してこういうのを研究しましょうというグループな

りでやっておられる場合だと３時半以降ですかね。それと、安城市教育委員会のもので先

生方の一応任意団体があるんですが、そういうところが研究というか、そういうのをやら

れるのも３時半ないし３時45分からですので、午前中はそういう場合の理由はございま

せん。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 なるほど。あと、ちょっと施設の概要を見たときに、今のこの研究室と呼ばれている各

施設は、特殊な施設というのはありますかね。簡単に、普通に会議ができるものがあれば、

あるいは備品を、ホワイトボードなり若干プロジェクター装置なんかを別に移せば使える

普通の会議室なんですか。 

○担当課（神尾壽明） 

 主に普通の会議室がありますけれども、音楽室ですね、いわゆる。それから、コンピュ

ーター室、また自然科学という研究室、こういったところは特殊なものになっております。

ですから、こういった施設については通室する子供たちも昼間は使っている現状がござい

ますので、ちょっと担当の者に説明をしてもらいたいと思います。 

○担当課（酒井多香子） 

 失礼します。先ほども説明いたしましたが、平日十二、三名の子供たちが通っておりま

す。１年生から６年生までいるということで、個別の対応が必要であるということで、今、

この平面図のふれあい教室というところが１室、基本的には適応指導教室の部屋になって

いますが、それだけではありません。それで個別に、例えばピアノが弾きたい子、ギター

が弾きたい子は芸術を使ったりとか、また、みんなにはまだ会うことができない子たちは

ほかのあいている部屋で職員が対応をしている。また、コンピューター教室、また、ふれ

あいを高めるための調理実習等も中に入れておりますので、３時まではそうした部屋も利

用させていただいております。 

○仕分け人（露木幹也） 

 この不登校児の相談業務、これには非常に役に立っているというのはよくわかりました。

一番使われているスペースと比較して、教職員のための研修、研究スペースというのは非

常に大きい。ほとんどがこちらと考えていいわけですね。その中で稼働率、日数で稼働日

と数えても20％、二十数パーセント、ほとんど使われてないという感覚が当然あります

よね。これを、これだけの金額をかけて市民の税金でやっておりながら教職員だけが使っ

ているというところにちょっとやっぱり違和感を感じると思いますし、あと、ほかの市町
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村で当然、教職員、いろんな形で研修をやっていると思います。ほかのところ、これがな

ければほかの市町村も、そういう専門の施設がないからできないということは余り聞いた

ことがないんですよね。どこに行っても。じゃ、これを持っていることによってそれだけ、

じゃ、効果があったのかということは多分はかれないと思うんですよね。 

 あと、先ほど、多分このエリアというのが教育事務所、エリアで考えると多分５市とか

がエリアに入ってるんじゃないかと思うんですが、そうしますと、そのエリアの教職員と

いうのは常に循環しているわけですよね。その中で安城市だけがこれだけの負担をして、

その教職員の研修のためにこの稼働率の悪い施設を維持していかなければいけないのか。

その辺のところが、やっぱりちょっと市民には説明しづらいかなというふうな気がします

けども、これはどういうふうにお考えでしょうか。 

○担当課（神尾壽明） 

 確かに教育効果をはかるということが無理なことでございまして、私どもにとっても大

変難しいところでございますが、前々から申し上げていますように、安城市の教育は地道

で子供たちの健全育成に役立っている、さらに今、若者たちが非常に毎年伸びている、

20歳代の方から、御存じのように市民栄誉賞の３人はこの教育センターができてからの

栄光でございました。そこまでは言っていいかどうかわかりませんけれども、本当に若い

子供たちが本市の小中学校を卒業して、今ちょうど20代、30代になっているものがござ

いますので、ぜひその辺も１つの要素だと御理解をいただけたら…… 

○仕分け人（露木幹也） 

 話は聞いておりますけれども、何の説得力もないと思いますけれども、一番最初に小村

さんがおっしゃったように、基本的には教職員の研修というのは県の仕事ですよね。当然、

市町村できるんですけども、それに対して、これだけ市が金をかけてやっていかなきゃい

けないという何か理由が、私にはこれまでの説明ではわからないんですが、その辺のとこ

ろはどういうふうに考えますかね。 

○担当課（神尾壽明） 

 まさに県の教育センターがございますので、そこへ行っての研修もたくさん行っており

ます。ただ、それはやっぱり１日がかりの研修でございます。行って帰ってくるだけでも

相当の時間をかけておりますし、教育的な効率を考えれば近くにある教育センターで実の

ある身近な実態にあった研修をすることが、私たち身近な教職員にとっては向上できる、

資質の向上につながる…… 

○仕分け人（露木幹也） 

 スペースはあるにこしたことはないというのはよくわかるんです。それは近い場所があ

ったら、それはいいに決まっているんです。なんですが、確かに公民館があちこちにでき

ました、だからそちらのほうで一般の市民、いろいろな生涯学習活動をやってくださいと

いうのはわかるんですけども、ここだって使えるわけですよね。なぜそれを教職員専門と

して一般の利用を締め出してしまったのか、そこはどういう理由があるんでしょうか。 

○担当課（神尾壽明） 
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 一般の利用を締め出したということはちょっと感じてないわけですけども、安城市では

ここもあるし、たくさんの生涯学習施設ができてきておる、その中にあって利用者そちら

のほうで十分活用できていると考えております。 

○仕分け人（露木幹也） 

 それでは、市民の方が使いたいということを言ったら開放するわけですよね。今、それ、

準備されていますか。 

○担当課（神尾壽明） 

 開放については、一切考えておりません。 

○仕分け人（露木幹也） 

 それは締め出していることと一緒です。開放を考えていないということは、一般の市民

の利用に供していないから、それは締め出しているということと同じじゃないですか。締

め出してないと言っている、それが全然私にはわかりません。 

○仕分け人（財前かのこ） 

 すみません、いいですか。さっきから多分議論が混乱しているのは、教育センターとい

う活動自体と、あと施設の管理事業というのを分けて考えなくてはいけないと思うんです

ね。今回、仕分けの対象になっているのは施設の管理事業なので、箱の周りなんです。だ

から、その箱の中で教育センターをやることはいいとしても、その箱を全部教育関係者が

使うということはどうなんですかというのがここ50分ぐらいの議論だと思うんですが、

その点は意識しておられますか。 

○担当課（神尾壽明） 

 細かいことに入ってしまうんですけれども、今、不登校の子供たちが各施設を使ってい

て、一般の方々を入れることによってそういった弱者の待遇というのがちょっと難しい。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 ということですね。だからやっぱり、そこに根本的な問題があるからだめなんだという

ことであれば、26％の稼働率がもし、教職員の方もそうですよね、これ以上、多分、

50％で使えということは多分されないでしょう。そうすると、この施設は結局、稼働率

上がらないでこのままなんですよ。例えばですよ、もう少し皆さん全体で、公務員の方と

いうのは一般の方と違って守秘義務というのがあるわけですね。例えば公務員の方の庁舎

を逆に言うと、こっちのあいている教室に思い切って持ってきて、あるいはそのあいたス

ペースを今度別の形で市民開放するようなものに使うとか、そういう提案であれば、皆さ

んとすれば現実稼働率が26％であるということに対して、いや、もったいなくないんで

すとは言えないですよね。だから、恐らく先ほどからの非常に学校へ適応できていない児

童の方に対して配慮しなきゃいけないねという話は多分みんなあるんですよ。その中で、

その制約がある中でどうやって知恵を使って、頭を使って、税金でつくった施設を有効に

使いますかということを考えるのが、逆にここに1.33人含めた皆さんに人工として計上

されている方も考えなきゃいけない形なんですけども、仮に、市全体の資産効率を高める

観点という形で、適応障害の方の教室についての、いろんなデリケートな部分をきちんと
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した上で供用にしていくとかということについての、特に反対される意思というのはおあ

りですか。 

○担当課（神尾壽明） 

 ここでの回答は決めかねますので、お願いします。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 皆さん、大分、議論にすれば、施設の稼働率に始まり、その効果、あと、非常に   

やっている実際の事業の中身で、ある程度、情報管理ということについてね、皆さん、な

かなか一般の方を入れられないという事情についてもお話しいただいたわけですけども、

少し議論の中で御注意いただきたいのは、先ほどから言っている事業そのものを恐らく否

定されている方っていないんですね。それは工夫によって対応できることじゃないかとい

う気も正直いたします。ですから、そこは、あと加えて言えば、面積にいったら3,000平

米ある話なんですね。いろいろ使ってらっしゃるということ、先ほどの多分3,000平米全

部毎日使ってらっしゃるわけじゃないし、そこの工夫はやっぱりできるんじゃないかなと

いうことがありますから、ちょっとそこも含んでいただいてお願いします。 

 ちなみに大ホールみたいなものというのは、どれぐらい使われているんですか。 

○担当課（神谷正幸） 

 23年度で90回程度使っております。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 三十二、三％ですか、はい。 

○仕分け人（露木幹也） 

先ほど財前さんのほうからもお話があったように、この事業自体はセンターの管理の業

務なんですが、センターの管理の業務を評価しても余り意味がないのかなという気がしま

すので、その中で行われる事業というのもひっくるめて、やっぱり評価すべきかなという

ふうに思いますが、よろしいでしょうか。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 施設管理事業ということですけども、施設のあり方も含めて、  管理について書いて

いただいて構わないと思います。先ほど、多分、財前さん言ったのは、事業の中身そのも

のを否定したり、やめろと言っている話をメーンにしているわけではないよという御趣旨

ですよね。そこの部分ですよね。ではなくて、それをやるために建物というものを使わな

きゃいけないのかという部分についての問いかけだと思いますので、そういうことで構わ

ないかと思いますので、よろしくお願いします。 

○仕分け人（永戸力） 

 成果の関係で１点伺いたいんですが、平面図を拝見しますと３階、１階、２階はちょっ

と別にして、教育分野別に人文科学とか芸術視聴とか健康教育という、これが要は教育の

実施の背景のところにお書きになっている、「教育のあらゆる分野の指導者養成」という

ことに多分対応しているのかなということを思うわけでありますけども、各分野別にちゃ

んとスペースを設けて、ちゃんと研修しているのだということでありますが、どのような
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分野に、何人のどういった資格の指導者をこの施設で養成しているということについてデ

ータとか情報はおありですかね。 

○担当課（向井義則） 

 回数でよろしいですか。 

○仕分け人（永戸力） 

 指導者養成と書いてある。 

○担当課（向井義則） 

 研修及び講座の数を申し上げますと、一応種類としては43種類ございます。それで、

延べ開催回数が71回、年間でございます。 

○仕分け人（永戸力） 

 その種類というのは、種類の数ですよね。 

○担当課（向井義則） 

 例えば、校長研修ですとか、２年目教員研修ですとか、３年目教員研修ですとか、そう

いった種類があるんですが、それをお答えすればよろしいですか。 

○仕分け人（永戸力） 

 いや、今お答えになっていただいたのは役割というか研修の種類を答えて……私がお聞

きしたのは、この実施の背景のところに書いてある「教育のあらゆる分野の指導者養成」

というふうにうたっており、それに対応して各分野の部屋は確保されているのかなという

ふうに思ったもので、それぞれの分野で、どのくらいの指導者を育成されているのかとい

うことについての情報をお持ちであれば伺いたいなということだったんですが。 

○担当課（向井義則） 

 ですので、例えば、今は研修について申し上げましたけども、開設講座というものがご

ざいまして、これは希望参加制なんですけれども、こちらのほうで図工指導の基礎基本と

いうことで７月に１回行うんですけども、そういったところは１階の創造教室ですね、そ

ちらを使ったりですとか、あるいは音楽指導の基礎基本という講座がありますけども、こ

ちらは３階の芸術視聴覚室のほうを使ったりですとか、そういった目的に応じた教室を使

用させていただいております。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 シートの書き方なんですけども、ちょっとこの占有使用、占使用のところ、かなり教育

目的だけに使うかどうかという議論をかなり強くさせていただいているので、これについ

て、占使用についての見直しをするという場合には、（２）の他の事業との重複、事業と

の統廃合という趣旨をとらえて２番に丸をしてください。そうではなくて、部分的な見直

し、例えばもっと効果・効率的にするべきだ、あるいは運用形態を見直すべきだ等々につ

いては４番とさせていただきたいので、ちょっと集めたシートについて訂正がある場合、

あると思いますのでちょっと一回戻してもらっていいですか。これ、かなり議論とすれば、

争点は占使用的な目的に対してこの建物を占有使用するかどうかというところ、かなり大

きな論点になってますので、  としては、そこはちょっとはっきり皆さんの市民判定人
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の方の御意思を示したいと思いますので、その場合には（２）の③、事業との重複、事業

との統廃合というところととらえさせていただいて２に丸をつけていただければと思いま

す。そのほかの場合には丸ということでお願いします。 

○仕分け人（露木幹也） 

 これ、ほかの市に比べて安城市が教職員の研修が非常に回数が多いとか、質が高いとか

ということは比較できますか。 

○担当課（神尾壽明） 

 研修に関してですけども、ちらっと見ていただきますと、安城市18万の人口に対して

延べ71回、以下、他市を比べてみましても研修の数というのは圧倒的に安城市が持って

おります。そして、教育の資質向上に努めております。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 ちょっと、そもそも論ですけど、自主研修なのか、普通に職務専念義務としての研修   

を発効しての研修なのかといったら、これどっちなんですかね。自主研修じゃないんです

か。 

○担当課（神尾壽明） 

 自主研修ももちろん、もっとふえます。自主研修を除いた、教育委員会が主催の研修だ

けでこれだけです。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 教育委員会主催研修としての、その数ですね。 

○担当課（神尾壽明） 

 そうです。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 はい、わかりました。 

○担当課（神尾壽明） 

 数倍にいきますので、自主研修を含めれば。教育センターが持ってあるということ。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 そうしましたら、シートのほうは記載いただいて提出いただくことで、よろしくお願い

します。 

 あと、61ページのところで業務委託のときに、これは余り、全体の話かもしれません

が、施設管理等業務委託という部分で安城市の施設管理協会というところ、ありますよね。

お金とすれば、実はこれ、2,000万円出しているうちの1,400万円ぐらい出されていて、

一番額が多い団体になります。この団体に対してのお金のチェック、きちんとそれらにつ

いて適正な額で支払われているのか、あるいは中身を見て昨年に比べてより安い単価でき

ちんと仕事をしてくださいという圧力をかけているのかというところについて、ちょっと

確認させていただきたいんですが、１社随契ということですけども、これらについての皆

さん方としての契約の姿勢、ちょっと教えてください。その前にどんな団体かが分かれば

教えてください。 



－51－ 

○担当課（神谷正幸） 

 施設管理協会への委託という、その件でよろしいですね。 

 施設管理協会につきましては、市役所の中の各部門でこれを契約しておるわけですが、

一応、一括で契約しておるところがございます。ですので、私どもだけがここについてと

いう、ちょっと判断はできかねます。ただ、業務の内容については私どもがこういうこと

をしてくださいということはしております。 

 以上です。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 単価については皆さんが設計を組まれているわけではないんですか。単価は統一の市と

しての単価を打ち合わせして、それを別の課が管理をされているという理解でいいですか。 

○担当課（神谷正幸） 

 はい。ですので、私どもはこういう事務職を、事務業務を委託しますということであれ

ば、市役所の内部、幾つか部署がございますので、同じ業務であれば同じ単価という格好

で、ある部門が統括して一括契約をしております。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 これは安城市さんの中の普通のやり方ではありますけども、これは今のところ副市長さ

んになっているんですかね、その辺は。そこ、わかりませんか。 

○担当課（神谷正幸） 

 そうですね、はい。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 一たん、そういう副市長さんを任意団体としての施設管理協会に委託をして、そこから

さらに発注するという、少し論理的には、ここで御判断できないとは思いますけども、ち

ょっと特異なやり方かなという気もいたします。 

 これで、皆さん、シートはおおむねお出しいただいておりますでしょうか。 

 であれば、先ほどちょっと区分けのときに、占使用の部分については先ほど言いました

（２）の３という形で意思表示をしていただければと思います。 

 では、このテーブルでの仕分けの決をとります。 

 教育センター施設管理事業ですが、まず、これについて不要と思われる方。ゼロベース

で見直しと思われる方。事業実施主体の見直し、その他というなしということでその数字

となっております。皆さん、ゼロベースでの見直しということで、山下さん、すみません、

じゃ、コメントちょっとお願いします。 

○仕分け人（山下眞志） 

 やっぱり近隣の市町と比べても、センターがあるから教員の質にこれだけ寄与していま

すというところが、やっぱりちょっとわかりにくかったかなと思います。豊橋と比べても、

ちょっと床面積が余りにもでかいなということなので、もっと昼間の利用をもう少し市民

なり企業に開放して、不登校の子たちとはすみ分けを何とか図って利用をもっと考えられ

たほうがいいんじゃないかなというふうに感じました。 
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○仕分け人（露木幹也） 

 私も山下さんがおっしゃったとおりだと思いますが、あと、この前、施設を見させてい

ただいたんですが、市民の方も一緒にいて、私もこんなところにあるの知らなかったと、

こんなところに立派なものがあるんだという市民の方の声を聞いたんですが、それだけ、

こういった施設があって市民も知らないという、こんなにあいている、もったいないなと

いうふうに思ってますので、ぜひ活用を進めていただきたいなと思います。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 ありがとうございます。 

 では、判定結果について、市民判定人の皆さんの判定結果について私からいたします。

すみません、先ほどから私、何を思ったか28人と言っていましたが、もとから18人です

ね。失礼しました。思い込みでというかぱっと数字を言ったときになぜだか、そういうこ

とですが、18人の皆さんです。 

 不要とおっしゃる方がゼロです。ゼロベースで見直しが13、実施主体の見直しが１、

要改善が４。不要の方がゼロ、ゼロベースで見直しが13、実施主体の見直しが１、要改

善が４という内容で、ゼロベースで見直しという結果となっております。 

 どなたか、御意見いただける方いらっしゃいましたらぜひお願いしたいと思いますが、

いかがですか。よろしいですか。はい。 

 では、ちょっと、中に書いてあったのは、まさしくやはりこの施設、施設ですね。やっ

ぱり施設が必要なのかという部分に尽きていると思います。教育投資とすれば、   の

必要もあるでしょうし、あと、適応障害のあるお子さんに対する対応については恐らくど

なたも、それをやめたらどうかというふうには思ってらっしゃる人一人もいないと思いま

すけれども、そのためにこれだけの規模の施設というものを、今の稼働率でそのままやる

ことがいいのかという問題意識だと思いますので、そういうちょっとお答えをいただきた

いというふうに思います。 

 他市の例ですけども、割と各地域にある学校というものをどういうふうに使っていくか

というのは、かなり取り組まれているところも多うございますし、特に先ほどからのやっ

ぱり教職員の方が基本仕事しながらどう対応されるかという部分のお話でもありますので、

そういった面も含めて、ある施設をより効率的に使っていくという部分をある程度、他の

部署とも話をされながら進めていただければということかと思います。 

 それでは、午前、最後の事業ですが、教育センター施設管理事業についてはゼロベース

での見直しということで終わらせていただきます。 

 時間的にすみません、予定を少し越えていまして、今12時という予定です。実際の時

間は12時５分ぐらいということでありますけども、スタートですけども、午後10分だけ

ちょっとおくらせていただいて13時10分からということで始めさせていただきたいと思

いますので、すみませんが、お昼をとっていただきまして、13時15分から再開というこ

とにさせていただきます。どうもすみません。ありがとうございました。 
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（事業番号１０（事業番号１０（事業番号１０（事業番号１０    受益者負担金前納報奨金事務）受益者負担金前納報奨金事務）受益者負担金前納報奨金事務）受益者負担金前納報奨金事務）     

○コーディネーター（小村雄大） 

 それでは、午後の事業仕分け再開をしたいと思います。 

 資料のほうはですね、63ページになります。事業番号10、受益者負担金前納報奨金事

務という制度でございます。担当課のほうから御説明お願いします。 

○担当課（榊原慶治） 

 はい、それでは、63ページの受益者負担金前納報奨金事務について、事業シートに基

づき説明いたします。 

 私は、下水道管理課、課長をしております榊原と申します。 

 あと、同席しておりますのが、担当係長の筒井と担当の神谷でございます。よろしくお

願いいたします。それでは、失礼しまして、こちらにて説明をさしていただきます。 

 まず、事業の背景について説明をいたします。 

 この事業につきましては、大もとであります公共下水道のくくりでありますが、生活環

境の改善、雨水の排除、川や海の水質保全など、市民生活に重要な役割を果たしています。

本市の下水道整備の歴史は浅いため、平成23年度末の下水道の普及率につきましては

73.5％となっておりまして、愛知県の平均であります72.9％とほぼ同程度となっており

ますが、全国平均では75.1％となっておりまして、それに比べますと低く、まだ引き続

き整備の促進が必要となっております。 

 この前納報奨金制度でございますが、下水道整備の財源の一部となります。受益者負担

金の早期収納を確保するために一括納付等を推進するための事業でございます。 

 次に、この事業の目的ですが、今申し上げました前納報奨金制度の活用により、納付者

の納付意欲の向上を図り、一括納付によります受益者負担金の早期収納の確保、また、下

水道への早期接続を目的としております。 

 次に、この事業の対象ですが、下水道が新たに使えるようになる区域の土地の所有者が

対象になりまして、昨年度は1,923件ございました。単位の１件ですが、これは個人また

は同一個人の名義を複数するなど出たもの、または共有名義のものなどで分けた単位にな

っております。実施方法につきましては、直接実施としています。 

 次に、この事業の内容ですが、まず、本体であります受益者負担金制度のほうから説明

をいたします。 

 下水道施設につきましては、道路や公園などのほかの公共施設とは異なりまして、使用

可能な方につきましては、整備区域内の土地の所有者や権利者に限られます。この方たち

を受益者と呼びます。この受益者に下水道建設費の一部を負担していただくことで、未整

備地域の方との負担の公平を図りまして、また、下水道整備により促進しようというのが

趣旨でございます。受益者負担金を使って整備を促進しようというのが下水道受益金、下

水道事業の受益者負担金制度となっております。 

 この制度は、下水道事業を実施しているほとんどの自治体が採用しておりまして、下水

道整備の促進に大きな役割を果たしております。 
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 なお、受益者負担金は、下水道の本管、または下水道へ接続するための取りつけ管であ

りますとか、公共ます等に使われております。また、この負担金は、下水道建設費の一部

の負担をお願いするもので、対象となります土地に対しては、一度限りの賦課としており

ます。 

 負担金の納付方法には２種類ありまして、１つは負担金を10回に分割し、年２期ずつ

５年間で納付していただく分割納付。もう一つは、１年目の第１期の納付に負担金の全額、

もしくは２年目以降の第１期の納期内に負担金の残額を一括で納付する一括納付がありま

す。今回の受益者負担金前納報奨金制度事務につきましては、この一括納付の場合を対象

としております。前納月数に応じて報奨金を交付するというもので、算出方法につきまし

ては、期別納付額の0.5％掛ける前納の月数でございます。記載いたしましたように、例

えば10万円を例でとりますと、一括納付していただく時期によりまして、それぞれ右に

書いてあるものが報奨金になります。 

 次に、64ページをごらんください。 

 事業費の内訳ですが、各年度一括納付されました受益者負担金に対する前納報奨金の決

算額を計上しております。 

 21年度に対しまして、22、23年度では1,000万ほど減額となっておりますが、これは、

下水道の整備区域の面積、または賦課対象者の方の増減によるものでございます。 

 次に、事業の実績についてですが、賦課対象となります処理区域ごとに地元説明会を開

催しております。その中で事業内容の周知を図っております。改正につきましては、事業

費の内訳と同じく面積及び賦課対象者の増減によるものでございます。 

 次に、事業の成果につきましてですが、成果目標としまして、制度の周知、利用促進に

よります収納率の向上を目指すこととしており、成果指標の収納率は、記載のとおり比較

的高い水準で推移しております。 

 なお、ここには記載してございませんが、一括納付の状況について補足させていただき

ます。 

 収納金額全体に占めます一括納付金額の割合ですが、平成23年度は90.6％、平成22年

度は89.6％、21年度は92.2％と高い数値を示しております。今までですね、供用開始い

たしました平成４年から現在までの平均でも90.2％と高い利用率となっています。 

 次に、事業の自己評価ですが、この比較的高い水準の収納率及び一括納付、近年の割合

は、前納報奨金の効果が高いことだと考えております。また、一度限りの賦課であり、そ

の賦課対象となります新規受益者の方ですね、今後その対象となった方の公平性も考慮し

まして、現行どおり継続するべきと考えております。 

 最後になりますが、比較３都市と比較しまして、近隣市のことを書いてありますが、近

隣と申しますのは、刈谷市、碧南市、知立市、高浜市、西尾市も同様の制度を持っとると

いうことでございます。 

 事業の内容につきましては、以上とさしていただきます。 

○コーディネーター（小村雄大） 
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 はい、ありがとうございました。 

 この、もともと受益者負担金というのが、それを早期に払ったとする報奨金として、お

支払いの額が積み上げたものがこの事業でありまして、その報奨金に関しての、この制度

の仕分けになります。 

 では、どうです、御質問とかいかがですか。 

○仕分け人（永戸力） 

 細かいというか、最後に言及された点でですね、一応事業仕分けっていうことで、事業

の必要性をですね、判断、評価さしていただくということでありますが、最後におっしゃ

ったこの受益者負担金というのはですね、既に賦課 報奨金を受けた人との公平性を考え

ると、ずっと継続しなきゃいけないというこの考え方をとると、永久にこれなくせないと

いうことになりますが、そのような理解でよろしいんでしょうか。 

○担当課（榊原慶治） 

 はい、ただいま下水道の普及率ですね、先ほど申し上げしたが、現在73.5％。単純割

りで言いますと、４分の３が終わって、あと残り４分の１になってきておると。事業とし

ましては、実際は半分ぐらい。面積等で考えますと、そのぐらいが終わっておるわけです

が、他に使っていただける方との割合ですと、もう75％近いものですから、あと25とい

うところで、このまま継続してどんどん接続を高めたいということで思っております。 

○仕分け人（永戸力） 

 となったら、100％になるとこの事業は終わる、この制度は終わるということ……。 

○担当課（榊原慶治） 

 今はそうです、はい。 

○コーディネーター（小村雄大） 

   という下水道事業があるということですね、今おっしゃったもので。 

○担当課（榊原慶治） 

 そうです。その賦課をするようなことですね。 

○仕分け人（露木幹也） 

 区域の整備が終われば見直し。 

○担当課（榊原慶治） 

 そうです、はい。  

○コーディネーター（小村雄大） 

 もともと、その負担する意味がなくなるということですからね。 

○仕分け人（露木幹也） 

 今の公平性の話になるとね、ちょっとそれは、私なりに聞かせていただきますけども、

確かに今までそういう制度があって、それを受けた人たち、それから、今後もしこれがな

くなった場合、受けた人、受けられなかった人、それが不公平なのか、それとも、今まで

ね、お金があって、一気に納められる人は、その分報償費がもらえた。だけど、一気に納

めることのできない人たちは、それがもらえないんだと。ここが不公平ではないんですか。
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そういうところもね、公平性っていうことであれば、いろいろ考え方があるので、単純に

今までどおりの制度がなくなってしまうから不公平なのかっていうことではないというふ

う思いますね。ちょっとその辺は、やっぱり頭に置くべきかなということです。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 ちょっと難しいっていうか、制度ちょっと最初にもうちょっとわかっていただきたいと

思います。これ、期別納付額っていうものに対して掛ける0.6掛ける前納月数っていうこ

とですから、年利換算すると7.2％、0.6掛ける12の7.2％っていうものでいいんですか。 

○担当課（榊原慶治） 

 はい、結構です。  

○コーディネーター（小村雄大） 

 そういうことですよね。7.2％、要するに早く払ってる額と、その部分の7.2％、年利

換算分の7.2％分を、要するに早く払ってくれたのであげますっていう理解でいいんです

よね。そういうことですよね。実際、当地での、当市って市が地方債って発行されておら

れますか。してますかね。さすがにわからないですかね。表面利率はわかんないですよね。

ちょっと調べてきたんで。愛知県が、実は７月13日に出しまして、最終のものでいくと

0.8％ぐらいです。要するに、まちがお金を調達してくると0.8％の年利ですね。今、こ

のまちが早期に払ってくださいっていうことでこの現金回収をした場合には、年利7.2％

割り引いてあげますっていうことになってるわけです。 

 逆に言うと、この7.2％割り引かれた部分で、最終的に予定額より少ない額に負担額が

なった場合は、その額っていうのは、事業費的にはどういう問題が起こるんですかね。ち

ょっとそこを教えてもらえますか。ただ、それ、100でしたって言ってたのが、7.2％分

奨励金としてあげてしまいました。最終的に負担金そのものの額が額面上減りましたと。

そのときに、事業費そのものが小さくなりますけども、そこは下水道負担当局として分配

はないんですか。答えられる方がおられる場合でいいですよ。  

○担当課（神谷弘泰） 

 確かに総額自体はですね、報奨金を払うことによって、そのように特定化した額よりも

報奨金をお支払いした額は、その分少なくなってきてるんですけども、一つにこれは、事

業をとにかく早く進めたいということがございますので、これで、この制度を使うことに

よって、単年度ですね、その年に一括納付するとその分だけ財源が、その年について財源

が来るわけですので、それを使って、またその整備をですね、早期にしていくと。その整

備をすることによって、まだつなぐ人がですね、後でつなぐのか、先につなぐのか。先に

つないでいただければ、その分は使用料収入という形で入ってきますので、ちょっと単純

に全部比較はしておるわけではないですけれども、そういったことも、実は早期接続につ

ながるというふうに思っております。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 下水道部門だけでいくと、そういうことも言えるのかもわからないけども、あくまで早

期なんですよね。ですから、皆さん方とすれば、7.2％の金利で早期にお金を引き上げて
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くるんだけども、安城市さんとすれば、１％ぐらいのお金で地方債の発行ができるかもし

れない。そこが減ってどうお考えになりますかね。 

 これ、恐らく平成４年度事業開始年度なので、平成４年度のころの金利っていうのは、

恐らくですよ、多分平成３年度か２年ぐらいが一番金利が高くて、郵便貯金とかでも8.9

とかのぐらいの金利の時期があったんじゃないかなと思います。そういう時期につくって

るので、お金を１カ月、１年もし預ければ、８％とか９％ですね。だって、平成４年ぐら

いで多分７％って、大体いいレートじゃないかなと思うんです。だけど、今恐らく皆さん

定期預金って預けられて、７％ついたら絶対全部預けますよね。そんな時代ではないわけ

ですよね。 

 その中で、市が早期前収として確保するために、簡単にいうと7.2％のコストを払って、

最終的にその7.2％のコスト負担分っていうのは、まさしくこの額なんですね。1,447万

円っていう額をどうしてるかっていうと、皆さんが税金で払ってるわけですよ。さて、こ

れを続けますか。実は、この一方では、0.8％とか１％で仮に借金したとしても使えるわ

けですけども、どうなんですか。これは、どういうことかっていうと、受益者の方が早期

に払われてる分、皆さんが税収で全体で負担をされている。昔はよかったんです、これの

同じ7.2％だったから。だけど、時期が変わって、すごい今はもっと安く調達できるお金

を受益者の方から早期に回収するっていう名目で7.2％分のお金を皆さんが税金負担して

事業促進のために払ってらっしゃいます。これがまずどうでしょうか、これでいいんでし

ょうかって一つね。 

 ２つ目、先ほどからあった公平性の理論でいくと、１カ月の金利が７％のときに７％の

金利負担するっていうのはよくわかりますよね。１カ月の金利が0. 0 0 1ぐらいのときに

７％の金利の制度を維持していったときに、必ず前の方との継続性を維持しなきゃいけな

いんでしょうかっていうとこも含めて、本当に継続性、お金の価値っていったときに、こ

の制度は、残る方々の早期事業のために市民の中でそれだけの差がある。どっちを差とと

らえるかですね。名目費として7.2っていったから7.2なんだっていう方もいるかもしれ

ないけども、金の運用価値っていうものなら、一たん１年で7.数％のところに7.2ってつ

くった制度を、0.0 01％ぐらいの金利のときに7.2％の制度を引き続きやっていくのは、

市民の方として、ああ、公平ですねと思うか、もう、それはちょっと違うんじゃないです

かってお考えになるかっていう、この２つの論点がメーンになるかと思います。ちょっと

制度的に金利の話が絡むんで、少し難しいと思う。ちょっとそういうことで解説さしてい

ただきます。露木さん、どうぞ。 

○仕分け人（露木幹也） 

 あと、これ、１人１回のその年の事業で考えれば、１回で納めてもらえば早く納まると

いうことなんですけども、これ、非常に継続的に事業をやっていますので、これ、単年で

一応この工事ことしやった者は先にもらう。じゃ、次の年やった者もそこでもらう。これ、

ずっとならしていくと、初めはいいんです。最後は、多分ずっと少しずつ減っていくとい

うことで、土地は、同じなんですよ。 
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 その年のが入ってきて、そこに入ってくるみんなが例えば前納した場合、みんなが５年

間で納めた場合、それは、最初と最後はちょっと違ってきますけれども、土地はずっと一

緒だということなんですよね。 

 だから、それで、だから、その年の事業費がうんとふえるということでは、私はないっ

ていうふうに思うんですね。そういうところを詰めて、実際にこれがですね、あと一つこ

こで、もう一つの目的となってるのが、滞納整理ということなんですが、実際に前納でき

るっていう方っていうのは、かなり余裕がある方なので、もともと滞納者になりにくい人

たちだというふうに思うんですね。だから、その辺のところを考えて、順次一緒にこれが

滞納早期の防止になってるのかっていうところは、やっぱりちょっと疑問があると思いま

す。そういうところを考えると、この制度自体もう時期では成り立ってないっていうこと

ですね。余り意味がないんじゃないかなっていうふうに私は考えます。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 いかがですか、こういうこと。 

○担当課（榊原慶治） 

 ちょっと、それの答えになるかどうかはわかりません。現状で、先ほども金額に対して

約９割ぐらいの方が一括納付していただいておりますと。実に、この単年で見ますと、先

ほどはちょっと積み上げの、今言われましたみたいに、昨年の平均値でその年度決算した

数字ですが、単年で、平成23年単年でやった場合に、賦課した件数が758件ございました。

そのうち一括納付をしていただいた方が639件で84％以上ということで、金利について高

い安いという議論はちょっとなかなか ませんが、今、事業としていいかどうかというと

きに、これだけ世の中の景気が下がっておる中で、一つそれが魅力であって、早く納付し

ていただける。それによって、次の段階です、接続ですよね。次に接続が早くなる。 

 これもある地区をことし見たんですが、平成24年の３月、４月１日から供用開始、今

４カ月ぐらいたっておるんですが、ある地区で110件ほどございます。そこの60％ぐらい

ですかね、その方から今もう接続の申請いただいております。通常１年で50％いけばい

いところが、４カ月で60％。その方たちほとんど前納なんです、前納報奨金で。 

 ですから、金額、％はなかなか難しい理論になりますけど、この制度があるということ

で、お金がある方ない方、当然あると思うんですが、比較的お金があるといったら、その

次の工事まで考えている方の次に動く段階が、流れが速いということで、今これを例えば

やめましょうというような議論になったとして、ちょっと想定はしたんですが、例えばで

すが、この金額ベース、先ほど23年で約１億4,400万円ほどあったんですが、これ、一括

納付が１億3,000万円ほどでした。この１億3,000万をすべて分納ですね、その扱いにし

た場合に2,600万円ほどとなりまして、１億円ほどの減収になる。その場合、事業総額か

ら差し引いて事業縮小するのか、借り入れするのか……。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 ごめんなさい、今の計算はどういう計算ですか。なぜ分納にしたら……。 

○担当課（榊原慶治） 
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 分納ですと、５分の１という考え方、５年間で払うものを１年では……。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 それは、だから、最終的に５年間の帳尻とした場合の事業費が変わらないわけですよね。

例えば、早期のこの前納制度があれば払うけども、ないと絶対負担金を払いませんってい

う人がいれば、最終的な受益者負担率の市としての回収率は落ちるかもしれませんけども、

そういうことではないですよね、スピードの問題ですよね、おっしゃってるのは。 

○担当課（榊原慶治） 

 そうです。今の下水の全体の計画ですね。年次計画を想定なり持っておりまして、この

10年、20年ですね。その中で今計算しますと……。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 了解です、ええ。 

○仕分け人（露木幹也） 

 ちょっと私が先ほど申し上げたのは、これ、今この制度があって、単年のある年に賦課

されたものについてはそうだと思いますよ。５年間だってなったのが、前納で納めてもら

う人が減っちゃうから、それは５分の１ぐらいになっちゃうのはわかります。だけど、そ

れ、制度やめれば、みんな５年間で、例えばですよ、平均して払っていけば、年度をそこ

でずっと、例えば１年目の人、２年目の人、３年目の人、４年目の人、５年目の人が同じ

金額が入ってくるんで、それは敷設した面積とか、それによってでこみ引っ込みは当然あ

ると思いますけれども、そこはある程度平均して入ってくる。だから、それが５分の１に

なるっていう理論ではないでしょっていうことを、は先ほど申し上げたんですが。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 そう思うんですよね。 

 あと、もう一つ、ほんとに事業のスピードが、この前納金として入ってくるお金が多く

なったからっていって、スピードが高まりますかね。皆さんとしての下水道の敷設計画と

か開設する計画っていうのは、基本的にはもっと別の世界できちっと決められてるものな

んじゃないですか。仮に決められて、お金が足らないとすれば、そのお金は、この7.2％

の金利負担をする制度がなくても、地方債を発行するなり、全体として工面するほうが、

むしろ市としては効率的な負担になるんじゃないんですかね。 

○担当課（榊原慶治） 

 私が先ほどから申し上げておるのは、最終的に早期の接続まで考えておるところがある

んです。接続していただけると使用料が発生しますので、その単で、例えば借り入れ分の

返済等ですね、そんなような資金繰りも考えれると。今おっしゃられたように、５年間と

かいう中で、言い方変えれば、事業縮小して入るお金でやればいいじゃないですかってい

うことが一つあると。 

 じゃ、私どもの借り入れをしていけば、一つありますね。例えば、先ほど申しました１

億が、当てにしとったのが入りませんから、じゃ、１億やっていけばいいんじゃないです

かという御意見ですよね。でも、それでいきますと、今の流れですと、完納された方の次
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の接続のスピードがあるんですよ。これが、分納になった場合に、若干ペースが落ちてく

るんじゃないかなというのは考えております。先ほど言いました、ある地区でどんどんと

進んでいただいたもんですから。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 要するに、7.2％分のお金を皆さん方は金利負担をされておられるわけですね。最終的

に、この負担はだれが払ってるかっていったら、受益者以外の一般市民の方が7.2％払っ

てるわけです。そこについての問題意識っていうのは、おありじゃないんですかね。簡単

に言うと、ある方が自分のお金を節約して7.2％の部分に払いを充てるっていうのは、逆

に言うと、その方が預金をする7.2％を、極端に言えば、一般市民の方が税金で負担して

あげてますっていうことと何ら変わりはないんですよ。それで本当によろしいですかって

いうことについての問題点はないでしょうかっていうことなんです。 

 皆さん今90％の方が使ってますって、それはそうですよね。金利が0.001幾つの時代に

7.2％の金利で、そのお金の利子負担額を皆さんにあげますって言われれば、それは、こ

の制度を使ってらっしゃる方を批判してるわけじゃないんですけども、それは、普通の経

済行動として使いますね。何としてでも使うと思います。最も効率がいいお金の回し方で

すから。だけど、その財源が、最終的に一般会計から出てるっていうことは、それに使っ

てらっしゃらない皆さん、安城市民の方の税金の負担で出てるんですよ。だから、今のこ

の制度の中の方としていくと、前の方、後の方のバランス悪いですねっていうことなんで

すけども、一方では、下水道のこの受益者っていう形の制度に入っておられる方と、それ

以外の一般市民の方っていったときに、この御時世の7.2％の金利負担を実は市民の方全

体でしているんだっていう制度なので問題はないかっていうことなんです。 

○仕分け人（露木幹也） 

 ちょっとわかりやすく言うと、例えば金利が高いときには、この制度を受けるために、

じゃ、10万用意するのに銀行から借りて10万円払ったら、もう金利一緒だから何の得に

もならないです。でも、今この地域だったら、銀行から10万借りて前納しちゃえば、

7.2％の金利が入ってくるというのと同じことなんですよ、市民とすればね。だから、そ

こがほんとにいいのかということが、じゃ、昔やっていた人と、それでも公平なのかどう

か。そこら辺の問題点はないんでしょうかと。じゃ、ある人が10万円銀行から借りてそ

れを払った場合に、もうかった分を税金が補てんをしていると、税金でもうけているとい

う構図になっていますねということですね。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 一般の市税のときの前納負担金をやめられたということを聞いてるんですけど、それは、

今、制度としてそれでよろしいんですか。そういうことですよね。ちょっと事前に聞いて

ますけども、であれば、数字の理屈とすれば、全く同じではないかという気がするんです

けどね。 

○仕分け人（露木幹也） 

 例えば、起債を起こすのにこういう制度をやってたら、起債に制限されることがないん
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ですよね。ないですよね。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 そうしましたら、シートのほうちょっと書き進めながらお願いします。 

○仕分け人（永戸力） 

 先ほどの御説明のところですね、この前納してもらわないと、早期接続ができないとい

うような趣旨のことをおっしゃっておられましたが、ここのつながりがよくわからないん

ですけども、どういう理由で……。 

○担当課（榊原慶治） 

 前納しなければつなげないことはありません。分納の方にも出していただいとるんです

が、傾向として、前納された方の申請がすごく９割方ということです。逆に、分納された

方は、同じような面では少ない。３年、５年後になるとか。 

○仕分け人（永戸力） 

 接続の申請っていうことですか。 

○担当課（榊原慶治） 

 そうです、そうです。接続をしていただくということが。 

○仕分け人（露木幹也） 

 でも、それは、因果関係はちょっと言えないですよね。９割方の人が前納してるわけで

すよね。例えば、じゃ、９割前納できる人は、お金に余裕のある方は接続をしていきます

と。それができない人々は、お金に余裕のない方は接続もできない、おくれてるんですと

いうそういう因果関係があるかもしれないですね。単純にマイナスの数が、前納報奨金の

ものがあるから接続はするけれどもという因果関係認められないですよね。 

○仕分け人（山下眞志） 

 何か先ほどのお話聞いてると、7.2の金利分ですぐ接続してくれるんだっていうふうな

お話がされたと思うんですけど、そうすると、接続する分まで結局税金で払ってるのかっ

ていう、に聞こえたんですけども、そうなるんですかね。 

○担当課（榊原慶治） 

 私のほうは、金利が高いからどうのこうのって言ったんじゃなくて、受益者負担金は早

く納めていただいた方が、接続が早いという意味であります。金利が高い低いということ

は、お話ではありません。ただ、この前納報奨金制度を使って、次の行動を起こされる方

は、そういう方が多いと。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 多いってことですね。 

○担当課（榊原慶治） 

 はい。それがもう先ほどから例で申しましたところで、４カ月そこらでもうほとんど完

納された方が申請を出されたという・・・。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 そういうことですね。だから、一括で前納される方は資金的に、そこのまず負担金をす
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べて払い切る余裕があったから、逆に言うと、家の中のほかの整備とか、そこも早期にさ

れて、最終的に率が高くなっているっていうことなんですね。 

○仕分け人（小笠原豊子） 

 平成４年度がですね、約20年間で普及率が73.5％ということで、あと約25％がもう残

っているという状況なんですけど、市としては、あと、未来ですね、何年間ぐらいで

100％にしたいのか。そういうことは、また市民のほうに示してみえるのか。その辺の展

望をお聞きしたいと思います。 

○担当課（榊原慶治） 

 最終がいつまでっていうのは、たしか公表はしてないと思いますが、総合計画等ですね、

10年計画、そこら辺では数字的には出ております。ただ、いつまでできるかで、一つは

補助金等の条件もございますし、単位面積、今の事業の事業費ベース割でいっても、まだ

何十年はかかるのかなとは思われます。 

○仕分け人（露木幹也） 

 ちょっとさっき接続の話が出たので、例えば接続に対して資金貸し付けとかは、よくど

この市町村もやってると思うんですが、安城市さんはそれはやられてますか。 

○担当課（榊原慶治） 

 融資あっせんで利子の補給をしております。３年以内に接続される方の。 

○仕分け人（露木幹也） 

 これ、10万、貸し付けじゃなくて、利子補給をしてるということ。 

○担当課（榊原慶治） 

 そうです。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 そしたら、おおよそここの、この事業の盲点って、割と明快でありまして、今のような

全体の受益、あるいは負担の関係、近隣の各方のこういう流れの中での、現時点で今の設

定の問題はどう考えるかということで御判断をいただきたいと思います。シートのほうは、

記載いただいて、提出いただくということでお願いいたします。 

 これ、過去から平成５年からというのは、金利の利回りの見直しっていうのは、一度も

されておられないっていうことですか。 

○担当課（筒井良廣） 

 利率のほうはやってないです。税のほうがターゲットというか、廃止に合わせてですね、

そのときの検討はさしていただいたんですけども、税とは性格が違うということで、税率

のほうは固定資産税でいえば、土地に対しての毎年かかるものですので、やめてもですね、

こういうふうになることはないと。ただ、こちらのほうは、土地に対して一度だけという

面がありますので、途中でやめてしまうと、まだ受けてない人とは不公平かなということ

もあります。 

 税がやめた背景には、前納は24年からですね、一応24年という早いときから前納報奨

金制度やっておるんですが、こちらのほうが平成５年ということで比較的新しくて、まだ
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皆様方にもですね、固定資産税ということであれば周知できとると思うんですが、この下

水道の負担金っていう言葉というか、意味というか、知っておられる方も少ないというよ

うな状況もありましてですね、あと、税の方は特別徴収の方には報奨金を受けられないと

いうような制度でしたので、不公平からやめられたと思うんですが、そちらのほうとして、

こういったような要素はあるもんですから、存続という形で今まで見ております。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 今、収納率が98％でっていうことですけども、逆に言うと、収納率の裏側が滞納、要

するに期限内にお支払いいただいていないっていうことでよろしいですか。２％の方は、

敷設のパスの  、約２割の方が期限内の、お約束の期限内に払われていないということ

ですかね。 

○担当課（筒井良廣） 

 そういうことになります。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 ちなみに、本件についていっても、受益者負担金そのものっていうのは、市としては、

例えば差し押さえとか法的な手段はもちろんとれますよね。 

○担当課（筒井良廣） 

 はい、昨年ですね、差し押さえを９件ほどやっておりまして、料金のほうで突き合わさ

していただいてます。 

○仕分け人（露木幹也） 

それ、期限内に納まってない。期限超えても納まれば。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 収納っていうのは、やっぱり基本的にこれ、５カ年なら５カ年の間で帰ってきてない人

が２％っていう理解でいいんですかね。別に、それとも……。 

○担当課（榊原慶治） 

 毎年毎年。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 毎年ですか。ですから、トータルでいろいろ催促したりとかして入ってくるものもある

ということですね。もともと最初の約束で、例えば分納していくとすれば、分納の各請求

月において入ってない人がこれぐらいいらっしゃいますということです。わかりました。 

 そうしましたら、こちらのテーブルのほうで仕分けの決をとりたいと思います。 

 受益者負担金前納報奨金事務についてでございますけれども、これについて不要と思わ

れる方、２人。ゼロベースで見直しの方、お２人。実施主体の見直し、要改善が１人。２

と２と１になりましたので、この場合にはコーディネーターの裁量で行うということなん

で、私は不要というものに入れさしていただいて３っていう形で、このテーブルでは、不

要という形にしたいと思います。 

 続きまして、市民判定人の方ですが、不要が２、ゼロベースで見直しが４、実施主体の

見直しが２、要改善が７、現行どおり・拡充が３です。少し割れていますね。全体で18
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人ですが、不要が２、ゼロベースで見直しが４、実施主体の見直しが２、要改善が７、現

行・拡充の方が３になります。 

 そうしましたら、市民の方から御意見あれば、ちょっとお願いできればと思いますが、

どなたかいかがでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

○市民判定人 

 すいません、話が難しくてちょっとわからなかった点があったんですが、私が安城市民

として思ったのは、私の地域はとても早く接続されました。一番にこの報奨金制度があっ

て助かりました。それで、今後もしなくなったらですね、私がもしその立場の人だったら、

好きで後になったわけじゃないですね、下水は。順番に安城市の、例えば私だったら緑町

の地域が一番でしたけど、例えば桜井の方は一番最後になったとか、順番が確定できてな

いので、一番最後にもし私がその地域になった場合、何で何十年も前の人が、そんなにた

くさんのお金がいただいたのに、私たちはもらえないかなっていうふうに、多分不公平に

思うと思うので、その辺はちょっと考えて仕分け人の方にちょっと、もちろん   だと

は思うんですが、そういうこともちょっと市民の目では、単純な目で難しいことはわかり

ませんが、私は報奨金制度は公平だとは思いました。 

 以上です。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 ありがとうございます。そのほかございますかね。 

 はい、どうぞ。 

○市民判定人 

 今まで税金とか市のほうに納めるお金で一括納付にすると、やっぱり報奨金があって、

かなり自分も使ったんですけども、基本的には、そのころはもう郵便局でも６％、７％の

利息でした。だから、やっぱり今ちょっといいところで、期末のボーナスなんかだと

0.35みたいなところもあるんですが、その程度の報奨金にすれば、そんなにね、やっぱ

り時代の流れというか、市民としても全くないというのはね、それこそさっきの方が言わ

れたみたいに、遅いと早いとですごく違うっていう気持ちになってしまうので、やっぱり

その辺はちょっと考えていただきたいなっていうふうに今思いました。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 はい、ありがとうございます。 

 割と淡白に、こちらのテーブルはちょっというふうに聞こえたかもしれませんけど、も

ちろん多分適宜見直しできれば、また状況も違ってる部分もあるのかもわかりません。た

だ、この制度としての報奨金準備というところで見据えた中での仕分け人として、先ほど

の結果でありますので、その点は我々の考えとして、まず見させていただいた上で、逆に

市民の方の了解で全然動いているのは、まさしく、代表して言われた意見が多かったです。

全体の中でやっぱり現行どおりという話もあるし、全体の受益制度の順番があるので、そ

ういう観点から理屈中心に見直す、あるいはそういうきちっとＰＲをしていくっていう部
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分をお願いしたいという話でありますので、こちらのテーブルでの議論もあり、皆さん方

での結果があって、最終的に皆様方の結果でですね、事業仕分けのほうがされますので、

それで構わないかなと思います。それぞれ御趣旨として御説明いただいた分はよくわかり

ます、ええ。 

 ということで、今回のこの仕分けについては、仕分け人のテーブルのほうは不要という

結論ではありますけども、市民判定人の皆さんについては、要改善ということであります

ので、その対応を踏まえていただいて、こういうことは、なかなかお金の概念なので、か

なり皆さんの違いがやはり出てくるかと思います。名目の利率という部分でとらえられる

方、制度の増にとらえられる方、いろいろあるかと思いますので、そういった市民感情も

含めて配慮いただいて、見直しの内容をまた決めていただければと、そういうふうに思い

ます。よろしくお願いします。 

 では、もう最初の事業につきましては、要改善ということで、これで終わらしていただ

きます。どうもありがとうございました。 

○担当課（榊原慶治） 

 ありがとうございました。 

 

（事業番号１１（事業番号１１（事業番号１１（事業番号１１    公園整備事業）公園整備事業）公園整備事業）公園整備事業）     

○コーディネーター（小村雄大） 

 はい、それでは、２つ目の事業に入っていきたいと思います。ページ数65ページにな

ります。公園整備事業、担当課長から御説明します。 

○担当課（石川勝己） 

 皆さん、こんにちは。公園緑地課長の石川と言います。本日はですね、花とみどりの係

長若林と公園緑地係長の稲垣、３人で説明さしていただきます。どうぞよろしくお願いし

ます。 

○担当課（石川勝己） 

 座って説明をさしていただきます。 

 では、65ページの事業シートに基づいて説明をさしていただきます。 

 事業名は公園整備事業で、この事業は、主に新たな公園の整備をする事業であります。

実施の範囲につきましては、記載のとおりなんですが、公園はスポーツやレクリエーショ

ンの活動の場であり、また、自然環境の保護とか、そして、市民の皆さんの憩いの空間、

そして、ちょっとここは防災と書いてありますけど、災害時にですね、避難の場なので、

多くの機能を持った重要な都市施設となっております。 

 安城市の公園の数がですね、決して満足できる数字ではないですから、市民の方よりで

すね、積極的に整備が求められているのが現状であります。そして、また、こういう厳し

い財政状況でありますので、なかなか整備のほうが追いついていかないというのが現状で

あります。 

 目的といたしましては、平成22年にですね、作成しました緑の基本計画に基づきまし
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て新たな公園整備を進めております。 

 指標としましては、１人当たりの都市公園での面積量を書いてありますけども、整備面

積、これが平成19年度の数字ですが、4.8平方メートルに対して平成32年では７平方メー

トルにふやすという計画であります。そして、２番目の歩いて行ける公園、これにつきま

しては、市街化区域内、安城市は市街化区域と調整区域がありますが、そのうちの市街化

区域内においても歩いていける公園の整備率を平成19年度72.3％に対して、平成32年度

には77％にふやしていくという計画でございます。実施方法につきましては、整備工事

につきましては、公園土木業者により入札によって請負工事を施工していきます。それか

ら、設計につきましては、コンサルタントに委託をしております。 

 それからですね、事業内容につきましては、まず、公園をですね、レイアウト、園路か

の広場、そして、公園施設、遊具、ベンチ、水飲み、トイレなどを決める公園設計、こう

いったものにつきましてはですね、地域住民の皆様が、またこういった子ども会だとか老

人クラブの方だとか、公園に隣接している市民の皆様、そして町内の皆様、こういう方々

に集まっていただいてですね、意見交換会、ワークショップを行っております。それによ

って、公園の設計をいたしております。 

 平成23年度のですね、施工したものは下に書いてある記載のとおりなんですが、荒曽

根公園、池浦西公園、桜井中央公園は新設公園となっております。一番下の堀内公園につ

きましては、平成４年度に開園しておりますけども、今年度ですね、20周年を迎えると

いうことで、23年度バリアフリー化方針もございまして、皆さんの多くの皆さんの御来

園を待ちしておるという状況でございます。 

 １枚はねていただいて、66ページですけども、この中の下から３番目、事業の自己評

価につきましてはですね、先ほども申し上げましたように、公園設計では、地域住民の方

に参加をしていただいてワークショップを行っております。それにより、市民のニーズを

把握した公園整備ができていると考えております。植栽につきましては、愛知県の助成事

業でありますあいち森と緑づくり事業において植樹祭を毎回200名以上の方ですね、参加

をしていたいだて、愛着を持った公園整備となっております。 

 それから、比較参考値、下の部分になりますけども、記載のとおり安城市、愛知県、刈

谷市、碧南市、全国という形で記載がされております。  は、委託でございます平成

19年から23年にかけてこのような順番で整備をしてまいりました。 

 簡単ではございますが、これで説明を終わらせていただきます。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 はい、ありがとうございました。 

 じゃ、審議に入っていきたいと思います。 

 はい、じゃ。 

○仕分け人（財前かのこ） 

 まず、一番最初に確認なんですけど、今の一人当たり都市公園の整備面積が4.8平方メ

ートルとあるんですが、これは、デンパークは入っていないというふうに伺ってますが、
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それでよろしいですか。 

○担当課（石川勝己） 

 そうですね。デンパークは、今の都市公園という位置づけじゃないですから、数字的に

はカウントされておりません。 

○仕分け人（財前かのこ） 

 それで、そのデンパークをどかしたので4.8であるとして、何で７平方メートルにふや

さなきゃいけないんですか。 

○担当課（石川勝己） 

 ７平方メートルというところなんですけども、以前のですね、都市公園法の施行令では、

10平米というのが載っておりました。それに基づいてですね、事業を進めてまいったわ

けなんですけども、とてもとてもちょっと10平米というと、夢のような数字となってお

ります。現実的にはなかなか難しいのかなというふうに思っておりますので、この緑の基

本計画の折にですね、それに向かってですね、これが平成32年、2020年を目標にした数

値でございますので、７平方メートルということで、ほんとに妥当かどうかっていうのは

あれなんですけど、その現状と目標値の中間値ということで目標としております。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 多分一般の方にしてみると、先ほど満足できる水準ってないんだというお話が冒頭あっ

て、その上で4.8平米から7.0平米に2020年までにしますと。昨今やっぱり防災とかいろ

んな問題がやっぱりあるんで、どういう考え方から7.0にしますっていうことを言ってる

のかなっていうのは、かなり御関心事だと思うんですね。そういった意味で、決まってき

てるものではないんでしょうか。建築基準法施行令に10平米とあったってのは、これは

目標なんですかね。 

 だとしたら、それも10平米が何であるかっていうことを確認せずに施行令にあったか

ら10平米です。だから中間値で７ですっていうと、余り市民の皆さん的には何が目標な

のかとか、つくったらどう変わるんだろうかっていうことには、なかなかわかりにくいと

ころだと思うんですけども、そこについての4.8から７、こう変わったらこういうことに

なるんですよっていうこと、あるいは防災上の観点からこうこうこういう理由でここまで

引き上げなければいけないのですという御検討、こういったことについてはされておられ

るんですかね。 

○担当課（石川勝己） 

 はい、先ほどの都市公園施行令なんですけども、その前に緑の大綱というのがありまし

て、それが10平米というようなことがうたわれておって、そちらが本当に満足できると

いうような表現になっておったんですが、その施行令のほうでは10平米ということで数

字が残されております。安城市におきましては、身近に行ける公園、それの整備をしたい

ということで、目標としては、誘致距離としては250メーター範囲で行ける公園の整備を

進めていきたいということで、その数字を広げながら７平米ということで……。 

○コーディネーター（小村雄大） 
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 じゃ、同じくちょっと目的としての①、②になんて、②のほうですけど、歩いて行ける

公園は、じゃ、250メーターの範囲の中っていうことなんですね。250メーターっていう

のが歩いて行けるという定義であると。それを72.3から77％に2020年までにふやすって

いうのは、何で決められてるんですか。なぜ、こういう目標をつくったんですか。77％

まで達成したら、次どうされますか。 

○担当課（石川勝己） 

 はい、まず、77％というのはですね、一くくり、市街化の中の一くくりというのがあ

りまして、そこのところで４カ所またこの緑の基本計画でピックアップをしてですね、そ

れで、そこのところを整備していきたいというのがこの77％ということになっておりま

す。それから、将来的には、歩いて行ける公園、市街化区域については100を目指してい

きたいということであります。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 10 0を目指していきたい、100もそうですけども、77％の目的は、４カ所の公園を整備

したら77％になりますっていうのは、逆に言うと本末転倒な話で、皆さんとして目標が

あるから４つの公園を整備しますっていうことでなければ恐らくなくて、それは単に公園

の数が多ければ多いほど意味があると言っていることとほぼ同趣旨の御意見かなっていう

気がするんですが、市としての防災的な機能とか都市福祉としての機能を含めた中での何

らかのお考えってのは、そこはあるっていうわけではないっていうことなんですか。 

○担当課（石川勝己） 

 当然、都市公園になりますので、市街化の中で公園整備をするということは、火災だと

かそのときの延焼を防ぐだとか、それからいっとき、これは、避難地は決まっとるんです

けども、いっとき、一時的にですね、避難する公園というのが必要であるいうことで考え

ていますので、将来やはり100％にしたいということになってきます。 

○仕分け人（小笠原豊子） 

 市民にとっては、公園というのはすごく  があるところで、多いほうがいいんですけ

ど、今3.11の大震災を受けて避難場所の確保っていうことがすごく大きなポイントにな

ってくると思うんですけども、あと、市民ニーズとのバランスっていうことで、市民の方

の要望、私の言ってることも考えるんですけども、市として防災っていう観点からも一つ

の指針を出して、このバランスを少し調整していく形でいいと思うんですけども、行政の

考えはどのようでしょうか。 

○担当課（石川勝己） 

 防災公園としての大きな大規模公園については、今のところ考えはないんですが、まず

もって、先ほど言った歩いて行ける街区公園というのは、歩いて行ける公園だということ

で、何かあったらすぐそちらのほうに避難ができる、そういった整備を今考えて、ですか

ら、身近な公園を整備していきたいというのが、この先ほど言った、②の歩いて行ける公

園、これを、整備を進めていきたいというのが、この今の現状です。 

○仕分け人（小笠原豊子） 
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 それは十分わかってるんですけど、歩いて行ける公園って比較的身近なとこですよね。

数が結構多くなると思うんですけども、災害の避難場所として考えるときに、小さな公園

を幾つかつくるということよりも、大きな公園を１つつくってたくさんの避難場所を確保

するというような視点はないんでしょうか。 

○担当課（石川勝己） 

 ちょっと管轄が違って申しわけないんですけども、今、安城市はですね、総合運動公園、

それから柿田公園、それから秋葉公園という３つの公園が避難地に指定されております。

あと、先ほど言いましたように、今の大きな防災公園をつくるというのは、現在のところ

正直言ってありません。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 今、管轄がって当初言われたのは、皆さん以外に防災公園を担当する課があるという理

解でいいんですか。     

○担当課（石川勝己） 

 防災を考える課が別にあるということです。 

○仕分け人（財前かのこ） 

 今の関連なんですけど、防災を考える課が別にあって、一方で、この公園整備事業さん

としては、防災面の避難場所の確保っていうのが目的にあるわけですよね。その防災時の

避難場所の確保っていうのを考える、公園に生かすその仕組みというか、それを話し合う

場所というのが、これを見る限りないと思うんですが、何かあるんでしょうか。 

○担当課（石川勝己） 

 協議をする場所ということでしょうか。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 まあそういうことですよね、ええ。 

○担当課（石川勝己） 

 既存の公園については、それをいかに生かしていくかというのは、協議は当然されてま

す。先ほど言いました避難時に指定されている公園、そのほかに仮設住宅を建てれる公園、

そういったことの協議はしておりますけども、今、防災公園をつくるというそういった観

点の協議は、今はありません。 

○仕分け人（山下眞志） 

 今の話聞いてると、特に防災上の問題なんで、市街化区域内の公園をどうするかという

話につながっていくと思うんですけども、この77％をふやすことでどれぐらいの市民が

減災につながるとかそういうことは考えられてこれ、やってみえるのか、公園の配置にし

ろですね、やっぱり適切なとこに持っていかないと、結局逆に危ないということもあると

思うんで、そういうところ、もう少し市全体で考えられるという仕組みがあるのかないの

か。その辺ちょっとお伺いしたいんですけども。 

○担当課（石川勝己） 

 こういった時代ですので、減災というのは非常に大切なことであるとは思っております
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けども、今の防災との絡みで公園をつくることによって、新たな公園をふやしていくこと、

適地のところにですね、適地のところというのは、やっぱり分散をしていくというふうに

考えて、だぶってつくっていくというよりは、分散されてというか、皆さんが歩いて行け

る範囲の公園が整備されることが減災につながっていくのかなと思っておりますし、それ

から、防災公園についてもですね、今、避難所っていうのが安城市には、公民館だとか、

それから学校等々たくさんありますので、そちらのほうが避難所というふうになっており、

そういう設定となっておりますので、今、公園緑地課としては、身近に行ける公園整備を

主に整備を進めていきたいというふうに考えております。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 もう2020年までは日本経済の目標値として掲げてしまったから、３月11日に地震があ

ってもっていう感じにもちょっと聞こえるんですけど、何ていうんですかね、例えば、い

つまでに、どんなくらいの規模の公園をどこに、最後に幾らでっていうこともあるんです

けどね、つくるっていうことを、全体にいろんな今の防災とかの観点から含めて、市民に

やっぱり説明をされるっていうことがですね、少なくともここでの説明の中に防災とか、

先ほどみたいに近々費用を受けていくためっていうことであれば、やはり必要なのかなと

いう気がして、今の身近なところでつくることが防災にも役立ちますよってのは、多分そ

ういう側面もあるんでしょうけども、どうもちょっとお聞きしていると、2020までのこ

の計画は変えませんっていうこととともに、比較的防災対応っていう意味での大きな公園

っていうものではなくて、小さな公園でもいいから4.8を7.0にしよう、歩いて行けるっ

ていうものをふやそうというふうにちょっと聞こえてしまうんですけども、そのあたりは、

2020年まで、これでいきたいっていうことなんですかね。 

○担当課（石川勝己） 

 現在のところはこの計画で進めていきたいということで、これにつきましてはですね、

皆さん御存じのとおり、ほんとに整備に費用がかかりますし、用地費、買収についても大

変な費用かかりますので、その辺を踏まえながら進めていきたいということでございます。 

 今後整備する公園につきましてはですね、市街化の中の公園のない地区の整備だとか、

それから、現在進めている区画整理事業、ここで生み出された公園用地での整備だとか、

そういったことを考えております。 

○仕分け人（露木幹也） 

 基本的にですね、緑の基本計画っていうのがあって、この中に公園の整備計画が入って

おりますね。それの中で目標設定がされていて、今はそれに従って進めていこうというこ

とはよくわかりました。 

 去年、ああいう地震があった中で、防災という面が、非常に公園の中ではね、今までは

そういうことは余りなかったと思うんですね。どっちかっていうと、憩いの場としての公

園整備っていうことが主だったんですが、今、その公園整備の中にも防災っていう視点が

非常に高まってきている。そういう中で見直しをするという、今はしていないんですが、

今後していこうという機運が出てきていますね。 
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 わかりました、はい。私は、自分の市に比べると大きな公園がですね、この間も見せて

いただきましたけど、こんなに広い公園、運動公園があるんだというふうにはちょっと感

じたんですよ。この駅前のですね、ツインパークですか、はかなり広いエリアをとってら

れるし、となると、多分２つともない地域がどっかにあるんだろうなという気がするんで

すね。そういう地域の中で整備計画っていうのも、これは長い中でこれ、入っていくとい

うことでよろしいんでしょうか。 

○担当課（石川勝己） 

 そうですね、２番目のところのですね、77％にするっていうのは、公園のない区域の

整備を進めて77％にしていくということでございます。 

○仕分け人（露木幹也） 

 あと、公園整備の中でやっぱり一番大きな問題というのは、用地の確保だというふうに

思うんですが、そういう地域では、ある程度、用地のめどをつけているとか、この辺を区

画、例えば公有地があるとか、そういうものっていうのはあるんでしょうか。 

○担当課（石川勝己） 

 なかなか難しい問題なんですが、不足地域で今１カ所動き出してはおります。 

○仕分け人（財前かのこ） 

 歩いて行ける大きなところ、私が聞きもらしたんですが、歩いて行ける公園っていうの

は、具体的にどのぐらいの距離とか何分以内で行けるとかってあるんですか。 

○担当課（石川勝己） 

 距離にしては250メートルということで、これは、以前の公園の施行令の基準で、それ

を今も引っ張っております。 

○仕分け人（財前かのこ） 

 安城市の場合、多分ほとんどの人が、車で移動していて、歩いてどっかに移動っていう

ことがあんまりないと思うんですね。なので、その辺の事情を含めて、それでも250メー

トルを維持しなきゃいけないというふうにお考えならば、その理由は何なんですか。 

○担当課（石川勝己） 

 そうですね、安城市の方は、ちょっとかなり市街地ばっかりでですね、そういった理由

もあってってっていふうに待ってるという･･･、非常に車の御利用が多いということで、

以前にですね、街区公園の中に駐車場をつくってくれっていうようなお話がありました。

駐車場、街区公園といいますと2,500平米ですね。2,500平米のところに駐車場、じゃ、

10台も20台も確保なんていうと、かなりの面積減ってしまう。じゃ、１台、２台。じゃ、

１台とめられたら使えんというようなことで、街区公園、今の歩いて行ける公園というの

は、あくまでも徒歩とか自転車で行っていただいて利用していただくという。車で利用と

なると、安城市、幾つか公園があります。堀内公園だとか、それから総合運動公園、それ

から柿田公園、そういったところで駐車場を十分完備しております。それで、街区公園で

遊べるような小さなお子さん方が、ある程度の年代も遊べるような施設も整備がされてお

ります。車で御利用の方は、そういった公園を御利用いただきたいなというふう考えてお
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ります。 

○仕分け人（露木幹也） 

 じゃ、１点確認をさしていただきたいんですが、通常、大規模開発を行う場合に、例え

ば宅地分譲するとなると、その中に公園の設置義務があったりするわけですね。当然それ

を市が引き取って管理をするというような形になると思います。そういう公園も全部含め

て今、こういうカウントされていますか。 

○担当課（石川勝己） 

 そうですね、大規模開発による公園というのは、うちでいう都市公園にはなってないで

すから、カウントがされておりません。この中に、じゃ、何が安城市に広場としてあるの

かなということで、今言われたような開発によってできた、通常で言うと、ちびっこ広場

って言われているもの。それから、変えるだけではなくて、どうしても市街化調整区域に

おいてはですね、なかなかこういう整備が進まないということで、これ、子育て支援課の

補助がありまして、ちびっこ広場を整備する補助があります。その補助で整備をしていた

だいて、地元で、地元町内会で管理をしていただいて、子どもたちが遊んでいるというよ

うな状況と。 

 それから、もう一つ、安城も非常にですね、子ども会のソフトボールだとかフットベー

スだとか、それから少年野球等々、非常にスポーツが盛んでして、各やっぱり市街化調整

区域のほうの町内でですね、広場がないもんですから、広場が欲しいということで、これ

は、青少年の家の補助なんですけども、子ども運動広場ということで、子どもたちがソフ

トができるぐらいの大きさのグラウンドの整備費、そちらのほうの費用を補助で出してい

るという制度があります。これも地元管理ということで、はい、実施しております。 

○仕分け人（露木幹也） 

 あと、今の件に関してですね、余り規模が中程度の場合に、中途半端な公園ができちゃ

うんですよね、開発に伴い。そういう場合に、公園つくんなくていいから、市が行う公園

整備に負担金で出しなさいよというような制度を行ってるとこはあると思うんですが、そ

れは、先ほどね、小笠原さんもちょっと言っておりますけど、ちっちゃいのをいっぱいつ

くってもしょうがないんじゃない。まとめてつくる必要が、やっぱり計画的にあるんでし

ょうねと、ちょっとそういう制度を持ってるところもあるんで、ちょっとそういうのも研

究されてもいいのかなというふうにちょっと･･･。 

○仕分け人（永戸力） 

 １点お聞きしたいんですが、事業概要のところの対象というのは、公園利用者とだけし

か書いていないんですけども、公園利用者の方々の実態とか満足度っていうのは、どうい

う形で把握されてるんですか。 

○担当課（石川勝己） 

 公園利用者の実態そのものは、把握はしてないですが、この緑の基本計画をつくるとき

に、アンケートを実施さしていただいております。その中で、数字的には……。 

○担当課（稲垣弘二） 
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 公園緑地課の稲垣と言います。お願いします。 

 市民アンケートのほうを公園管理でとっておりまして、これは、平成19年度、2,000人

を対象にしてアンケート配ってます。この中で、回答率が46％だったと思います。この

中で、公園の整備のあり方っていうことで、皆さんについて、今後どのような公園を希望

されますかっていうことで、大規模公園を求める方、小規模な公園を求める方っていうこ

とをあわせて全部で87.2％の方が今後公園を整備してほしいという結果が出てます。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 大規模とかそういう、いつもとられているわけですよね。 

○担当課（稲垣弘二） 

 はい、もう少し詳細に説明しますと、小規模でも身近な公園をたくさん欲しいって言わ

れる方が 22.1 ％、小さいやつじゃなくて、大規模な公園が欲しいって言われる方が

19.3％、大小両方欲しいって言われる方が45.8％です。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 恐らく欲しいですかって聞けば、大多数の方がですので、みんな多分欲しい。例えば、

何かの物の値段が安いほうがいいんじゃないですかって聞けば、多分皆さん安いというの

でということなんですけど、皆さんは、じゃ、そのアンケートの中から課題だなと思った

ことっていうのは、何かあったんですかね。あと、加えて、この事業の性格が、やっぱり

市民の皆さんとして、どうしても聞いてほしいのは、やっぱり幾らでやるか、あるいはコ

ストを削減する努力、最終的にはそれが最終的な公園の面積とか、そういうもののスピー

ド感にもつながっていくんですけども、そういったところとあわせて皆さんの仕事の課題

っていうのは何ですか。そういったところにコスト管理低減させるために、どういった工

夫されてるか少し教えてください。 

○担当課（石川勝己） 

 まず、ちょっと先ほど大規模公園という話がありましたもんですから、その中で、実は、

安城市の一番南のほうにあります東端等を境に油ヶ淵というのがあるんですが、そちらの

ほうがですね、西三河で初めての県営公園、県営の広域公園というのが整備途中でありま

す。最終的には139ヘクタールだったかな、ということで、  も含めてなんですが、そ

ういった整備も計画されておりますので、このアンケートの19.3％という方の  の拠

点、あるいは一部ですね、答えが出るのかなというふうには考えております。 

 それから、コストの話がありましたけども、バブルの時代のときの整備とは随分安城市

のほうもですね、公園のみならずいろんな工事ではですね、コスト削減ということで、細

かいところから取り組んでおります。公園でいうとですね、脱色アスファルト、石のよう

な舗装が以前されとったところですけども、最近ではちょっと担当としてはですね、寂し

いですけども黒い舗装、安価の黒い舗装をしたりとかいうような、少しですけどもそうい

った位置づけでやっております。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 個別化ではわかりますが、77％に2020年までにやっていくときに、幾らでっていう事
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業計画の目標ってお持ちになっていますか。それと、個々の公園をつくるときに、トータ

ルがこれぐらいのお金がかかるんだっていうことを持たれていて、かつホームページ等で

公表されていらっしゃいますか。 

○担当課（石川勝己） 

 今ですね、幾らでっていうのは、正直言ってつかんでないです。それから、平米当たり

の単価、１平米当たり幾ら、それに対するトイレが幾らというようなことで予算化はして

おります。それから、七、八年前と比べると、半分以下の、財政の苦しい事情で半分以下

になって原価請求しています。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 それは、単位当たりの値段が半分ぐらいになってる……。 

○担当課（石川勝己） 

 そうですね。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 そういうことをきちんとされている。 

○担当課（石川勝己） 

 そうですね、はい。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 じゃ、そこはやっぱり示されたほうがいいですね。というのは、ワークショップを開催

して、多分皆さんどういうものがいいですかって言ったら、やっぱり住民感覚とすれば、

よりいいもんつくってくださいって、やっぱり言いたくなりますよね。地域の住民の方で

すから、自分の近くによりいいものつくってください。だけど、最終的に全体の税金の負

担で、出されてるのも住民の皆さんだと。使うのも考案するのも皆さんなんで、そういっ

たときに、ここまではできますけど、ここまではできませんよっていう。やっぱり基準は

持っておかれないといけませんし、そういう中でのコストダウンの取り組みっていうのは

しておかないと、なかなか対住民の皆さんに対しても御説明も難しいんじゃないかなと思

いますけども。 

○担当課（石川勝己） 

 そうですね。ワークショップをやるときに、一番最初に皆さんに夢を語ってくださいっ

ていうことで、あれもやらし、これもやらしということで、いろいろ御希望はいただいて

ですね、実施設計って言いますけども、例えばこんな遊具が、あんな遊具って希望を一番

最初に、やっぱり夢を語っていただくわけなんですけども、最後にですね、非常につらく

てですね、実はここの公園の整備っていうのは、このぐらいですというようなことで、そ

うすると、最終的に提案するのが、皆さんの希望のやつよりも、ちょっとやっぱりダウン

した形での整備計画となっておりますので、我々としては非常につらいですけども、それ

ぐらいきちっと話さしていただいとるちゅうことです。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 もちろん住民の皆さんのこれが欲しいっていうものをお断りするというのももちろん重



－75－ 

要かもしれません。逆に言うと、皆さんが同じ品物をつくるんであれば、より安い価格で

つくって、最終的に設置できるものがふえるっていう取り組みも非常に恐らく重要で、そ

のためには、やっぱり個々の、方針ごとの管理をきちっとやってコストダウンを図ってい

くんだということを外に示してやっぱりやっていくっていうことが不可欠なんじゃないか

な。そのためには、恐らく全体計画というものが必ずや必要で、最終的に個々の公園につ

いての目標設定額とやっぱりそれをどれだけ下げていって、同じ品質のものならより安く

やったっていうところが必要になるので、ぜひそういうコミュニケーションをとられたほ

うがいいと。 

○担当課（石川勝己） 

 はい、わかりました。ありがとうございます。 

 続いて、もう１点だけ。先ほどですね、森と緑で植樹をやるっていうですね、県の補助

金ありますので、そういった補助金をいただきながら、そうやって植樹祭をやっていく。

これも一つの、コストダウンの一つかなというふうに思います。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 そうしましたら、皆さんシートを記載しながらということでお願いします。 

 なかなか県費事業でもらってますっていうのも、皆さん多分市民であり県民なので、ど

なたか、先週、ちょっと行ってきた団体だと、大丈夫です、このお金は国の補助金でもら

ってますからって言いますけど、ただね、仕分けていらっしゃる市民判定人の皆さんから

すると、財布は一緒だろっていうところは、なきにしもあらずなんですが、市の事業とす

れば、そういうことだと思います。 

 そのほかございますか。 

○仕分け人（山下眞志） 

 ちょっと戻して申しわけないんですけどね、避難場所という面では、やっぱりこれ、郊

外に行くと、公園に行くよりも畑に避難するという方が圧倒的に多いんですよね。やっぱ

りそういう面で、防災のことを考えると、やっぱり公園っていうのは、都市というか、市

街地の中でどう考えるかということがとっても重要だと思ってるんですね。また、コスト

もたくさんかかるっていうんであれば、先ほどの話じゃないですけども、きちんと計画立

てて、ここにこれだけの方が住んでて、こういう被害が多分予想されるから、ここにこれ

だけのもんが要るんですというのをぜひもう、今、行政のほうも覚悟が示されるべきだと

思ってるんですね。ですから、そういうところは、もしここでもう気づかれて、取りかか

れるんであれば、ぜひ全市挙げてですね、そういう取り組みをやっていただければなとい

うふうに思いました。 

○仕分け人（露木幹也） 

 公園だけでですね、防災と公園整備をちょっと考えるって非常に難しいというふうに思

ってるんですね。ただ、今回の   みたいに、あと、それで今、仮設住宅をここにつく

ろうか、いや、別に作るんだ、そういう計画は持ってないということですし、当然瓦れき

と  も開発しなきゃいけないとか、そういう場所も確保していただかないといけない。
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そういう中では防災と公園とは、結構やっぱり密接にやっていかなければいけないところ

があると思いますので、今まで多分、緑の基本計画っていうのは、公園をどう整備してい

こうかという計画だったと思うんですが、その辺のところは、やっぱり防災面含めてです

ね、見直しをかけるということが今必要になってんじゃないかなと思いますので、多分そ

ういうことになってると思いますけども、ぜひ見直しをしていただけたらと思います。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 シートのほうまだの方、御提出いただければと思います。 

 では、このページのほうも決をとりたいと思います。 

 公園整備事業ですが、この事業について不要と思われる方、ゼロベースで見直しと思わ

れる方、実施主体の見直し、要改善と思われる方ですね、じゃ、ちょっと。 

○仕分け人（財前かのこ） 

 ゼロベースで見直しということでさせていただいたんですけど、全く公園自体が要らな

いという趣旨ではなくて、今みたいなちっちゃい個々とした公園をつくっていくっていう

方向は、ちょっと変えたほうがいいんじゃないかなという趣旨で挙げさせていただきまし

た。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 小笠原さん、じゃ、次。 

○仕分け人（小笠原豊子） 

 ほんと公園づくりってのは、市民にとってはすごく魅力のある事業なんですけども、や

はり昨年の3.11の震災を受けて、避難場所としての機能っていうのは、欠くべからずこ

とかと思いますので、よろしくお願いします。 

○コーディネーター（小村雄大） 

はい、そうしましたら、市民判定人の方の結果をお伝えします。 

 全体の18名は変わりません。不要の方もゼロ、ゼロベースで見直しの方が１、実施主

体の見直しの方が１、要改善の方が８、現行どおり・拡充の方が８という数字です。もう

一度言います。不要の方がゼロ、ゼロベースで見直しの方が１、実施主体の見直しの方が

１、要改善の方が８、現行どおり・拡充の方が８という市民判定人の方の結果ですので、

市民判定人の結果は、要改善と現行どおり同数ということであります。 

 要改善の部分、あるいは要改善じゃなく、現行どおりの方も含めたコメントの中身とす

れば、やっぱり防災の観点っていうのは、ある意味では一時的かもわかりませんが、私も

どの自治体もお伺いしてて、公園の関係では、今非常にやっぱり気にされてることではな

いかなと思います。ですから、どこにやっぱりどれだけの公園があって、市民の方の避難

の計画とマッチした中でつくっているんですよっていう部分を説明してあげる部分ってい

うのは不可欠じゃないかなっていう気はかなりしてまして、そういう御意見が市民判定人

の方も多いです。あと、そういう防災の観点から、実施主体の見直しって書かれた方は、

もっと広域でやっぱり考えるべきだという御意見ですね。これについてもそういった、背

景が一つあろうかなと思います。 
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 ですから、ちょっとまた、そういうふうな防災公園からちょっと突出すれば、こだわっ

たりしてるかなというふうに、歩いて行ける公園、こういったものをちょっとどう考えて

いくかっていうことですね。この後の整備の中身についての見直しという御意見からの要

改善ということが多く見受けられておりますので、ぜひよろしくお願いします。 

 市民判定人の方から御意見、もしおありになりましたら、はい、どうぞ。 

○市民判定人 

 これはですね、私自身の思いと、もうちょっとお願いで、私自身ですね、公園整備とい

うのはですね、先ほどお話がありましたように、人の交流だとか、あるいは安らぎ、ある

いは防災、そういった面で豊かさを求めることにおいてとても大切なことだと思ってます。

その中で、進めていく中でのお願いなんですが、先ほどからつくる上でのですね、いかに

安くつくるか。これもとても大事なことです。ですが、一つ忘れてはいけないのは、後の

維持管理、これをですね、いかに安くしていくか。今、私、安城市の市民として、安城は

まだ財政豊かですので、いろんな面でいろんな建物ができてきました。ですが、それを見

るたびに、ちょっとぞっとするところあるんです。これ、だれが維持管理費用払うんだろ

うと。ですから、やっぱりつくるのは大切なんですが、後の維持管理をいかに安くするか。

それを考えていただけたらと思います。場合によっては、受益者管理という点を考えれば

よろしいんじゃないかと思います。 

 以上です。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 ありがとうございます。ほんとうに重要な視点で、当市の一つの、これ自体が具体的に

あらわれるかわかりませんけども、なかなかユニークだなと思ってるんですが、北区がメ

リーゴーランドとかですね、結構大きな稼働施設持っておられる。これは、財政的にも豊

かなあかしかもしれませんけど、なかなかこういったもの、あと植栽ですね、などもお金

非常にかかると思いますので、今、財政が比較的潤沢な中で、どういうビジョンを書いて、

あえて後世にもっと財政的な面も乗り越えてもらうためにいいものをつくっていくってい

う考え方、まさしくあの今の御意見の形の進め方というのもあろうかと思いますので、ぜ

ひそういった点もお含みいただいて見直しのほうをしていただければと思います。 

 それと、グループ的にはですね、これはどうなんですか、コーディネーターが決めるっ

ていうわけではないんでしょう。私、もしあれだっていうのであれば、このままでいけば、

要改善ということで、仕分け人のテーブルそのものが要改善ということで４人の方、多数

なってますので、それでということで、ゼロベースで見直し・実施主体の見直しが１、１、

要改善８、現行どおり８っていうことですけども、最終的な意見は、じゃ、要改善という

ことで、１つに絞る場合には、一つそちらということにさしていただきます。 

 そうしましたら、本日のほうも２つ目の公園整備事業については、これで終えさしてい

ただきます。 

 時間的には２時35分ですので、２時、そうですね、２時45分から最後の事業を再開し

たいと思います。一たん休憩します。 
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○担当課（石川勝己） 

 どうもありがとうございました。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 それでは、時間になりましたので再開したいと思います。 

  

（事業番号１２（事業番号１２（事業番号１２（事業番号１２    桜井施設整備事業）桜井施設整備事業）桜井施設整備事業）桜井施設整備事業）    

午後３つ目の事業で、本日最後の事業になります。 

 事業番号12、ページ数69ページ、桜井施設整備事業、担当課から御説明お願いします。 

○担当課（稲垣友裕） 

 区画整備課長の稲垣でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、すいません、きょう同輩しておりますのが、主幹の永田、公務係長の服部、

桜井換地補佐のイチカワでございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、シートに入ります前に、今回の仕分け事業の対象となっております桜井施設

整備事業のもととなっております安城桜井駅周辺特定区画整理事業の概要を説明させてい

ただきます。 

 この区画整理は、安城市の南部に位置し、地区を南北に縦断して走る名古屋鉄道西尾線

の桜井駅を中心とした面積93.8ヘクタールの区域でございます。平成11年１月に都市計

画決定をいただき、同年10月に都市計画事業認可を行い着手しております。事業期間は、

平成11年度から平成33年度までとなっております。平成23年末の事業進捗率は54.5％と

順調に進んでおります。 

 それでは、事業シート順に追って説明さしていただきます。 

 対象事務事業名は、桜井施設整備事業でございます。これは、区画整備区域内の道路、

排水路、不用地などの公共施設の整備と宅地造成などを目的とした事業でございます。根

拠法令は、土地区画整理法でございます。事業の背景でございますが、この地域は、安城

市の第６次総合計画、都市計画マスタープランにおいて、21世紀における安城市南部の

地域拠点によって位置づけられておりましたが、現状は、鉄道を境に東側は旧来からの集

落、西側は農地という状況でございましたため、地域の住民の皆様から地域拠点にふさわ

しい都市整備の整ったまちづくりが早急に行われることを求められております。 

 次に、目的でございます。 

 この地域を分断しています鉄道の高架事業と連携し、鉄道左側の既成市街地と西側の新

市街地の区画整理事業により、一体的な公共施設の整備を行い、駅周辺の商業地の整備、

交通体系の確立、住環境の改善を目的としております。対象は、区画整理事業区域面積の

93.8ヘクタールとなっております。 

 事業内容でございます。 

 ここでは、土地区画整理事業の仕組みを少し説明させていただきます。 

 区画整理事業は、道路・公園・河川等の公共施設を適切に配置し、整備を行い、土地の

区画を整え、宅地の利用増進を図る事業でございます。土地を所有する地権者の皆様から
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その権利に応じ、土地を提供してもらい―これは区画整理業務で減歩と言います―こ

の土地を道路・公園などの公共施設がふえる分に充てるほか、保留地として売却し、事業

の一部に充てる事業制度でございます。地権者の皆様においては、区画整理事業後の宅地

面積は従前地と比べ小さくなりますが、都市計画道路や公園等の公共施設が整備され、土

地の区画が整うことにより、利用価値の高い宅地が得られます。桜井施設整備事業は、さ

きに述べさしていただいてるように、区域内の道路・排水路・不用地などの公共施設と宅

地造成を一体的にかつ計画的に整備し、造成する事業です。関連事業は、桜井換地事業で

ございます。 

 次に、コストでございますが、平成24年度の事業費は10億2,670万7,000円でございま

す。平成 23年度の事業費内訳は、委託料 1,301 万 3,000 円、工事請負費１億 9,186 万

2,000円、原材料298万9,000円、負担金1,565万7,000円、補償費1,763万1,000円でご

ざいます。平成23年度と比べ平成24年度の事業費が多いのは、平成23年度工事請負費の

うち２億8,429万4,000円を平成24年度に繰り越ししましたことと、平成23年度に予定し

ていました一部工事を平成24年度施工としたことにより大幅にアップしております。 

 活動実績は、平成23年度で農道738メートル、排水路を244メートル築造し、造成工事

を１万8,515平方メートルの整備を行っております。単位コストは、道路築造がメートル

当たり11万円、排水路築造がメートル当たり９万5,000円、整地工事が平方メートル当た

り3,300円となっております。 

 成果指標は、区画整理区域内の公共施設整備について、区域内の計画道路の総延長に対

する施工済み総延長による整備率で進捗管理を行い、整備指標としております。平成23

年度の成果指標は60.1％となっております。 

 以上で、私の説明を終わらさしていただきます。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 はい、ありがとうございました。 

 これ、なかなかちょっと私自身振り返ってわからないんですけども、土地区画整理事業

を今やってきて、それの実施主体は市でやられてるっていう理解でいいですか。 

○担当課（稲垣友裕） 

 そうでございます。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 そういうことですよね。市でやっておられて、その中の施設整理をする事業を抜き出さ

れてこの事業だっていう理解でいいんですかね。 

○担当課（稲垣友裕） 

 はい。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 そういうことなんですね。わかりました。とはいっても、少し、全体の事業うまくいっ

てますかとか、そういう話も話としては出てこようかなと思いますので、そこも含めて少

しやっていきたいと思います。 
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 では、御質問とか事実確認ありましたら、よろしくお願いします。 

○仕分け人（露木幹也） 

 安城市さんの場合に、今、大きくですね、安城駅周辺と、それから三河安城駅周辺、こ

の辺が中心地になるということでよろしいんですよね。これ、区画整理ここが進むと、こ

こも一つ大きな商業の土地を含んだ商業地域もできるんですよね。はい。そうしますと、

多分人の動きとかですね、いうものも大きく変わってくるものが、今後、今の旧中心地っ

ていうんですかね、安城駅周辺と、今度新しくできるこの桜井駅周辺、ここの位置づけっ

ていうのは、どのように考えて、全体の都市計画としてどういうふうに考えてらっしゃる

のか。多分、これが開けてくると、今、安城駅周辺も少しシャッター街化が進んでるよう

な、ちょっと先日ぱっと通ったときに見えたんですが、こちらが開けてくると、今度はこ

っちに集中していくというか、市街地が動いていく可能性があると思うんですが、この辺

はどういうふうに考えればいいですか。 

○担当課（稲垣友裕） 

 この桜井ですね、これは、昭和42年に安城市に合併した地域でございまして、それま

では桜井町という１つの単位でおりましたので、地域拠点としても、やはりその時代から

もう要望等ございました。それによってこの区画整理を進めておるわけでございますし、

また、商業圏がこっちへ移るという、多分お話だと思うんですけど、ここにつきましても、

この南がすぐ西尾市ですとか、それから、幸田町、そういった関係で、商圏としては、今

ここにアピタが立地しとるわけですが、アピタが進出してくるときに、商圏としては、桜

井駅より南側を商圏ととらえておるという説明を受けておりましたので、これが現実すぐ

に今の中心部からこちらへ流れるということは、さほど私としては思ってないわけでござ

います。 

○仕分け人（露木幹也） 

 先日ですね、  施設、区画整理地帯出していただいたときに、市民委員の判定とも、

買い物はほとんどここにくるというようなことをちょっと伺ったので、そうすると、やっ

ぱり新しいところって、今新しいところってあれはありますけども、でも、これ開発が進

んでいくと、結構そういう大型の商業施設が張りつく可能性があるわけですね。そうする

と、やっぱりそういう人の動きが変わるんだろうなと。そういう中での全体的なまちづく

りっていうところを、どのように考えていらっしゃるのかなとちょっと思ったので、多分

この桜井地域の人たちっていうのは、非常によく、当然なりますよね。こちらのほうにそ

ういう危機感がないのかどうか。今は課長さんはないのかもしれないですけど、地元の方

たちはどうなんでしょう。地元商店街とか。 

○担当課（永田博充） 

 たまたま地元ということでお話を、区画整理課の永田と申します。よろしくお願いしま

す。 

 割と駅の近くに住んでおるんですけれども、安城市の拠点ということでですね、安城駅

前と、それから三河安城のことおっしゃられました。それに加えたものが桜井ということ
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なんですが、実は、北のほうにも新安城駅という名鉄の駅がございまして、その周辺も、

もう区画整理事業ですね、昭和61年度からその新安城の北側と、それから新安城と三河

安城駅の間、作野地区のところも区画整理事業をやっております。それから、三河安城駅

周辺も同じタイミングで土地区画整理事業をやってきておりまして、それぞれですね、安

城市内の中で西の拠点、それが中心市街地、それから、南の桜井地区ということで、ある

程度全域をですね、分散しております都市計画区域をそれぞれ活性化さしていこうという

ことで整備をしてきております。中心市街地についてもですね、安城駅の南に碧海信用金

庫という銀行がございますが、その南あたりですね、南明治の土地区画整理事業というこ

とで、もう今まさに始めたところですんで、安城駅前についてもですね、やはり従来から

の安城市の中心みたいなところなもんですから、ほかに拠点が移っていくことはないよう

に、今後それにふさわしい整備をしていくいう位置づけになると思います。 

○仕分け人（財前かのこ） 

 桜井が桜井村でしたっけ、昔は。町とつく前だと思うんですが、別の地域で桜井の方が、

うちだけ区画整理がばててもうてという感情をお持ちだというのよくわかります。ただ、

一方で、市民の方がこの事業を取り上げたとき、総評している意見というのが私の手元に

あるんですが、その意見が結構厳しいものございまして、何でこの地域ばっかり血税を入

れるんだみたいな、これを事業仕分けの民とすべきだと書いておられる方もいらっしゃる

んです。なので、そういう点から伺いたいんですが、結構今、現状、桜井のあたりってい

うのは、アピタもできて、前よりも十分きれいになって、かなり設備が整ってきたと思う

んですね。ちょっと今お話に上がりましたけど、その一方で、ＪＲ安城駅の近辺の南明治

はもう始まってるようなんですが、北明治と呼ばれる市役所から北側のエリアですかね、

は、まだ区画整理が始まってないというふうに聞いてるんですが、その辺の予算の配分の

兼ね合いをどう考えておられるんでしょうか。 

○仕分け人（露木幹也） 

 予算配分っていうの、この事業がですね、通常最近でいうとですね、組合施工とかって

いうのが多い。これを市施工でやろうとしているんですね、安城市さんは。当然ですね、

今、地価が下がっていて組合施工っていうのは、減歩率がですね、大きくなり過ぎてまだ

至らないっていうのがどこもそうだと思うんです。その中でも進めていこうっていうこと

は、かなりこれ、市の負担がですね、大きくなるんですね。これ、この事業全体でですね、

市がどの程度のお金をかけるのか。その全体計画の中でのコストっていうのをちょっと１

回お伺いしたいと思うんですね。 

○担当課（永田博充） 

 桜井地区のですね、土地区画整理事業自体の総事業費、今、今回は、たまたま事業仕分

けではこの施設整備事業というもの上がっておりますけども、そういうもの含めたすべて

の土地区画事業の総事業費が、現在282億円が総事業費。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 ごめんなさい、ちょっと、じゃ、皆さんにわかるように、この事業っていうのは、まず
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地権者の方の同意がないとスタートしないでいいんですかね、土地区画整理の。 

○担当課（永田博充） 

 市施工なもんですから、同意は……。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 そこは大丈夫。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 補助としてこの事業は、全体として、例えば国とか県からほかに補助っていうものが入

ってくる事業ですかね。 

○担当課（永田博充） 

 入ってきます。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 じゃ、それも含めて全体の事業費が幾らで、国・県が幾ら出していて、市として幾ら出

していて、そのうち、例えば先ほど下にある換地事業のようなことって、市として最終的

に物を売って、保留地の問題については、保留地なければそれでいいですけども、保留地

あるとすれば、保留地として期待しているものが幾らでっていうことで、ちょっとそうい

う全体像がわかるように説明お願いできますか。 

○担当課（永田博充） 

 総事業費は、先ほど申しましたように282億でございます。そのうち国の補助金が、こ

れ、財源がいろいろですね、国の仕組みの中で分かれておって、ざっとでよろしいですか。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 ざっとでいいですよ。 

○担当課（永田博充） 

 国費がですね、75億ですね。国費が75億です。それから、県費が約２億です。それか

ら、市費は120億ですね。それから、保留地、皆さんの地権者から減歩をお出しいただい

て、それを売って、お金にかえる想定としましては68億となっております。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 じゃ、市とすれば、今リスクとすれば、事業主体っていっての68億の保留地ももちろ

ん抱えて、かつそれと市の税金を120億、今、入れる計算だっていうことですね。 

○担当課（稲垣友裕） 

 そうです。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 今、既存で120億のうちどれだけ投資してきたかっていうと、既に使ったお金というの

は、このうち幾らかで、残りが幾らか出ますか。 

○仕分け人（露木幹也） 

 28億足らないのですが、それはどこからですか。 

○担当課（永田博充） 

 後はですね、ごめんなさいね、県費で、県道の関係で入ってくる負担金みたいなもので
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すね、3,500万であったとか、それから、あと、市が市債を起こしてですね、入れてくる

ものがございますので、そういったものも含めますと282億ということになります。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 そういうことですよね。実際、もし、今20億ぐらい、先ほど言われた国75、県２、市

120、保留地68ってすれば、二十数億足りなくて、そこは市の財源。 

○担当課（永田博充） 

 あと、寄附金とかですね、そのうち寄付金その他で、細かいものがあるんですけれども、

あと、鉄道の負担金とかですね。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 そうすると、全体で言えば200ぐらい、市の財政負担だけで言えば、借金含めて140の

予算事業を抱えてこの事業をやっていくっていうことになります。既投資、残投資ってい

うのわかれば、ちょっと今からでいいから、ここからみんなわかりますか。 

○担当課（永田博充） 

 申しわけございません、ちょっと今手元に資料ございません。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 わかりました。できれば、やっぱり全体像とすれば、あったほうがいいかなとは思いま

す。 

○担当課（永田博充） 

 資料としては整理しておりますので。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 じゃ、逆にちょっとお聞きしますけれども、中に事業費っていうのは、特に市が施工す

る当該、じゃ、施設整備としての事業総額というのは、すぐわかりますかね。この事業と

して最終的に事業計画終了年の平成33年度までに投資すべき額が幾らで、先ほどのは区

画整理全体のお話ですので、そのうち今幾ら投資をしてきたかというのはおわかりですか。 

○担当課（服部啓治） 

 すいません、工務係の服部と言います。現在施設の整理をしていて、事業計画総額では

89億。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 89億。 

○担当課（服部啓治） 

 はい、を事業計画としております。現在、23年度末までですが、51億。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 51億を投資済み。 

○担当課（服部啓治） 

 ということです。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 ですね。じゃ、残りの事業が38億っていうことですね。 
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○担当課（服部啓治） 

 はい。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 わかりました。ちなみに11年につくられて、平成20年度に事業計画変更されてますけ

ども、今この51億投資済みですが、当初から事業費が膨らんでるっていう傾向にありま

すか。それとも規定の路線通りで実施計画変更はしていないっていうことでしょうか。

11年と20年の実際の計画の差っていうところをちょっと教えてください。 

○担当課（稲垣友裕） 

 事業計画費自体は上がっております。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 上がっているわけですね。 

○担当課（稲垣友裕） 

 はい。内容としましては、当初の事業計画上の、要は家屋移転コストですね。それから、

実際に換地の枠組みを行ったことによって、移転家屋数がふえてまいりましたので、その

分が上乗せになっております。 

○仕分け人（露木幹也） 

 先ほどの282億っていうのは、当初の計画の額ですか。それとも見直しをした……。 

○担当課（稲垣友裕） 

 見直し。 

○仕分け人（露木幹也） 

 見直し後の。 

○担当課（稲垣友裕） 

 はい。 

○仕分け人（露木幹也） 

 じゃ、今現在では、総額これくらいになるという予定だと。 

○仕分け人（小笠原豊子） 

 お願いします。 

 平成23年度の道路整備ですけど60.1％ということで、成果指標にしていますけども、

これがあと残ってる財源と見合うものなのかどうかということ。あと、33年からこの線

で大体いけそうなのかどうかということをお聞きしたいと思います。 

○担当課（稲垣友裕） 

 財源が通って、進捗率としまして、現在54.5％となっておりますので、事業費としま

しても計画どおりの進行と考えております。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 ごめんなさい、54.5％は、逆に言うと何の進捗を見て言ってるんですか。面積基準で

見た場合に54.5％ですか。 

○担当課（稲垣友裕） 
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 すいません、これは事業費に対します進捗率でございます。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 そういうことですよね。 

○担当課（稲垣友裕） 

 はい。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 てなると、逆に使った額が多ければ多いほど進捗率高くなっちゃうっていう懸念はある

わけですよね。 

○仕分け人（露木幹也） 

 ここには60％の面積。 

○担当課（稲垣友裕） 

 そこの成果目標としておりますのは、道路の工事延長でございます。 

○仕分け人（露木幹也） 

 総事業費は何を。総事業費だから50。 

○担当課（稲垣友裕） 

 そうですね。先ほど言いました54.5％といいますのは、事業費ベースで言った数字･･･。 

○仕分け人（露木幹也） 

 この事業っていうのは、全体事業か。 

○担当課（稲垣友裕） 

 そうです。    。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 そういうことですね。 

○担当課（稲垣友裕） 

 はい。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 でも、逆に言うと、物差しが何だっていうのがなかなかわからないと、実際54.5、金

額ベースで進んでるんだけれども、実は、極端に言って27％しか進んでなかったと仮に

したらですよ、終わってみたら、事業費が倍に膨れましたみたいな話になる可能性がある

んですが、実際そこの実進捗としての事業費管理するときには、多分実際計画時に、実施

計画をつくったときに幾らでしたっていうことに対して、実際やった工事が幾らだったか

という比較しながら点検していかなきゃいけないと思います。恐らくそれは、対象課のほ

う、担当課のほうされてるとは思うんですけども、ここを踏まえた中で最終的な事業費っ

ていうのは、先ほど小笠原さんおっしゃったように、どうなのかっていうところの点検は、

どんな感じなんでしょうか。 

○担当課（稲垣友裕） 

 現在、ちょうど今年度その事業計画ですね、これを今、見直しをやってる最中でござい

ますので、まだ現時点ではそういった、どういった数字になるかちゅうのは、ちょっとま
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だ出ておりませんので、はい、申しわけございません。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 あと、じゃ、ちょっと同じく逆に収入サイドのほうで、ある意味ではこの事業のちょっ

と外側ですけども、先ほど保留地について68億円ということをおっしゃっていて、ちょ

っと付近の地価公示なんかを見ると、きのうちょっと夜調べたんですが、桜井町西町かな、

ちょっと外れるかもしれませんが、平成11年のときでいくと10万6,000円ぐらい、平米

当たりですけども。23年度９万2,000円台。下がってはいますけど、逆に言うと、ほかか

ら見るとそんなに下がってないなっていう印象が正直あるんですが、保留地処分としての

最終的に売れる値段ですね、ここについての見通しっていうのは、大きく欠損が出るとか

そういうことっていう部分についての内容というのを皆さんとすればどう考えるか。 

 仮にこれ、大きくとは言っても、全体のやはり地下は下がってますんで、そんなに大き

くないですねって言ってますけど、10％下がれば、逆に保留地が今58億なら６億円だれ

が出すかっていう話になるわけですね。これについてちょっとどうお考えかあれば教えて

ください。 

○担当課（稲垣友裕） 

 事業表の保留地の売却単価が、今、12万3,200円で計画しておるわけですが、実際に昨

年度までの保留地売却の平均値を見ますと、12万7,000円で売却できておりますので、売

るタイミングを間違わなければ、事業的には採算はとれていくと思っております。 

○仕分け人（露木幹也） 

 そうすると、保留地の処分っていうのは、いつごろまでに全部が終わる予定なんですか。 

○担当課（稲垣友裕） 

 私どもとしては、やはり最終事業分が33年ですので、平成30年ぐらいまでには、すべ

て売却したいと思っております。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 皆さん、そうしましたら、ここまで何をしたかというと、全体的に地域に対する計画で

すので、その地域が市全体としてどういうふうに考えていくかっていう確認をまずさして

もらいました。 

 次に、全体の計画概要について、どれぐらいの規模でどういう財源負担かっていうお話

を確認さしてもらって、この事業としてのお金の進捗、89億円のうち51億円。それにつ

いての現時点でのぶれ幅については、現在点検中だというお話。あと、保留地が68億の

収入の見込みについては、比較的現時点の段階で言えば、順調に見合う単価で処分できて

いくので、引き続き大丈夫ではないかという見通しということでですね、事業の説明をし

てもらっています。もし、書き込みあるものであれば、判断しながら書いてください。露

木さん、どうぞ。 

○仕分け人（露木幹也） 

 この事業をですね、評価する中で、多分、市民の方、これは全体市にどれだけのメリッ

トあるのかっていう部分がやっぱり大事だと思うんですね。例えばですね、これが事業や
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ることによって、当然住民系の区画整理になると思うんで、人口がどのぐらいふえると。

そうすると、税収がどのぐらいふえていくということを考えないと、これだけの投資をし

ても何年たてばある程度回収できるっていうか、市としてメリットがあるんだというよう

なところは整備がされてると思うんですが、その辺は何か説明できるような数字がありま

すか。 

○担当課（稲垣友裕） 

 申しわけございません。今そうした明確に答えれるちょっと資料ないわけですが、持ち

合わせがございません。申しわけありません。 

○仕分け人（露木幹也） 

 正確な数字じゃなくても、ざっくり、どのぐらいの人口がふえるとか、税収までは難し

いかもしれないけど、そこら辺のところはどうでしょうか。 

○担当課（稲垣友裕） 

 人口でいきますと、区画整理をやることによって、新しい住宅がふえてまいります。実

際この桜井地域でも、平成23年度末でうちのほうの76、需要申請が出てまいりますので、

それで計算しますと446軒、これが新規の住宅でございます。その中で、平成17年の国勢

調査の資料から、区域内の人口がどれぐらいふえたか算出しましたところ、約850人ふえ

ております。したがいまして、ここでうちを建てられたことによる、今後もこういった新

しく入ってこられることが想定されますので、最終的には計画人口、当初1,820人でござ

いますのが１万716人の人口を想定しております。 

○仕分け人（露木幹也） 

 大体１万人ぐらいの人が、人口がふえるということですね。都市整備部局にちょっと聞

きたいんですが、１万人ふえると、大体どのぐらい税収っていうのはふえるのかってのは

わかりますかね、今、平均の。わかんないですよね。いずれにしても、最終的にはそうい

うふうに人口がふえて、税収も上がっていくということを目指してるわけですよね。ちょ

っとその辺のところメリットが見えないと、なかなか評価が難しいと思うんで。 

○仕分け人（永戸力） 

 １点伺いたいのですが、実施方法のところで、事業概要のところの実施方法で、直接実

施というふうになっていてですね、事業費のですね、内訳のところで委託料が発生してい

てですね、請負原材料費負担経費というのは、これは、直接これは、工事は統計工務係さ

んのほうでやっておられることなんでしょうか。 

○担当課（稲垣友裕） 

 そうでございます。 

○仕分け人（永戸力） 

 直接実施のほうがよいというふうに御判断された理由は、どのようなものでしょうか。 

○担当課（稲垣知裕） 

 区画整理事業が市施工でございますので、いつも区画整理課のほうで施工しております。

ただ、工事につきましては、請負でやらしていただいて･･･。 
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○仕分け人（永戸力） 

 工事は請負なんですか。 

○担当課（稲垣友裕） 

 はい。 

○コーディネーター（小村雄大） 

先ほどのちょっとさっきおっしゃったの、地方税の規模で言う350億円ぐらいですかね、

入ってきてるの。それで、税収規模から言ってもそれぐらいで、全体でまちがもし17万

のところが18万にふえるとすれば、これはそこそこ、10数億円ぐらいがふえていく。で

すけど計算すれば･･･。まちづくりでそんなに悪い数字ではないですね。 

○仕分け人（露木幹也） 

 現状の数字で出すとそういうことになりますね。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 すいません、そしたら、シートのほうはちょっと書き進めながらお願いできればと思い

ます。 

 あと、実際には、これ、建設発注の事業なので、やはり先ほどと同じように経費節減と

かですね、コストダウンのほうも少し確認していきたいんですけども、そういう意味では、

先ほど公園整備事業別シートの、    ないんですけれども、公園よりは単位当たりコ

ストとして、工事費に対して築造延長とかですね、こういう取り組みって、すごく先ほど

との比較においては、まだ分かりやすいはずです。恐らくこういう更新ごとの単価を出し

ていってもらって、より前年よりも安くするように頑張っていますっていう取り組みをさ

れているのであれば、そのグループいいことだと思いますけども、ただ、全部が全部すべ

て下がってるわけじゃないんですが、皆さんとすればコストダウンの取り組みってのは、

どういう形でされてるかちょっと御紹介いただければ。 

○担当課（稲垣友裕） 

 建設工事ですと、コストダウンを図るには、やはり材料をどうするかが一番大きくなっ

てくると思いますので、やはりバーゾン材を使わなくて、リサイクル材ですとかリユース

材、それと、既製品のあるものはそれを優先的に使っていくこと、それと、側溝なんかで

すと、１つのものが１メーターでございますので、それを２メーターの長尺ものにするだ

とか、そういった関係でコストダウンを図っております。 

○仕分け人（露木幹也） 

 １つだけ。今のところ、この区域が設定されてる中で、これはやっぱり全部やって、そ

こにちゃんと人が、計画どおりは人が張りついていくと、うちもそうですけど、そういう

のが張りついていくということは現状見込まれますか。ちょっと危うい方という観測があ

るのか、その辺のちょっと観測をお伺いしたいんですが。 

○担当課（稲垣友裕） 

 実際に、新市街地のほうですね、ここには各種の分譲ですとか、そういう宅地の取引が

活発にされておりますので、私どもとしては、この状態がこのまま進んでいってくれると
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信じております。 

○仕分け人（山下眞志） 

 このところでですね、これから既存の集落街の工事に入っていくように書かれてますけ

ども、この先、今までは順調に予定どおり来られたというふうにおっしゃってますが、こ

の先既存集落の区画整理に入るんですね。事業がどんどんおくれていっちゃって、その経

費がかかってしょうがないとかいうこと、そういうおそれはもうないということでいいん

でしょうか。 

○担当課（稲垣友裕） 

 やはり住宅密集地に入ってきますと、家屋移転が玉突きって言いまして、１軒飛ばなけ

れば次の人が行けない、こういう状況になってまいりますので、平成22年からは集団移

転という手法を取り入れまして、事業期間内の完了を目指すようにしております。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 それは、地域単位で交渉して、単価提示をして、妥結も基本は団体でお願いするってい

うやり方をとっておられるという理解でいいんですかね。 

○担当課（稲垣友裕） 

 交渉は１軒ずつ行うわけですが、一固まりの５軒、６軒を一遍に動かすやり方ですね。

こういうやり方である程度大きな分地をあけまして、道路整備ですとかそういうことを一

気にやって、早期の移転ができるような工夫をやっております。 

○仕分け人（露木幹也） 

 その後の工事も効率的にできるということですね。 

○担当課（稲垣友裕） 

 はい。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 それでは、皆さんシートのほうお出しいただいてるということでお願いします。 

 なかなか点検をさせていただきましたけど、各所の事業、割とほかの市でも区画整理で

結構行き詰まってるってのが実は多くて、つい先ほどのお話の中でも、保留地なんかやっ

ぱり思ったとおりに値段がつかなくて、だから、それで最終的な欠損が出て、それをだれ

が埋めるっていうお話なんですけれど、かなり  します。国土交通省でもそういった点

かなり注意をしてまして、きちっと確認をしながら経営的なセンスを持って進めなさい。

場合によっては、区域のおくれた見直しとかコストダウンの手法というものを大胆に持っ

ていきなさいっていうことで、通達を出しているという、そういう状況下で今の御説明ど

ういうふうに    いうことかと思います。 

○仕分け人（露木幹也） 

 どうしても組合施行だとその中での完結になってしまうので、将来的なね、メリットっ

ていうものをつかみ･･･。そのメリットがあるからやるんだと。確かにね。そういう中で、

市施工であれば、将来的に市としては税収が上がるんだという中での･･･ね。 

○コーディネーター（小村雄大） 
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 はい、それでは、集計のほうほぼ終えてらっしゃる方もいますので、こちらのテーブル

でも決をとりたいと思います。 

 桜井施設整備事業について、この事業不要と思われる方、ゼロベースで見直し、事業主

体の見直し、市が実施して要改善お２人、市が実施して現行どおり３名ですね。仕分けの

テーブルでは ということです。じゃ、財前さんから。 

○仕分け人（財前かのこ） 

 多分ほかの自治体と比べて、この桜井自体の計画というの、うまくいってるらしいとい

うか、私は鑑定ができないのでわからないんです。らしいんですけど、多分ほかの桜井以

外のところの都市計画、区画整理の計画があって、それとの兼ね合いをどうするのかって

いうのをやっぱりちょっと考えていかなきゃ、桜井で回ってるからいいんだじゃなくて、

ほかの地域にお金を投資するほうが、よりよい受益者をというのがあるんじゃないかなと

いうふうに思います。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 山下さん、コメントいただければ。 

○仕分け人（山下眞志） 

 今聞かしていただいて、やっぱりちょっと市全体に対するここの投資する意味合いいう

のがですね、やっぱり住民がこれくらいふえるんだから、やっぱりこれぐらい土地が必要

なんだいうところが、もう少し説明をいただけるともっとよかったのかないうふうに感じ

ました。 

○コーディネーター（小村雄大） 

 そうしましたら、市民判定人の方の結果を報告さしていただきます。 

 先ほどまで18人でしたが、１人諸事情でお帰りになられまして、17人ということです。

仕分けのこのテーブルは現行どおりということでやりましたが、皆さんのほうの判定です

が、不要とおっしゃる方がゼロです。ゼロベースで見直しの方が１、実施主体の見直しの

方がゼロ、市が実施で要改善の方が９、現行どおりで拡充の方が７という結果です。不要

がゼロ、ゼロベースで見直しの方が１、実施主体の見直しの方がゼロ、市が実施で要改善

の方が９、現行どおりの方が７いう結果になりました。ですから、市民判定人の結果とす

れば、要改善という結果です。 

 かなり正直に申しますと、こういう仕分け分析っていう方法、仕分け人がやってるより

も、市民判定人の方が厳しいとこは余りないですので、逆に言いますと、中身もちょっと

私のほうから御紹介すれば、やっぱり最初のところですね、市全体の波及効果っていうと

ころはきちっとやってくれっていうところが、ここがすべてじゃないかと思います。どう

ようになっても、皆さんからちょっと御意見あれば、１人、２人いかがでしょうか。ない

ですか。なかなか地域間のお話なのでね、手を挙げておっしゃるの難しいかと思いますけ

ども、皆さんの御意見とすれば、やっぱりそういうところですので、逆に当初の説明にも

ありましたけども、本来でいけば、皆さん自身は市民であるとともに県民でもあり、国民

でもありますね。国の事業としての税金も入ってる、県としても税金が入ってる、市とし
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ても税金が入ってるので、じゃ、こういう事業をするときに、一体これは、その地域の方、

あるいはそこの宅地を持たれる方のためだけじゃなくて、一体どういう公益的な理由があ

るんだろうっていうことをきちんとやっぱり見ていっていただくっていうのは、すごくま

ちづくりにとっては重要かと思います。ですから、そういう視点でやっぱりきちっと説明

もしてください、きちっとそこについての根拠も持ってくださいっていう結論としての市

民判定人の皆さんのほうが厳しく要改善という結果となったのかと思います。 

 本日６つ目、午後３つ目の事業につきましては、要改善ということで終わらせていただ

きます。どうもありがとうございました。 

 これで予定してました、本日の６つの事業については終わりということになります。あ

す、また引き続きということなんですが、市民判定人の皆さんっていうのは１日ごとです

か、今回。 

 本当に、長い時間お疲れさまでした。非常に活発にいろいろお話もいただきましたし、

書き込みもきちっとしていただきまして、必ず見ていただくことになろうかと思います。

本当に、どうもお疲れさまでした。 

 これでＢ会場のほうの１日目の仕分けについては、終わらせていただきます。お疲れさ

まです。 

○事務局（澤田一樹） 

 どうもありがとうございました。事務局からお知らせいたします。 

早朝から始めまして、仕分け人の皆様、市民判定人の皆様、傍聴者の皆様、長時間にわた

り大変お疲れさまでした。ありがとうございました。 

 あすでございます。両会場ともに午前９時半から事業仕分けを開始いたしますので、よ

ろしくお願いいたします。また、きょうお越しの方も、もし御都合がつけばですね、また

気になる事業、ぜひ傍聴いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 アンケートにつきましてはですね、市民判定人の皆様は、そのまま机の上に置いといて

いただければ、私ども回収させていただきますのでよろしくお願いいたします。傍聴の方

につきましては、廊下の箱の中に投函いただきたいと思います。 

 それでは、お気をつけてお帰りください。ありがとうございました。 

 どうもお疲れさまでした。 

（閉会） 


